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封
建
的
土
地
所
有
の
公
権
力
的
性
格
(
一
)

!10202
に

関

す

る

一
試
論
l
i

薮

重

夫

序

論

重
品
質
的
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
理
論

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
領
主
日
農
民
の
関
係

四

中
世
枇
曾
院
お
け
る
の
開
話
相
お
の
性
格
問
以
上
本
競
〉

五

封
建
制
批
曾
の
解
僅
過
程
と
の

g
g訟
の
掛
変
質

六

結

論

ー

"、
E同

序

近
代
怯
に
お
け
る
所
有
一
般
を
、
車
な
る
法
論
理
的
概
念
と
し
て
で
な
く
、

一
定
の
歴
史
的
世
曾
に
お
け
る
経
漕
的
・
政
治
的
諸
侮

件
の
所
苧
と

L
て
理
解
七
さ
つ
と
す
る
と
き
]
先
ず
そ
れ
に
射
置
せ

L
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
・
封
建
的
所
前
げ
麗
史
的
性
格
が
問
わ
る

べ
を
は
請
を
挨
た
な
い
。
所
有
擢
の
特
殊
近
代
的
な
7

性
格
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
枇
舎
に
お
け
る
物
支
配
と
の
封
比
に
お
い
て
、
始
め

予
期
ち
が
w
?な
る
営
再
え
あ
れ
る
が
ち
で
あ
る
?
?
と
之
ち
モ
ど
り
問
題
区
関
心
て
段
、
就
に
川
島
教
授
の
す

rれ
た
研
究
が
存
今
る
ご

-65-



、
わ
れ
わ
一
れ
は
先
子
、
教
授
が
示
さ
れ
た
理
論
を
手
懸
り
と
し
つ
つ
、
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
く
こ

- 66ー
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こ
こ
に
「
封
建
的
所
有
」
と
い
う
の
は
、
封
建
制
枇
曾
1
1ド
イ
ツ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ド
ハ
E
守

8
2
n
v
o

。E
E宮
司
朗
岳
民
件
〉
が
そ
の
基
礎
・
中
核
を
形
づ
く
っ
て
い
た
・
ほ
ほ
九
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
前
牢
に
至
る
中
世
枇
曾
ー
ー
に
お
け

る
所
有
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
)
封
建
制
批
曾
は
十
三
世
紀
後
半
以
降
急
速
に
解
穫
し
、
‘
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
地
代
又
は
純
粋
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ

ャ
フ
ト
(
剛
山
由
民

g
l
。
弘
司
円
円
相
吉
刊
の

E
昆
Z
H
B吾
氏
。
に
穂
化
す
る
。
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
農
民
に
封
す
る
支
配
機
は
漸
次
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル

(
r
g仏
g
v
o司
円
)
に
集
中
統
一
さ
れ
て
ゆ
き
、
か
く
し
て
い
わ
ゆ
る
領
域
開
家
(
斗
2
ユ
芯
江
口
B
V
が
形
成
さ
れ
る
。

へ
の
過
程
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
封
建
制
祉
曾
そ
の
も
の
の
崩
壊
過
程
を
一
万
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

か
か
る
統
一
的
国
家
形
成

そ
こ
に
み
ら
れ
る
所
有
の
形
態

は
、
こ
れ
を
十
三
世
紀
前
半
ま
で
の

l
l封
建
制
批
曾
に
典
型
的
な

l
l所
有
形
態
と
直
別
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

所
有
擢
の
観
念
性
と
現
貫
性

周
知
の
如
く
、
川
島
教
授
は
、
近
代
的
所
有
と
封
建
的
所
有
の
歴
史
的
性
格
を
「
観
念
牲
」

「
現
貫
性
」
と
い
う
貼
に
お
い
て
封
比
さ
れ
、

資
本
制
祉
命
日
・
封
建
制
一
砿
合
同
の
経
済
的
・
枇
命
目
的
・
政
治
的
構
造
に
基
づ

」
の
相
違
が
、

く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
部
ち
、
近
代
的
所
有
権
が
「
資
本
制
生
産
・
再
生
産
の
基
礎
・
起
貼
と
し
て
、
資
本

制
生
産
・
再
生
産
の
全
構
造
の
う
ち
に
規
一
出
さ
れ
て
い
る
の
に
封

L
、
封
建
的
所
有
は
「
物
(
特
に
土
地
)
の
具
樫
的
な
利
用
の
上

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
具
、
韓
的
な
、
特
定
人
の
聞
の
闘
係
し
と
不
可
分
な
一
樫
を
な
し
て
お
り
、
こ
の
放
に
、
近
代
的
所
有

構
は
「
観
念
的
な
存
在
」
と
し
て
現
れ
る
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
封
し
、
封
建
的
所
有
の
性
格
は
「
物
支
配
の
現
貫
性
」
と
い
う

黙
に
見
出
し
さ
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
‘
右
の
所
設
に
お
い
て
、
先
ず
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く
の
は
、
こ
こ
で
は
、
近
代
的
所
有
様
の
性
格
が
そ
の
理
組
型
に

γ 
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お
い
セ

111郎
ち
、
可
特
殊
rH
資
本
制
的
な
所
有
樺
」
拡
そ
の
呉
鰹
的
な
典
型
を
一
不
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
1
1
1
把
握
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
0

4

e

}
勿
論
、
近
代
枇
舎
を
資
本
制
的
生
産
の
基
礎
の
上
に
成
立
・
存
績
・
護
展
す
る
祉
曾
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
出
来
る
以
土
、
近
代
的

所
有
植
が
「
資
本
制
世
曾
に
お
け
る
所
有
権
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
て
叉
、
そ
の
理
想
型
と
も
い
う
べ
き
も

の
が
、
資
本
制
生
産
の
基
礎
た
る
所
有
樺
|
|
資
本
の
所
有
槽
ー
ー
に
見
出
さ
る
べ
き
こ
と
も
山
宵
画
然
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。だ

が
、
現
賓
の
近
代
世
曾
(
資
本
制
吐
曾
)
に
お
い
て
は
、
資
本
制
的
所
有
と
し
て
未
だ
過
渡
的
な
段
階
に
あ
る
諸
々
の
所
有
形
態

-
が
存
在
す
る
。
近
代
的
所
有
植
を
資
本
制
的
所
有
権
と
し
て
把
握
す
る
以
上
、
そ
れ
ら
は
多
か
れ
少
か
れ
前
近
代
的
所
有
の
性
格
を
帯

有
す
る
も
の
と
し
て
み
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
こ
の
場
合
、
所
有
の
「
観
念
性
」
「
現
貫
性
」
な
る
概
念
が
、

近
代
的
所
有

と
前
近
代
的
所
有
と
を
分
つ
べ
き
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
た
る
こ
と
も
叉
否
定
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
前
近
代
的
所
有
一

般
を
「
現
貫
性
」
な
る
性
格
に
お
い
て
把
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
な
お
幾
多
の
段
階
や
相
還
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ι 主主主義的土地所有の公権力的性格

る
。
こ
こ
で
は
た
だ
に
、
つ
現
貫
性
」
の
濃
度
な
い
し
程
度
が
問
題
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

等
し
く
前
近
代
的
所
有
の
名
を
以
て

呼
ば
れ
る
ー
も
の
の
中
に
も
、
例
え
ば
資
本
制
批
舎
に
お
け
る
そ
れ
と
封
建
制
批
曾
に
お
け
る
そ
れ
と
の
間
に
は
、
或
る
本
質
的
な
性
格

の
相
遣
す
ら
存
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ギ
l
ル
ケ
は
衣
の
よ
う
に
云
う
、
中
世
に
お
け
る
所
有
機
は
車
に
私
的
な
樺
利

た
る
に
止
ま
ら
ず
、
「
物
に
劃
し
て
結
合
せ
し
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
関
係
」
守
口
o
mロ己目。

ω
s
v
g
m∞
}
自
回
目
以
宮
口
切
自
由
σ度
目
問
。
与

を
含
む
も
の
で
あ
り
、
土
地
所
有
樺
は
後
に
領
土
樺
(
の
岳
山
ogH6vo目
。
と
私
的
所
有
権
(
甲
山
く
旦
包
ぬ

g仲
良
ロ
)
に
分
裂
す
べ
き
腕

芽
を
内
包
し
て
か
た
の
に
封
し
m
近
代
の
所
有
擢
は
私
的
構
利
で
あ
り
、
土
地
の
所
有
槽
に
お
い
て
も
、
家
産
制
(
同
M

忠岡山口
H
O
昆
丘
四
l

(

4

)

 

昆
C
h
w残
津
が
絹
誠
司
山
山
伊
〈
度
合
に
臆
じ
て
公
構
的
内
容
が
除
去
さ
れ
て
ゆ

r、
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
川
島
教
授
も
「
資

- 67ー
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ー
し
、
且
つ
そ
の
基
礎
句
上
に
成
立
護
展
し
た
ロ
ハ
傍
酷
引
用
者
)
と
さ
れ
て
い
る
の
が
想
起
さ

れ
る
。

t
r
l
ル
ケ
の
所
設
い
わ
掌
小
首
は
暫
く
お
き
、
三
」
で
は
、
近
代
社
曾
に
お
け
る
所
有
槽
と
r

封
建
制
吐
曾
に
お
け
る
そ
れ
と
が
所

有

ρ私
的
機
利
た
る
性
格
と
公
構
力
的
性
格
と
の
封
比
と
い
う
形
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

然
ら
ば
こ
の
場
合
、
所
有
の
私
穣
的
叉
は
公
構
力
的
性
格
と
そ
の
観
念
性
・
現
貫
性
と
は
も
相
互
に
如
何
な
る
関
係
を
も
つ
も
の
な

の
で
為
ろ
う
か
。
惟
う
に
、
所
有
権
の
親
一
念
性
・
現
貫
性
は
、
所
有
を
祉
合
同
経
碑
的
機
能
l

[
ー
一
定
の
生
産
様
式
と
そ
れ
に
よ
っ
て
規

- 68ー
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定
せ
ら
れ
た
一
定
の
人
間
闘
係
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
所
有
権
の
機
能
l

i
の
側
面
か
ら
み
た
場
合
に
編
著
な
性
格
で
あ
り
、
所
有
の

私
機
的
・
公
権
力
的
性
格
は
、
所
有
様
を
一
定
の
政
治
的
構
造
と
の
関
係
|
|
政
治
的
祉
舎
の
一
定
の
布
り
方
と
そ
こ
に
み
ら
れ
る
政

治
機
力
。
の
一
定
の
構
造
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
所
有
穫
の
存
在
形
態
、
就
中
そ
の
保
障
の
さ
れ
万
i
i
の
側
面
に
お
い
て
み
た
場
合

広
一
著
し
い
性
格
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

一
定
の
歴
史
的
祉
舎
に
お
け
る
政
治
的
構
造
は
、
そ
の
吐
曾
に
お
い
て
支

極
的
な
軽
減
問
構
造
と
無
期
係
な
も
の
で
は
な
い
。
否
、
近
代
社
舎
の
政
治
的
構
造
は
資
本
制
経
揮
の
出
現
に
件
っ
て
形
成
さ
れ
来
っ
た

，
も
の
で
あ
り
1
A

し
た
が
っ
て
1

1川
島
教
授
も
「
資
本
制
経
糟
は
私
的
な
所
有
権
を
作
り
出
し
・
・
:
・
:
」
と
云
わ
れ
る
如
く
1

1私
的

所
有
権
を
生
み
出
し
た
最
も
基
本
的
な
傑
件
は
資
本
制
経
揮
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
所
有
植
の
観

急
性
・
現
貫
性
は
そ
の
私
権
的
・
公
樺
力
的
性
格
と
密
接
な
闘
連
性
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
あ
ま
つ
さ
え
、
所
有
槽
の
観
念
性

と
現
質
性
の
基
癒
を
分
析
ナ
る
応
嘗
つ
て
は
!
|
川
島
数
授
の
所
説
に
も
み
ら
れ
る
通
り
1
1
l単
に
耳
目
的
な
い
し
経
縛
的
構
造
か
ら

対
け
で
は
な
之
、
政
治
的
構
造
れ
か
ら
考
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
)
こ
の
雨
者
は
、
町
理
論
的
に
は
と

も
か
く
現
買
に
は
、
必
ず

L
も
担
割
的
な
闘
係
に
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
先
ず
第
一
に
、
現
一
貫
の
資
本
制
枇
舎
に
お
い
之
、

資
本
制
的
生
産
方
法
は
、
唯
一
の
生
産
の
形
態
な
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
な
お
、
資
本
制
的
生
産
方
法
と
並
ん
で
、
前
資
本
制
的
生

、
産
方
法
の
残
揮
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
か
か
る
一
残
津
の
存
寸
る
と
こ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
所
有
の
諸
形
態
が
残
存
寸
る
の
で

， 
， 



j-r 

あ
る
。
第
一
五
、
し
か
し
な
が
ら
、
残
存
ぜ
る
前
資
本
制
的
生
産
方
法
、
し
た
が
っ
て
前
近
代
的
所
有
形
態
は
、
そ
れ
ら
総
費
託
方
面

的
な
役
割
を
果
し
た
世
曾
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
正
に
資
本
制
枇
曾
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
う
で
そ

れ
ら
は
?
資
本
制
的
経
碑
構
造
の
中
で
機
能
し
つ
つ
徐
々
的
な
費
質
を
飴
犠
な
く
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
他
方
、
資
本
制
佐
禽
の
政
治
的

構
造
に
よ
っ
て
規
定
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
と
こ
ろ
で
、
資
本
制
吐
舎
に
お
け
る
政
治
構
造
は
、
資
本
制
経
碑
に
遁
醸
し
た

一
定
の
擢
力
構
造
(
国
家
に
よ
る
物
理
的
強
制
権
力
の
濁
占
)
を
そ
な
え
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
制
的
生
産
の
秩
序
(
例
え
ば

私
有
財
産
制
の
保
障
)
を
維
持
寸
る
。
か
く
し
て
、
前
近
代
的
所
有
の
語
形
態
は
、
一
方
、
前
資
本
制
的
生
産
方
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ

ーが34
s

ハ
山
げ
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
他
方
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
政
治
構
造
に
よ
っ
て
規
定
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
寸
る
に
、
そ
の

お
?
、
世
命
同
経
縮
問
的
構
造
「
と
政
治
的
構
造
と
が
相
幹
つ
d

て
護
展
ず
る
祉
一
曾
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
雨
者
の
聞
に
ず
れ
の
み
ら
れ
る
祉
舎
に
お

r
一
-
い
ず
は
、
私
的
所
有
必
ず
し
も
観
念
的
所
有
に
は
非
ず
と
い
っ
た
現
象
が
少
か
ら
ず
存
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
果
し
て
然
り
と
ず

殺
h

へ
一
い
れ
守
、
る
な
ら
、
資
本
制
祉
曾
に
お
け
る
前
近
代
的
所
有
は
、
た
と
え
そ
れ
が
現
賓
的
性
格
と
い
う
黙
に
お
い
て
共
通
牲
を
有
ナ
る
に
せ
よ
、

1
一
円
借
主
封
建
制
世
曾
に
お
け
あ
所
有
と
同
調
さ
れ
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
幻
ω
そ
れ
は
、
・
あ
く
ま
で
、
資
本
制
枇
合
同

E
Z所
有
の

担
ず
一
形
態
と
し
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
じ
か
し
て
こ
の
場
合
、
量
的
・
公
擢
力
的
所
有
樺
と
観
念
的
・
現
質
的
所
有
機

j

e

 

一Tidγ
酬
の
相
互
的
闘
係
を
1
1
1
1雨
者
の
ず
れ
と
そ
の
枇
曾
的
意
義
に
注
目
し
つ
つ

|
i掛
景
島
本
位
争
(
例
え
ば
わ
が
国
の
)
か
雲
か

カ
、
、
、

一γ乙+U，:t矧
一
繍
均
う
ち
に
分
析
寸
寸
ノ
る
こ
と
が
更
に
必
要
と
な
つ
て
く
る
の
で
あ
る
o

一
一
九
和
本
稿
は
、
以
上
の
hwき
問
題
を
志
向
し
っ
て
そ
の
稼
備
的
研
究
の
一
環
と
し
て
、
封
建
的
土
地
所
有
の
公
樺
力
的
性
格
に
つ
き
若

や
蛾
干
の
考
察
を
誤
み
玄
う
と
ず
る
也
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
貼
に
闘
す
ゐ
従
来
の
研
究
に
は
、
未
だ
残
さ
れ
た
問
題
が
少
か
ら

一

ム

r

昨
ず
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

i

'

 

議
開
，
ゃ

、
少
し
く
立
入
っ
た
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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二
九
頁
、
な
お
、

一一

O
頁
以
下
、
三
二
八
頁
以
下
参
照

論

ハ
3ν

向
上
七
三
頁

の
-
2
1
r
p
U句
何
回

ω
・ω印
A
Y
ω
a
N

(

4

)

 

(

5

)

 

川
島
・
前
掲
一
一
七
頁

(

6

)

 

従
来
わ
が
闘
に
お
い
て
前
近
代
的
所
有
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、

一
方
に
お
い
て
そ
の
後
れ
が
強
く
指
摘
さ
れ
る
t
i
l
l
こ
の
こ
と
自
穆

そ
れ
が
資
本
制
吐
曾
に
お
け
る
所
有
な
る
こ
と
を
看
過
す
る
嫌
な
し
と
し
な
か
っ
た
》
よ
う
に
思
わ
れ

‘
、
、
、

.. 
、
、
、
、
、

る
。
例
え
ば
、
渡
透
洋
三
氏
は
、
自
作
農
的
土
地
所
有
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
一
五
わ
れ
る
。
一
近
代
的
私
的
所
省
の
本
質
が
:
:
:
一
切
の
質
を
抽

象
し
た
・
一
定
量
の
等
質
な
拍
象
的
債
値
に
た
い
す
る
支
配
様
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
封
建
的
所
省
の
本
質
は
、
土
地
に
た
い
す
る
具
種
的
用
盆

摺
で
あ
り
、
し
た
が
づ
て
、

ζ

の
よ
う
な
具
鰻
的
利
用
、
枚
盆
に
た
い
す
る
事
質
的
支
配
を
離
れ
、
そ
れ
か
ら
濁
立
し
た
拙
象
的
権
原
と
し
て
の

所
有
は
い
ま
ピ
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
黙
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
黙
で
、
自
作
農
的
土
地
所
有
が
、
拍
象
的
機
原
と
し
て
の
「
近
代
的
所
有
」

は
勿
論
正
賞
な
の
で
あ
る
が
1
1
6
反
而

で
は
な
く
、

そ
の
内
容
に
お
い
て
、

具
健
的
用
盆
棒
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

依
然
と
し
て
、

ぃ
。
」
ハ
渡
透
洋
三
「
日
本
は
お
け
る
前
近
代
的
所
有
の
諸
類
型
と
そ
の
支
配
閥
係
一
「
思
組
」
一
九
五
四
年
三
撹
九
八
頁
U

(

傍
黙
引
用
者
)
。
小

農
経
営
な
る
も
の
が
資
本
制
経
済
、
殊
に
そ
の
護
逮
せ
る
商
品
経
済
に
適
合
し
得
な
い
存
在
で
あ
り
、
従
っ
て
、
資
本
制
経
済
の
正
常
な
る
護
国
民

と
共
に
波
落
し
分
解
す
る
過
程
を
た
ど
る
も
の
で
あ
る
黙
に
照
し
で
も
、
小
農
的
土
地
所
有
が
近
代
的
所
有
と
し
て
未
だ
過
渡
的
な
形
態
に
あ
る

こ
の
こ
と
の
み
を
以
て
、

そ
れ
を
直
ち
に
「
封
建
的
所
有
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
少
く
と

も
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
作
農
的
土
地
所
有
に
公
機
力
的
性
格
を
見
出
す
乙
と
は
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
農
業
に
お
け
る
資
本
制
的

経
径
の
護
還
が
工
業
の
如
く
急
速
に
進
み
得
な
い
の
は
、
日
本
資
本
主
義
の
政
治
的
・
経
済
的
諸
篠
件
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
え

と
と
は
否
定
出
来
な
い
。

p

p
、ず〉

た
カ

農
業
自
髄
反
容
易
に
資
本
主
義
化
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
農
村
の
外
部
に
お
け
る
資
本
主
義
の
護
逮
は
農
業
に
絶
え
ず
影
響
を
輿
え
ず

に
は
お
か
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
土
地
所
有
も
、
封
建
制
祉
曾
に
お
け
る
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
同
視
出
来
な
い
性
格
を
帯

-， 70ー



~( 

び
て
い
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

所

有

の

公

槽

力

的

性

格

に

闘

す

る

二

三

の

問

題

従

来

の

見

解

は
概
ね
、
一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
い
え
ば
、
な
お
、
疑
問
と
思
わ
れ
る
徐
地
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
先
ず
、
こ
の
貼
か
ら
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
ギ
1
ル
ケ
は
、
封
建
的
所
有
は
軍
な
る
私
権
で
な
く
「
物
に
封
し
て
結
合
せ
し
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
閥
係
を
含

一

「
封
建
的
所
有
の
公
槽
力
的
性
格
と
は
何
か
」

に
つ
い
て
、

ん
で
」
い
た
の
だ
と
云
う
。
叉
云
う
、
「
ド
イ
ヲ
門
中
世
〕
の
所
有
権
は
、

財
産
法
上
の
闘
係
〈
」
刊
号
E
o
m
g由
g
吾
庄
の
F
O

回
日
目
。
i

EHMm)
と
共
に
人
法
上
の
闘
係

Q
2
8
5
R
2
Z
E
Z
F
N日
oygm)
を
も
含
ん
で
い
る
。

従
っ
て
そ
れ
は
、
純
粋
な
財
産
樺
の

概
念
に
壷
き
る
も
の
で
は
な
い
。
殊
に
、
土
地
所
有
植
は
寧
な
る
財
産
的
慣
値
に
関
す
る
権
利
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
人
法
上
の
地
位

を
輿
え
一
己
と
。
こ
の
見
解
は
、
所
有
の
公
擢
力
的
性
格
に
関
す
る
一
般
的
な
考
え
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
i

ギ
1
ル

ケ
の
説
明
は
少
し
く
簡
に
過
ぎ
る
。
そ
こ
で
、
更
に
他
の
撃
者
の
説
明
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
川
島
教
授
は
、

コ
ン
モ
ジ
ズ
の

「
円
所
有
擢
の
内
容
た
る
〕
こ
の
「
利
用
と
享
有
」
と
は
、
軍
な
る
・
物
の
物
質
的
占
有
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
被
支
配

格

者

φ
ロ
z
o
a
H
V
0
3
0ロ
由
の
行
動
の

8
ロ
可
。
】
で
あ
っ
た
。
所
有
樺
は
、
占
有
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
の
、
支
配

zamEHV
で
あ
っ
た
。

川
7

馳
そ
れ
は
、
命
令
と
服
従
の
人
間
関
係
で
あ
っ
た
0

・
・
:
:
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
さ
れ
、
近
代
以
前
に
お
い
て
は
「
所
有
植
の
本
質
を

勧
な
す
と
こ
ろ
の
・
一
定
の
・
人
間
の
人
聞
に
劃
す
る
支
配
と
そ
の
強
制
(
軽
減
例
外
的
な
ど
が
存
在
し
た
と
云
わ
れ
か
丸
又
、
攻
の
よ

会十十
万
え
ゾ
に
も
云
わ
れ
る
、
封
建
制
一
位
曾
に
お
い
て
「
所
有
の
私
的
側
面
は
同
時
に
吐
合
同
的
側
面
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
私
的
側
面

酬
は
十
純
粋
に
私
的
寸
は
あ
り
告
白
、
官
、
「
(
隷
農
と
領
主
の
)
私
的
支
配
は
い
ず
れ
も
品
市
領
主
と
の
普
闘
係
わ
か
か
か
に

土

¥

民

的

個

人

的

な

土

地

保

有

は

す

な

わ

ち

領

主

と

の

隷

従

聞

係

そ

の

も

の

」

で

あ

り

、

〈

6
}

が
直
接
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
Lo
の
で
あ
る
と
o

u~
防
止
似
た
口
当
釈
に

- 71ー

更

渡
遺
洋

氏「
そ
も v

丞る
おは
会L 陥

そ面
、「な
土



。
の
で
出
な
い
。
:
:
・
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
の
主
地
一
段
襲
撃
ば
、
ρ
所

存
者
の
政
t

治
的
一
身
分
的
紅
一
曾
的
地
位
を
岳
骨
U
規
定
す
る
、
と
い
う
黙
に
存
ナ
る
。
:
:
土
地
売
所
有
ず
る
之
い
う
こ
と
は
1

そ
れ
自

身
)
直
接
m
w
?
，
一
定
の
枇
曾
的
政
治
的
地
位
を
表
現
す
る
。
つ
ま
り
、
封
建
的
土
地
所
有
樺
は
、
た
ん
に
経
持
的
私
的
支
配
樺
で
あ
る

の
で
は
な
く
川
そ
の
な
か
に
ム
公
的
な
槽
利
義
務
の
す
べ
て
の
構
造
を
含
む
。
こ
の
こ
と
は
、
土
地
保
有
様
件
お
よ
び
そ
れ
に
附
随
す
る

- 72ー

さ
ま
ざ
ま
の
負
揖
の
な
か
に
明
ら
か
で
あ
る
。
封
建
一
世
合
同
で
は
、
自
由
土
地
保
有
者
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
不
自
由
土
地
保
有
者
で

あ
ろ
う
と
‘
土
地
を
保
有
す
る
人
は
、
何
ら
か
の
義
務
を
代
償
叉
は
傑
件
と
し
て
の
み
そ
の
保
有
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
義
務

は
、
同
時
に
、
保
有
者
の
身
分
や
地
位
を
直
接
的
に
規
定
す
る
公
的
人
格
的
義
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
附
随
す
る
負
措
を
も

か
な
ら
ず
件
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
。

こ
れ
ら
の
所
設
は
、
封
建
的
所
有
が
、
そ
の
な
か
に
、
人
間
の
人
聞
に
封
す
る
支
配
関
係
を
包
含
し
て
い
た
、
或
い
は
、
公
的
な
権

利
義
務
の
す
べ
て
の
構
造
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
車
な
る
私
的
・
経
稗
的
・
物
の
支
即
植
に
止
ま
る
も
の
で
な
か
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
所
有
摺
の
本
質
を
な
す
と
こ
ろ
の
・
一
定
の
・
人
聞
の
人
聞
に
封
す

し
か
ら
ば
、

封
建
制
枇
舎
で
は
、

る
支
配
」
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
と
き
、
叉
、
そ
こ
で
は
、
所
有
樺
は
「
占
有
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
の
、
支
配

E
E田
町
ぽ
で
あ
っ
た
」

と
い
わ
れ
る
と
き
‘
こ
こ
に
い
う
「
支
配
し
と
は
如
伺
な
る
も
の
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

一
般
に
、

所
有
樺

〈
「
物
」
殊
に
生
産
手
段
に
謝
す
る
排
他
的
支
配
)
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
所
有
を
排
除
さ
れ
た
他
人
を
支
配
す
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
い
う

「
支
配
」
と
は
、
か
か
る
排
他
的
濁
占
に
よ
る
支
配
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
支
配
は
資
本
制
一
位
舎
に
も
存
在
す

る
。
卸
ち
、
我
妻
教
授
が
つ
と
に
指
摘
ぜ
ら
れ
た
如
(
匂
土
地
家
屋
の
所
有
権
は
そ
の
賃
借
入
を
、
生
産
手
段
の
所
有
権
は
無
産
の
発

働
者
を
、

E
額
な
商
品
の
所
有
擢
は
一
般
消
費
者
を
、
貨
幣
の
所
有
樺
(
金
融
資
本
)
は
個
々
の
企
業
主
樫
を
支
配
し
て
い
る
と
い
え

ょ
う
。
だ
と
す
る
な
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
・
封
建
的
所
有
の
人
間
に
封
す
る
支
配
と
は
、
富
の
排
他
的
濁
占
の
み
に
止
ま

f 



局も

ら
な
い
・
何
が
そ
れ
以
外
の
或
る
も
の
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

然
ら
ば
そ
れ
は
伺
か
。
右
の
見
解
に
よ
れ
ば
領
主
と
隷
農
の
土
地
支
配
は
雨
者
の
枇
曾
関
係
(
支
配
隷
従
闘
係
)
そ
の
も
の
広
ほ
か

一
定
の
吐
命
日
的
政
治
的
地
位
を
表
現
し
た
一

な
ら
な
か
っ
た
ー
の
で
あ
り
、

L
た
が
っ
て
、
封
建
的
土
地
所
有
は
、
そ
れ
白
煙
、
直
接
に
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

即
ち
、
封
建
的
所
有
は
、
そ
の
な
か
に
「
公
的
な
擢
利
義
務
の
す
べ
て
の
構
造
」
(
渡
遺
氏
)
を
包
含
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
叉
そ
こ
に
は
、
「
一
定
の
・
人
間
の
人
間
に
封
す
る
支
配
と
そ
の
強
紳
(
経
酒
外
貯
な
ど
〈
川
島
教
授
、

傍
貼
引
用
者
)
が
在
在
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
果
し
て
、
そ
う
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
を
領
主
と
隷
農
の
闘
係
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
右
の
見
解
に

も
一
不
さ
れ
て
い
る
如
く
、
一
隷
農
の
領
主
に
封
す
る
諸
負
携
が
単
純
に
物
的
経
稗
的
な
関
係
に
還
元
出
来
な
い
の
は
、
領
主
の
隷
農
に
封

す
る
わ
砂
わ
槽
力
的
支
配
ハ
経
湾
外
的
強
制
)
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
経
稗
外
的
強
制
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
賀
現
す
る
た
め
の
1

経
湾
外
的
買
力
を
前
提
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
経
構
外
的
賓
力
は
、
経
糟
的
賓
力
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
補
強
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、

逆
に
経
漕
的
貰
力
の
保
持
を
も
可
能
な
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
白
樫
、
経
稗
的
買
力
H
土
地
の
排
他
的
濁
占
と
は
一
躍
別
個
の

も
の
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
y

封
建
的
土
地
所
有
が
公
的
な
樺
利
義
務
の
す
べ
て
の
構
造
を
1

1
従
っ
て
、
経
済
外
的
強
制

を
も
|
l
l
含
ん
だ
と
す
る
考
え
芳
は
、
経
輔
例
外
的
買
力
を
土
地
所
有
権
の
中
に
も
ち
込
む
危
険
を
胃
す
こ
と
に
な
ら
な
い
で
ふ
ろ
う

か
、
勿
論
、
わ
れ
わ
れ
は
、
経
済
外
的
買
力
が
土
地
所
有
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
否
、
経
稗
外

三
、
的
買
力
が
封
建
的
所
有
に
何
等
が
の
性
格
を
輿
え
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
貼
が
ま
さ
に
問
題
な
の
で
一
あ

る
か
則
ち
、

1
1
4

患
の
ぞ
れ
中
華
お
い
て
い
ほ
う
物
理
的
強
制
勇
猛
毒
と

L
て
の
・
近
代
的
意
味
に
お
け
る
園
家
は
存
在

L
な

ど

執

行

ト
円
'e

い
る
i

従
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
統
-
的
客
観
的
な
法
秩
'
ム



-

.' 

自
己
の
買
力
に
よ
っ
て
、

そ
の
利
益
を
貫
現
叉
は
防
衛
す
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
粧

- 74ー

曾
に
お
い
て
、
。
麗
句
擢
は
‘

滞
ハ
冨
阿
古
一
伊
丹
・
の
0
4
3
-
C

を
以
て
獲
得
叉
は
防
衛
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

如
一
伺
な
る
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

所
有
樺
も
叉
、
多
か
れ
少
か
れ
、
買
力

人
は
土
地
を
の
⑦

4
5ロ
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
が
故
に
、

叉
防
衛
す
る
が
故
に
、
土
地
の
所
有
者
な
の
で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
所
有
権
を
基
礎
づ
け
た
も
の
は
、
買
に
の
ぬ
毛
色
丹
で
あ
っ
た
。

人
間
(
領
主
)
の
人
間
(
隷
農
)
に
謝
す
る
支
配
を
も
可
能
且
つ
必
然
な
ら
し
め
た
の
で
あ

し
か
し
て
、
こ
の
の
σ当
丘
一
三
そ
は
、

， ， 

こ
の
の

σ
4
5
R
に
お
い
て
統
一
的
に
結

合
さ
れ
て
い
た
。
川
島
教
授
が
「
そ
こ
で
は
、
物
的
な
土
地
支
配
と
人
的
な
政
治
的
構
力
的
支
配
と
が
百
接
的
に
結
合
さ
れ
て
」
い
た

と
云
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
ま
れ
、
封
建
的
所
有
は
、
そ
の
ゲ
バ
ル
ト

的
性
格
に
お
い
て
、
領
主
の
農
民
に
劃
す
る
支
配
擢
と
共
通
の
基
礎
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
!
l
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で

あ
る
が
!
|
中
世
で
は
、
の
ゆ
d
g
R
は
、
車
な
る
暴
力
で
は
な
く
て
、
正
賞
な
る
樺
力
H

公
擢
力
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
1

本
稿
で
は
、
封
建
的
所
有
の
ゲ
バ
ル
ト
的
性
格
を
「
公
樺
力
的
性
格
」
と
呼
ぼ
う
と
思
う
。
以
下
、
ド
イ
ヲ
中
世
の
土
地
所
有
に
つ
い

る
。
封
建
制
批
舎
に
お
い
て
、
物
的
'
支
配
(
所
有
)
と
人
的
支
配
(
鰹
梼
外
的
強
制
)
は
、

て
、
そ
の
具
健
的
考
察
を
詰
み
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
本
論
に
入
る
前
に
も
所
有
の
公
樺
力
的
性
格
に
関
連
し
て
、
な
お
注
意
し
て
お
き
た
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
重

昼
的
J

ゲ
ヴ
ェ

1
u
v
(
E
O
H
M吋
訟
の
V
O

の
0
4『
2
0
)

の
問
題
で
あ
る
。
中
世
一
世
曾
に
お
い
て
、

封
建
的
所
有
が
の
0
4
3
宗
を
前
提
と
し
て

け存
れ在
tまし
なー得
らた
なも
いの
でで
ああ
ろっ
う Tこ
σ と

ナ
る
な
ら

更
に
、
か
か
る
の
0
4
司
色
丹
を
有
し
な
か
っ
た
農
民
の
土
地
に
封
ナ
る
闘
係
が
問
わ
れ
な

こ
の
黙
に
つ
い
て
川
島
教
授
は
、
中
世
に
お
い
て
隷
農
は
領
主
に
謝
し
て
一
定
の
主
樫
性
H
樺
利
を
保
持
し
た
の
で
あ
り
、
土
地
に

封

し

て

も

一

定

の

支

配

樺

を

有

じ

て

い

た

の

だ

と

さ

れ

る

。

土

地

の

支

配

擦

に

も

と

a

つ
い
て
隷

印
ち
、
「
封
建
制
祉
曾
に
お
い
て
は
、



格性的力構
戸公の有

山
、
所地枇

機
能
も
、
内
容
の
襲
っ
た
・
制
限
低
下
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

捕
と
一
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
教
授
も
一
耳
わ
れ
る
、
「
ゲ
ル
マ
ン
法
に
は
、

メミ

農
が
直
接
的
住
産
を
お
こ
な
い
、
領
主
が
隷
農
の
生
産
し
た
生
産
物
い
の
一
定
量
を
そ
の
土
地
所
有
に
も
と
，
つ
い
て
受
け
と
る
。
寸
な
わ

ち
、
こ
れ
ら
雨
者
の
者
は
同
一
の
土
地
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
現
賓
的
利
用
お
よ
び
地
代
の
型
態
に
お
け
る
私
的
支
配
を
も
っ
て
い
る
一
:
・

【

Q
d
】

-
一
・
[
}
ハ
傍
貼
引
用
者
〉
?
渡
遵
民
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ

1
ノ
ブ
監
修
「
史
的
唯
物
論
」
一
八

O
頁
の
「
封
建
的
生
産
関
係
の
基
礎
を
構
成

ナ
る
も
の
は
、
封
建
領
主
の
、
生
産
手
段
、
な
か
ん
ず
く
土
地
に
た
い
ナ
る
所
有
と
、
働
き
手
た
る
農
奴
に
た
い
ナ
る
不
完
全
な
所
有

「
領
主
の
農
奴
に
た
い
ナ
る
不
完
全
な
所
有
と
は
、
農
奴
の
側
に
お
け
る
土
地
占
有
が
、
所

と
で
あ
る
」
i

と
い
う
言
葉
を
引
用
さ
れ
、

有
、
つ
ま
り
領
主
に
た
い
し
て
も
一
定
の
限
度
で
排
他
的
支
配
を
封
抗
し
う
る
樺
利
と
し
て
の
所
有
た
る
性
格
を
も
ち
、
そ
の
所
有
を

き
そ
と
し
て
農
奴
の
側
に
一
定
の
限
度
で
の
主
瞳
性
が
確
立
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
口
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
ラ

な
考
え
方
は
、
教
授
が
重
昼
的
グ
ヴ
ェ

I
ν
の
存
在
に
言
及
さ
れ
る
と
き
、

一
層
明
瞭
に
現
れ
る
。

卸
・
ち
云
わ
れ
る
、
「
不
動
産
に
封

し
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
有
ナ
る
も
の
は
、
不
動
産
よ
り
枚
盆
を
取
得
ナ
る
者
で
あ
る
。
収
益
は
、
直
接
な
る
と
(
例
え
ば
、
み
ず
か
ら
耕
作

ず
る
)
或
は
間
接
な
る
と
ハ
例
え
ば
、
箔
役
労
働
・
地
代
・
十
分
の
一
税
を
徴
政
ナ
る
)
を
問
わ
な
い
。

産
に
つ
い
て
上
級
・
下
級
の
幾
重
も
の
グ
ヴ
ェ
ー
レ
が
重
一
墜
し
得
一
切
一
了
ζ

。

し
た
が
っ
て
、

一
つ
の
不
動

そ
も
そ
も
、
隷
農
の
土
地
に
封
ず
る
支
配
樺
を
認
め
る
以
上
、
し
か
し
て
そ
れ
を
、
領
主
の
土
地
支
配
と
同
じ
く
、
。
。
君
。

3
な
る

統
一
的
概
念
を
以
て
把
え
る
以
上
、
例
え
ば
ギ
1
ル
ケ
が
、
っ
そ
れ
〔
ヂ
ル
マ
ン
法
〕
は
、

所
有
樺
と
他
の
物
擢
と
の
封
立
を
敏
い
て

、R
-

。

、vφ
hド

い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
土
地
が
事
質
上
幾
重
も
の
支
配
(
B
O
宵
poro
出

o
q
R
-
g片
付
)
に
麗
し
得
る
限
り
、
そ
れ
は
、
法
的

に
も
重
畳
せ
る
構
能
の
・
同
様
に
直
接
的
な
封
象
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
他
の
物
構
を
排
除
ず
る
よ
う
な
物
樺
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

-
:
土
地
に
封
し
て
多
く
の
支
配
擦
が
存
在
す
る
。

か
く
し
て
所
有
擢
(
何
百

g)
は
分
割
し
得
た
。

そ
れ
か
ら
分
離
さ
れ
た
個
々
の
(uv 

所
有
権
(
盟
問
。
一
口
)
た
る
こ
と
に
境
り
は
な
か
っ
た
」

- 75ー

所
有
樺
・
と
他
一
の
物
構



議一

ιの
郵
立
は
た
ぐ
、
た
。
怠
却
益
法
所
有
樺
と
不
完
全
な
所
有
樺
と
い
う
や
う
に
種
々
の
「
所
有
樺
」
の
並
存
が
あ
っ
た
の
み
:
:
:
レ
で

あ
る
、
「
:
:
;
諸

J々

の
物
的
支
曲
が
:
:
:
本
質
に
お
い
て
等
質
的
な
も
の
F

と
し
て
並
存
し
た
こ
と
が
:
:
:
重
昼
的
ゲ
ヴ
ェ

l
h
M
の
成
立

を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
戸
と
。
だ
が
、
一
つ
の
土
地
の
上
に
、
幾
つ
も
の
百

m
g
m上
級
ヂ
ヴ
ェ

1
レ
と
下
級
ヂ
ヴ
ェ

1
レ〉

が
矛
盾
な
く
し
か
も
等
質
的
な
も
の
と
し
て
並
存
し
得
た
と
ず
る
な
ら
、
如
何
に
し
て
領
主
の
隷
農
に
封
寸
る
支
配
と
そ
の
彊
制
が
可

""'""" 76 ~ 

能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ι

教
授
は
云
わ
れ
る
、
月
上
級
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
有
寸
る
者
の
〕
地
代
徴
牧
た
る
や
、
今
日
に
お
け
る
や
う

な
封
等
者
間
の
純
観
念
的
な
関
係
;
ー
で
は
な
く
し
て
、
直
接
的
生
産
者
に
封
ナ
る
樺
力
的
支
国
の
関
係
と
し
て
存
在
し
ま
た
意
識
さ

れ
尽
し
た
が
っ
て
、
「
隷
農
の
個
人
的
な
土
地
保
有
は
ト
や
わ
か
か
領
主
と
の
隷
従
関
係
わ
か
い
か
で
あ
序
と
。
し
か
し
、
教
授
の

事
山
明
に
も
拘
ら
ず
、
領
主
の
寸
人
的
な
政
治
的
樺
力
的
支
配
」
の
下
に
あ
っ
た
隷
農
が
、
領
主
に
封
抗
し
得
る
支
配
樺
H
の
⑦
者

0
5
を

‘
有
L
、
た
と
さ
れ
る
関
係
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
果
し
て
、
中
世
の
農
民
は
の
ot司
0
2
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ド
イ

w
y

中
世
に
γ

お
い
て
童
昼
的
ヂ
ヴ
ェ

1
レ
が
存
在
し
た
と
は
、
ド
イ
ヅ
法
制
史
撃
に
お
い
て
殆
ど
確
定
せ
る
通
説
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ

は
お
今
一
度
守
そ
れ
を
吟
味
し
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

自
一
以
下
本
論
で
は
、
重
畳
的
グ
ヴ
ェ

1
レ
の
問
題
を
中
心
に
、
考
察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
検
討
を
遁
し

て
守
封
建
的
土
地
所
有
の
公
樺
力
的
性
格
も
、
お
の
*
す
か
ら
明
白
か
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
、
ず
、
重
一
盛
的
ヂ

ず
Z
l
v
に
蹄
ナ
る
ド
イ

γ
法
制
史
撃
の
理
論
の
検
討
か
ら
論
述
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(
1
〉
の
広
広
ハ
ク
白
・
同
・
。
・

ω・
ω日∞
」

(

2

)

川
島
「
所
有
権
法
の
理
論
」
一
一
一
一

i
二
頁

f、、バ「
4ι3 
v v 

向 向
上
一
一
七
頁

土

L 

.' r 



-

f

 /
 

F

l

i

F

 

K

G

 

J

，4
 、

1
 

， ' 

ハ45)

川
島
一
同
所
有
機

φ
親
念
雇
九
ザ
法
協
六
三
一
雪
作
続
三
、
四
頁

川
島
吋
所
宥
纏
法
一
段
理
翁
μ
七
五
頁

m
6〉

渡
漫
一
円
謝
違
約
之
池
田
m請
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
』
ハ
門
法
紅
食
事
五
続
五
一
!
こ
頁

ハ
8
U

我
蓑
祭
『
近
代
法
に
お
け
る
債
織
の
優
一
越
釣
地
一
位
」
特

κ九
1
一
一
一
一
頁
を
参
照

，

m9ν

川
島
「
所
宥
権
法
の
趨
品
川
」
二
七
貰

(
叩
)
渡
透
「
封
建
的
土
地
所
有
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
」
什
法
枇
禽
事
五
挽
四
九
頁
、
同
「
日
本
に
お
け
る
前
近
代
的
所
有
の
諸
類
型
と
そ
の

支
配
閥
係
」
思
緩
一
.
九
五
四
年
三
鋭
八
五

l
六
頁
、
九
一
頁

(
一
日
)
川
島
『
所
有
権
法
の
理
論
」
一

O
七
l
八
頁

。目2W
9
0同
聞
広
旬
、
口
仲
間
ロ
四
回
聞
の

g
o国
田
印
国
間
口
町
岡
崎

S
B
n町
民
国

ω・5
∞

戸

(

7

U

 

(
M
M
)
 

。
同
開
門

r
p
H
)同
》
明
両
国

ω・
印
日
∞
同
・

」
刊
拘
}
・

iき
¥J 

川
島
判
所
有
機
の
概
念
性
で
」
法
協
六
一
容
一
誠
一
五
七
賞
9

に

r
m
H
H
J
V

向
上
八
七
頁

(一日
M

)
思

向
上
九
法
協
六
三
品
質
六
銃
二
回
頁

-J 
重
品
質
的
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
の
理
論

ド
ゾ
司
ヲ
法
制
史
夢
に
お
け
る
点
。
当

2
0

(
1
)
 

の
塑
像

ド
イ
ヲ
の
摩
者
は
、
の

0
4
2
5
を
、
外
部
的
に
認
め
得
る
・
一
物
の
事
費

判

的
支
配
人

5
2宮
町
宮
内
リ

E
今
回
母
号
皇
内
叶
〉
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
グ
ル
マ
ン
中
世
に
お
い
て
物
支
配
の
権
利
は
、
ナ
ベ
て
一
命
事
語
諾

と
い
う
形
に
お
じ
ド
て
存
在

L
た
の
で
あ
り
、
の
句
者
EOgr-枠
b
な
い
物
機
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
卸
ち
、
の
σ調
。

5
は
、
「
ベ
物
横

m
z
u
 

一

噴

出

n
柄
引
同
仙
台
湾
'
聖
誕
謬
号
若
草
品
?
で
あ
い
♂
、
勺
物
擢
の
外
形
L
U
2
Z
旬
。
吋
自
営
吋
門
出
口
mH山口
V
S
H
U
O宮
。
日

M
G
S
N号
制
吋
喜
o
E
E
m
m
o
-
s
き

治
、
川
折
戸
町



期
(
司
耳
目

E
g
v
ぜ
し
め
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
ロ
ー
マ
法
の

u
g
g
g
E
と
は
そ
の
本
質
を
鼻
、
に
し
た

- 78ー

も
の
と
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
。
。
当
日
σ
が
携
っ
た
中
心
的
機
能
は
、
構
利
の
推
定
(
〈

R
B
E
S也
、
卸
ち
、
物
支
配
の

外
形
的
存
在
に
結
合
せ
し
め
ら
れ
表
象
せ
ら
れ
た
権
利
存
在
の
法
的
推
定
た
る
黙
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
茨
に
翠
げ
る
よ
う
な
数
果
が
派

生
的
に
現
出
寸
る
。

。
0
4司
2

0

と
い
う
閃
Z
E
に
お
い
て
現
れ
る
物
支
配

(
6
V
 

は
遁
法
な
も
の
と
し
て
保
護
を
受
け
る
。
こ
の
推
定
を
破
る
に
は
、
裁
判
上
の
攻
撃
即
ち
訴
訟
に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に

(1) 

樺
利
の
防
衛
，-、
tj 
('D 
rコ
ロ‘
回

<: 
0 

::+ 
('D 

己a

m 
E 
oq 

宮
、ト→、
σ 
ロ
印

〈
者
炉吋

t;" 

E 
B司
、-'

関
連
し
て
の
σ当
2

0

は
、
裁
判
外
の
攻
撃
に
到
し
て
自
己
防
衛
権

2
5
河内凶の
Z

N

ロ
E
ω
己

zzny巳
N
W

門
凶
器
河
内
凶
各
骨
骨
円

ω巳
i

(
7
)
 

Z
2
2
Z広
正

E
巴
l
i非
常
の
場
合
は

c
o
t
s
-け
の
使
用
が
許
さ
れ
る
ー
ー
を
興
え
る
。
し
か
し
て
の
め
当
日
。
は
、
権
利
を
め
ぐ

(
8
)
 

る
訴
訟
手
績
に
お
い
て
、
有
利
な
誼
操
法
上
の
地
位
を
提
供
ず
る
。

(2) 

権
利
の
賞
現

'" tj 
o 
口
::r' 
F十
回
4 
0 
トー‘
者
ト-t
t;" 
戸
口
問。
'→、ト向。
ロ
印

〈

当
トt
w 
口
口
問
、ー/

。
。
者
O
B
は
、
そ
れ
に
遁
臆
せ
る
朕
態
を
買
現
寸
る
た
め
、

。
。
者
。
円
。
(
即
片
山
H
H
8
5
の
σ当
O
H
O
)

は

そ
れ
と
封
立
ナ
る
他
の
物
的
支
配
(
の
∞
者
向
。
ν
を
破
る
数
力
を
有
寸
る
。
即
ち
、
よ
り
強
い

よ
り
弱
い
の
0
4司
0

8

(
明。

vd『
rzs。
。
者
向
。
)
を
|
|
裁
判
又
は
自
力
(
何
回

m
S
E
E
Z
)

出
来
る
。
例
え
ば
、
観
念
的
ゲ
ヴ
ェ
1
レ

(
E
g
-
-
0
0
0君
。
円
。
)
は
現
賓
的
ゲ
ヴ
ェ
1
レ

(
]
O
E
W
E
C
O者
向
。
)
を
破
り
、
休
止
的
ゲ

に
よ
っ
て
1
1
1
攻
撃
し
破
る
こ
と
が

ヴ
ェ

l
レ
(
円
己
5
ロ
品
。
。
命
者
向
。
)
や
期
待
的
ゲ
ヴ
ヱ

l
レ
(
釦

E
E門
仲
田
口
町
民
庄
の
y
o
c
o
d『
角
。
)
も
そ
れ
ら
が
機
能
ナ
、
、
へ
き
前
提
又
は

僚
一
件
が
満
さ
れ
る
場
合
に
は
現
質
的
支
配
を
回
復
貰
現
ず
べ
き
数
力
を
保
持
仁
勺

(3) 

樺
利
の
移
轄

tj 
o 

量
曲
S;::: 

z 
E 
oq 

z 
吋
門
間
口
印

~ 

4 
名
門
街‘
ロ
ロ
町司

。
。
調
。
円
。
が
物
樺
の

で
あ
る
以
よ
、

町
内

Z
E

、ー

の

> 
h 



、

ノ

ノ

R

E
O広
の
措
い
手
の
交
替
は
、
物
樺
の
移
轄
を
完
成
さ
ぜ
る
形
式
で
あ
り
、

。
句
者

O
B
の
取
得
に
お
い
て
、

し
た
が
っ
て

あ
る
。

卸
ち
、

。
0
4
5円
。
の
引
渡
は
物
樺
移
轄
の
手
段
で

否
そ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
、
そ
こ
に
表
象
さ
れ
る
槽
利
の
取
得
が
完
全
な
も
の
に
な

る
。
と
こ
ろ
で
、
形
式
的
な
物
玄
配
は
形
式
的
な
虞
分
能
力
を
包
含
し
て
い
る
が
、

饗
動
を
正
賞
な
も
の
た
ら
し
め
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て

思
注
目
印
片
山
0
る
を
提
供
ナ
る
。

}
の
こ
と
は
の
04司
2
0
の
移
轄
に
伴
う
物
構
の

同
時
に
、

物
樺
移
轄
の
た
め
の
正
賞
牲

(
F
o
i

。
。
者
向
。
は
、

さ
て
、
右
の
よ
う
な
数
力
を
も
っ
と
せ
ら
れ
る
の
ぬ
当
局
ぬ
が
、

そ
の
存
在
を
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
事
質
的
支
配
」
は
、

動
産
と
不
動
産
と
で
は
・
異
っ
た
態
様
に
お
い
て
現
れ
る
。
印
ち
、
動
産
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
「
所
持

K
E
R
H岡山
Z
P
の
0
4
5
V
H
E
B〉

で
あ
り
?
不
動
産
に
お
い
で
は
「
利
用
」
(
回
5
5
F
o
p
Z
E
N
E巴
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
不
動
産
に
お
け
る
「
利
用
」
は
、
土

卸
ち
、
の
04司

R
O
の
要
件
た
る
事
賓
的
支

地
を
「
用
益
と
金
銭
に
お
い
て
」
(
ふ
ロ
ロ

E
E合
同
ロ
ぬ
ozo--V
持
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。

配
は
v

土
地
を
耕
作
し
て
枚
穫
ナ
る
と
、
間
接
に
そ
こ
か
ら
地
代

Q
Zろ
や
勤
務
(
宮
o
g
C
を
牧
盆
す
る
と
を
問
わ
ず
成
立
し
特

た
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
、
同
じ
土
地
の
上
に
同
時
に
幾
重
も
の
の
∞
当
2
0
が
存
在
し
た
，
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
闘
し
、

衣
に
、
少
し
く
立
入
っ
た
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
1〉

こ
こ
で
は
、
。
。
唱
開
3
の
法
的
構
造
を
健
系
的
且
つ
、
網
羅
的
に
述
べ
よ
う
と
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
唯
、
以
下
の
絞
述
に
必
要
な
範
囲
で
、

ご
く
簡
単
に
、
従
来
の
遁
説
的
見
解
を
確
か
め
る
と
い
う
だ
け
の
乙
と
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
乙
の
部
分
の
絞
述
は
、
主
と
し
て
、
の
広
岡
w
p

。】
M
M
州

国

-
H
由。白川一回開ロ回目白
F

U
芯
。
晶
君
巾
吋
P

H

∞叶
N
u
d
吋同冊ロ丘四同
1

・
HH
岡田仲宗ロ丘
O
口
町
ロ
島
町
田
島
町
三
町
民
U
F
2
H
H
》江〈担仲町開
nHHH
回
同
-
H
∞∞
a
u
剛
山
防
i

g
∞
ロ
の
z
p
e
r
H
O
R
H拍閣内同骨三国
n
Zロ阿川町
Z
E丘町
n
v
F
5
5
及
び
川
島
市
所
有
権
の
観
念
性
」
を
参
照
し
た
。
特
に
必
要
あ
る
場
合
の
外
は

-79 -

一
々
引
用
し
な
い
。



S
5
E
白
岳
町
田

HNOnyp、
g
F
ω
・印

N
ロ
・
忠

- 80-;.. 

〈

4
U
2
2
W
3
m
m
g也
匂

ー

(
5
V
E
Z
牲
者
言
万
一
制
緩
惣
警
る
と
め
の
エ
レ
ご
ト
と
し
て
、
物
に
封
す
る
事
賓
的
支
配
の
外
に
「
ζ

の

支

配

に

相

手

ょ

に

よ

っ

て
鮒
奥
4

さ
れ
た
物
纏
の
ま
警
入
誉
回
開
富
喜
言
語
怠
口
開
吋
会
開
胡

2
F
5
a
s
P
2
3同開
n
z
E
8・
5nyDσ
専門担
g
m
R管
官
官

gl

u
g
雪
漏
出

n
v
g
w需品
n蛮
雪
国
勾
g
合同

FnvmU
を
あ
げ
訪
綾
は
常
に
こ
の
の

2
3に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
主
張
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
る
と
設
く

Q
Z
Z
F
ω
・M
M
可

E
2
w開
も
叉
間
三

M
2
の
訟
を
受
け
て
、
の
白
書

wg
は

S
Z制
岳
ロ
与
な
の

2
3
Z
を
必
要
と
す
る
が
、

そ
れ
は
ー
更
J

に
「
権
利
支
配
の
表
象

(
ω
n
z
g〉
を
必
要
と
す
る
。
。
白
話
相
吋
白
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
権
利
行
使
と
し
て
の
賞
力
行
使
(
冨
釦
l

泊
♀

Mgロ帥
m
v
g
E
M円
)
が
現
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
現
存
す
る
物
権
の
主
張
を
含
む
ち
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
芯
い
」
と
し
て
い
る

(
2
2
1

回問。

ω・
5
3。
「
物
描
惜
の
主
張
い
と
い
う
表
現
は
近
代
法
上
の
概
念
と
し
て
の
に
お
い
，
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
が
、
単
な
る
「
事
質
上
の
支
記
」
だ

け
を
一
以
で
の
刊
書
お
を
抱
語
せ
ず
、
墨
田
町
宮
な
い
し

P
S
R
の
行
使
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
貼
は
注
目
に
領
す
る
・
で
あ
ろ
う
・

内
6
〉
「
φ
四
項
目
崎
や
は
唯
判
決
ハ
d
円
g
広
口
出
品
河

8
v
C
の
み
に
よ
っ
て
破
ら
る
べ
き
で
あ
る

L
(
c
a
r
p
ω
・
8ω
ロ・

8
3

七
法
律
書
(
同
州
四
円
宮
急
出
口

vo岳
、
勅
令
(
阿
世
匂
広
三
里
紅
白
)
、
ラ
ン
ト
卒
和
令

(HLw包
E
E
O
)、
都
市
法

(
ω
g
b
R
R
Z
O
)
は
共
に
、
~
何
人
も
法

的
な
唱
す
績
に
よ
っ
て
等
わ
れ
る

i
・
:
場
合
を
徐
色
、
自
己
の
の
宣
言
お
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
」
ハ
出
ロ
σロ
2
・

ω-H4C・

ω白
nV曲
目
ロ
名
目
白

m
m
-
r
g弘一吋開ロ何回
ip
凶

J3
「
裁
創
刊
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
場
合
を
除
き
、
何
人
も
の
虫
言
円
相
に
お
い
て
有
す
る
財
物
そ
奪
わ
る
べ

き
で
な
い
」
(
E
呂
田
口
口
町
却
曲
目
包

2
5ロ
ロ
刊
唱

Z
2
4
0ロ回目
g
o
m
z円凶
P

己
主
官
百
哲
話
相
吋

gymW4巳
・
町
出
。
ロ
四
君
。
昆
柑
島
問

mmw場開円相
B
X

H
R
V
S
民間聞い
J
'
E
g
g
-
J
〔出

0
5
4
2・
仏

g
ω
白
円
町
田
向
田
昌
広
岡

mL目
・
ア

H∞
∞
ゲ
∞

-N申
叶
よ
り
引
用
〕
、
な
お
、
同
じ
趣
旨
を
規
定
し
た
も
の
と

し
て

ω但円町田
g
岳
山
目
的

Z
T
W
Vロ叫
R
Z
-
ω
∞
¥
申
品
切
ー
「
吋

2mmw
田町ロ門戸

n
-
B何回目

n・
ロ
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

同

7
)

こ
こ
に
い
う

ω冊
目
寸
田
神
宮
町
ロ
芯
は
、
。
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
l
デ
構
(
明
開
町
内
回

2
2伊
丹
)
の
一
行
使
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
自
力
差
押
(
巴
問
。
一
口
i

日
間
円
宮
山
何
冊
河
日
夜
出
血

AH口問一
V

は
土
地
に
封
す
る
わ

2
2吋
刊
の

ω何
回
『
目
立
由

2
a
a駒
ロ
ロ
ぬ
で
あ
る
が
(
の
ぽ
吋

rmwω-NCω)、
こ
れ
は
フ
ェ

1
デ
の
一

形
態
で
あ
り
ハ
ー
ツ
タ
イ
久
「
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
」
世
良
晃
志
郎
諒
一

o
m頁)、
こ
の
意
味
に
お
い
て

近
代
法
に
い
わ
ゆ
る
自
力
救
祷



， 

、棒、

1
A
宣言明
gvと
は
巌
芝
麗
別
芯
え
き
も
の
で
あ
る
。

(
8
V

物
穏
に
欄
ず
ら
訴
訟
に
お
い
て
ー
の

9
5誌
を
有
す
る
者
は
、
常
に
被
告
と
な
る
の
が
原
別
で
あ
っ
た
。
毛
田
由

8anvugp

物
を
J

用
盆
と
‘
の
宣
言
お
に
お
い
て
有
す
る
者
¥
が
訴
え
ら
れ
る
と
き
、
彼
は
先
に
答
え
る
べ
き
で
あ
る
」

(
t
g
-
R
E問
的
三
宮
ロ
ロ

nNRO
己ロ仏

宮
透
。
円
相
官

F
a
q
E帥
NaoJHO吋
E
Z
2
5
P
唱
g
g
i
-
-
-
Z
E即
位
行
邑

2
・
J
〔国

2
即日

F
同ロ印汁・同

ω・
色
よ
り
引
用
〕
。
即
ち
、
グ

ル
マ
ン
の
物
権
訴
訟
は
常
に
、
原
告
の
「
汝
は
不
法
に
占
有
す
る
、
徐
に
答
え
よ
、
そ
の
根
擦
を
明
せ

L
(
2
5回目
c
c
a
z
m
a
g右前
g
n
o見
B

F
m
m
g
島問片山口開

9
8
-
R
O
B
E
-
吋刊印刷》。

E
g
g
-
H
M
O口
問
吋
同
氏
。
ロ

m
g
J
と
い
う
言
葉
を
以
て
開
始
せ
ら
れ
、
。

2
5叶
開
を
有
す
る
者
が
そ
れ
に

答
え
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
(
出
向

S
Z♂
。
金
書
円
0

・

ω・
三
段
・
岡
山

g
S
F
ω
・
ミ
N
)
。
「
原
告
は
財
物
を
請
求
す
る
。
被
告
は
答
え

ケ
ロ
ω
「
財

る
、
余
は
適
法
な
占
有
者
で
あ
る
、
余
は
の
宣
言
お
を
有
す
る
主
。
原
告
は
彼
の
攻
撃
を
基
礎
づ
け
て
云
う
、
一
事
賃
上
の
占
有
者
で
は
な
い
に

せ
よ
、
品
調
乙
そ
逆
に
遁
法
な
占
有
者
で
あ
る
、
。

2
2
3
は
嘗
然
余
に
一
瞬
廃
す
る
と
。
」

(
2
8
-
r
ロ
2
z
n
y
o
の
2
W宮
2
2
P即日同
g
u国
冨
同
庁
l

封建的土地所有の公権力的性格

神冊目田ロ

2

7
同
的

37ω
・
8
0〉
。
と
こ
ろ
で
ゲ
ル
マ
ン
の
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
被
告
は
、
訴
に
よ
る
非
難
に
叫
到
し
て
自
ら
を
壁
一
一
資
す
る
機
利
を

一
一
奥
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
卸
ち
「
透
明
」
は
通
常
被
告
の
任
と
さ
れ
た
。
し
か
し
て
そ
の
場
合
、
詮
明
の
方
法
は
、
主
と
し
て
被
告

の
宣
誓
(
明
日
子

ωnF44α
時
四
回
)
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
被
告
は
、
彼
の
の

F
S円
。
が
適
法
な
、
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
己
の
檎
利
を
立
設
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
よ
ラ
な
諸
説
明
擢
の
優
先
は
、
穣
利
の
透
明
が
一
般
に
困
難
で
あ
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
中
世

に
お
い
て
、
訴
訟
主
き
わ
め
て
有
利
な
地
位
を
保
障
し
た
の
で
あ
る
。

A
F吋
門
出
刊
の

2
2
3
E
F
H印
け
回
答
日

N
Z
B
∞2
2
F田町・
3ω
白門町田開
i

回目立
ommw-
戸田口仏円。
n
v
p
，
国
・

ωN
申
白
「
醐
胆
僕
に
つ
い
て
の
O

唱
。
円
。
を
有
す
る
者
は
、

す
る
こ
と
が
出
来
る
」
(
R
ω

〈
四
島
骨
肉
州
連

2
0
V
2
2
田口

g
g
M
B
2
5
P
任問

5
5
宮
内
自
白

3
5∞
B
n
z
m
〈
2
5
m
g
L
Oロロゆ

]gm
岳
冊
目
吋

同

ωし
ω
N
3
0

そ
れ
を
紋
く
者
よ
り
、
よ
り
有
利
な
権
利
を
以
て
詮
明

安
《
同
出

22・
3

出
D
B
3
a
p

(

9

)

 

観
念
的
。
。
君
。
円
。
と
祷
さ
れ
る
も
の
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
現
質
的
の

0
2
2
0
に
封
し
て
如
何
な
る
関
係
に
立
っ
た
か
等

に
つ
い
て
の
説
明
は
紙
面
の
都
合
上
一
切
省
略
す
る
。
乙
の
貼
に
つ
い
て
は
、
川
島
「
所
有
機
の
観
念
性
」
法
協
六
一
容
一
続
五
八
頁
以
下
、
石

田
文
治
郎
「
財
産
法
に
お
け
為
動
的
理
論
」
一
一
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

- 81ー



、
文
一
紘
一
必
敬
一

rrM桜
井
J

〈

m
u
'
J可
一
色
川
令
官
同
W
A
H
F

伊
凶
遺
作

づ
い
て
除
、
副
飢
え
ば
、
色
町
円
rpω・
8
。
戸
石
田
、

- 82ー

重
畳
一
的
J

ゲ
ザ
品

l

v
の
理
論
と
そ
れ
へ
の
疑
問

き
、
先
ず
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が

ω
R
Z
8
3日
omo--

(
2
}
 

を
根
接
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
ド
イ
ツ
の
謬
者
が
依
接
ナ
る
法
律
書
の
記
述
は
、
寸
ベ
て
ラ
ン
ト
法

Q
h口
千

円
。
島
C
及
び
封
建
法
〈
F
O
V
耳
o
o
z
v
の
そ
れ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
、
農
民
の
土
地
に
封
ナ
る

間四
・酬が

ド
イ

γ
中
世
に
お
い
て
重
昼
的
ヂ
ヴ
ェ

1
レ
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
と

の
記
述

自
の
伊
丹
田
宮
町
等
い
わ
ゆ
る
法
律
書
(
問
。
。
耳
切
ぴ
位
。

vo円)。04『
向
。
の

存
在
を
断
定
寸
る
こ
と
は
l
l軍
に
法
制
度
史
的
研
究
の
立
場
か
ら
み
て
も

l
lか
な
り
問
題
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
周
知

の
如
〈
、
ド
イ
wr
中
世
に
お
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
や
都
市
法

(ω
宮内同片言。
z
o
)
の
ほ
か
に
、
嘗
時
の
身
分
構
成
に
臆
じ
た
さ
ま
ざ
ま
の

法
闘
ハ
初
安
砂
件
前
一
宮
蕊
苦
)
が
分
裂
的
に
寄
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
封
主
H

封
臣
関
係
の
法
た
る
封
建
法
、
非
自
由
騎
士
た
る
富
山
i

号
室
度
目
。
出
家
人
口
紅
量

5
2
3
)
の
樺
利
義
務
に
開
ず
る
法
と
し
て
の
家
人
法

2
2
5
0
v
g
)、
領
主

V
3
2丘町
0
5

H

農
奴
(
国
0
2ぬ
ぬ
〉
関
係
の
法
た
る
荘
園
法
(
出
。
守
宮
伊
丹
O
)

が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
劃
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ト
法
上
行
矯
能
力
や
樺
利
能
力
を
も
た
ず
、
彼
等
の
小
作
地
ハ
N
E∞m
E
)
を
ラ
ン
ト
裁
判
所
(
宮
口
仏
海
広
島
。
に
お
い
て
護
る
と

-
『
包
d
p

い
う
扶
躍
に
は
な
か
っ
た
よ
「
ラ
ン
ト
法
上
、
土
地
に
封
寸
る
の
雪
『
0
5
の
所
持
者
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
で
あ
り
、
農
奴
ハ
国
青
山
開
。
)

-
h
・4
6〉

で
は
な
か
っ
た
己
そ
れ
故
、
農
民
が
そ
の
耕
作
せ
る
土
地
の
上
に
の
O
唱。

5
を
有
し
た
か
否
か
は
1

1

ラ
ン
ト
法
や
封
建
法
に
よ
っ

て
で
は
な
く

l
l荘
園
法
を
根
擦
に
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
ら
ば
、
こ
の
駈
測
に
つ
い
て
ド
イ

y
の
患
者
は
如
何
に
説
明
し
て
い
る
で
島
ろ
う
か
。

去
の
多
え
は
汝
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
農
民
は
、
v

荘
園
法
上
ま
さ
に
の
0
4司
0

8

を
有
し
た
の
で
あ
る
と
。
創
ち
、
そ
れ
は
荘
園

法
の
領
棋
の
内
，
郡
に
お
い
を
て
の
み
数
力
を
有
ナ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ラ
ン
ト
法
上
領
主
に
封
抗
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

「
:
:
:
隷
農
は
ラ
ン

唱岡



J 

，e 
r、島

、¥

宅，¥

円

5
)

が
慈
し
か
し
の
0
4
q
o
a

た
る
一
一
こ
と
に
費
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
。

だ
が
苛
こ
の
よ
う
な
見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
?
荘
園
法
上
農
民
の
の
mw当
時
。
が
存
在
し
た
と
い
う
具
躍
的
な
根
撲
は
殆
ど
一
市
さ
れ

て
は
い
な
い
。
本
宮
に
、
農
民
の

0
0
3
5
は
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
ホ
イ
ス
一
フ

1
が
「
人
は
、
旨
ぴ
諸
島
件
以

来
今
日
ま
で
、
そ
れ
〔
荘
園
法
主
、
の
の
0
4
q
R
O
U

を
、
法
源
の
中
で
巌
格
に
探
究
ず
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
堅
い
信
念
を
以
て
容
認
し

A
S
}
 

て
き
た
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
、
一
般
に
支
配
的
な
ド
グ
マ
に
さ
え
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い。

L
か
し
て
‘
や
は
り
ホ
イ
ス
ヲ

1
が
問
う
た
如
く
、
つ
ヴ
ア
イ
ス
テ

1
1
マ
I
(宅
一
色
申
吾
僚
出
司
)
は
こ
の
の
ぬ
割
問
。
に
つ
い
て

櫛
し
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
:
;
:
荘
園
法
に
よ
る
占
有
(
∞

g
ロN
)

は
本
首
の
意
味
に
お
い
て

し
て
、
そ
れ
は
異
に
あ
ら
ゆ
f

る
貼
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
法
や
封
建
法
に
よ
る

E 
R 
〆「
0.. 

∞ 。
0 

2。
('J) cl! 
'-'当

にき
類凶
r と
ナE 稽
るさ

ZZ 
t の

る向
か?"
L.~そ

と
い
う
一
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
か
の
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ
I
マ

1
は
現
在
私
の
手
許
に
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
直

ー
援
に
そ
の
内
容
を
知
ん
り
得
な
い
こ
と
を
遺
穏
と
ず
る
。
そ
れ
故
、
甚
だ
不
本
意
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ヴ
ア
イ
ス
一
7
ュ
I
マ
ー
に
つ
い
て

句
誉
賞
な
考
察
を
加
え
た
ホ
ヲ
十
ス
ラ
ー
の
研
究
に
従
い
つ
つ
、
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
汀
ル

♂
ボ
イ
ス
ラ

1
は
先
ナ
ず
、
ア
ン
グ
ロ
・
ノ
ル
マ
ン
法
に
お
い
て

g窓
口
。
が
、
自
由
な
保
有
封
土

(
5
2
5
5
3
2
5
Vに
つ

'
い
て
の
み
事
え
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
農
奴
民
つ
い
て
は
勿
論
、
互
の
年
貢
高
に
よ
っ
て
〈
包
件
。
吋

B
E
E
S
S
E
g
土
地

ー
を
賃
借
し
て
き
た
自
由
農
民
に
つ
い
て
も
全
く
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
攻
の
よ
う
に
云
っ
て
い

る
?
っ
」
の
門
荘
園
法
に
よ
ゑ
〕
泊
。
省
一
向
。
は
封
建
法
の
の
@
議

3
5
と
隔
絶
し
て
お
り
‘
荘
園
法
に
固
有
の
占
有
〈
切
富
山
首
〉
は
控
え

目
な
紙
態
守
護
連

L
9
っ
、
ま
り
消
極
的
に
或
る
法
制
度
へ
と
生
成
し
て
行
っ
た
ニ
と
、
し
た
が
っ
て
例
え
ば
、
封
主
に
封
ナ
る
封
目

壮
完
封
ミ
完
封
ヂ
る
農
奴
言
。
ぎ
の
そ
れ
に
躍
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
荘
園
法
に
お
い
て
は
刊
の
?
心

言
明
官
民
"
は
認
め
ら
れ
ず
、
車
に
「
土
地
の
よ
ぷ
揮
喧
去
、
日



い
一
白
う
と
と
近
見

a
o
B一
の
旦
ゆ
一
軍
内

N33

様
に
考
え
得
一
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
か
も
知
れ
な
い
。
6
2
2位
。
ロ
が
容
認
さ
れ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、

ド
イ
ヲ
法
に
と
っ
て
も
同

- 84-

し
か
し
彼
は
、
自
ら
か
く
問
い
つ
つ
も
、
ド
イ
ヲ
法
と
イ
ギ
リ
ス
法
と
は
相
互
に
開

論

連
を
歓
い
て
お
り
雨
者
を
バ
ラ
レ
ル
に
比
較
寸
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
衣
の
よ
う
に
云
う
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
。
。
割
問
。

に
闘
ず
る
封
建
法
の
豊
富
な
源
泉
と
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

1
マ
1
の
一
般
的
な
洗
歎
と
の
封
立
に
驚
く
理
由
は
な
い
。
」
「
伺
故
な
ら
、
封
建

法
に
お
い
て
は
回
ω回
目

R
は
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
か
ら
で
あ
り
、
殊
に
判
決
の
決
定
は
そ
の
存
在
の
如
何
1

1

六
人
の
男
子
と
共
に

謹
せ
ら
る
べ
き
レ
1
ン
の
の
0
4『
2
0
(
F
O
Fロ
叫
問
。
司
2
0
)

を
有
寸
る
か
否
か
、

或
は
、
一
二
人
の
目
撃
者
と
共
に
詮
せ
ら
る
べ
き
授
封

(
切
巳

o
yロ
EMむ
を
有
ず
る
か
否
か
ー
ー
に
か
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
よ
こ
れ
に
封
し
て
荘
園
法
に
お
い
て
は
「
占
有
関
係
は
非
常

に
単
純
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
の
0
4司

R
O
と
事
買
上
の
所
持
包
ロ

E-σg)が
一
つ
の
人
格
の
中
に
結
合
し
て
お
り
、
各
荘
民
(
出
C
同

l

問
。
ロ
。
目
。
)
が
彼
の
土
地
を
自
己
経
管
し
た
荘
園
法
的
な
吠
態
の
中
で
は
、
封
臣
の
回
。
印
門
誌
に
つ
い
て
起
り
得
た
多
く
の
問
題
が
生

じ
る
可
能
性
は
全
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
L

か
く
し
て
ホ
イ
不
ラ
I
は
、
「
公
式
の
法
律
記
録
が
の
ot司
0
5
つ
い
て
、
法
律
者
に
比
し
は
る
か
に
少
し
し
か
語
っ
て
い
な
い
こ
と

を
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
殊
に
、
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ
1
マ
1
に
あ
っ
て
は
、
或
る
特
定
の
農
地
(
出
。
ウ
の
記
録
は
、

翠
に
同
じ
荘
園

〈
出
。
吋
門
田
岳
民
仲
)
内
の
他
の
農
地
に
と
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、

よ
り
賢
い
範
圏
に
お
い
て
擢
威
あ
る
先
例
と
な
っ
て
い
る
貼
が
考
慮
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
前
置
し
て
、
荘
園
法
に
お
け
る
農
民
の
の
∞
者
向
。
を
攻
の
よ
う
に
認
め
る
の
で
あ
る
。

「
私
は
、
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

l
マ
1
の
中
で
句
。
部
広
角
。
及
び

Hvgzsz
の
一
首
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
・
;
・

の
を
決
し
て
重
要
視
し
ま
う
と
は
思
わ
な
い
。
重
要
な
の
は
、

ニ
ィ

1
ダ

I
ザ
ク
セ
ン
と
ワ
ェ
ス
ト
ブ
ブ

l
レ
ン
の
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

l

マ
ー
が
農
民
の
君
。
5
に
つ
き
そ
れ
を
家
屋
敷
(
出
釦

5

5
仏
国
。

σ
の
志
味
で
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
農

民
も
農
地
(
因
。
。
の
上
に
者
R
O
H
回
ω回
目
け

N

を
有
寸
J

る
こ
と
を
前
提
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
一
勺
ス
イ
ス
の
ヴ
ア
イ
ス
テ

Z
1
マ
l
で

て

/ 



、

明 ¥e

は
、
の

04司
2
0
が
完
全
に
正
嘗
ゲ
ヴ
ェ
1
レ
(
円

OOHMZ
の
ぬ
当
時
∞
)
の
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
判
告
さ
れ
て
い
る
、
「
土
地
を
買

い
そ
れ
を
〔
一
定
の
U

期
間
所
持
し
た
者
は

C04司
R
O
を
護
り
有
ナ
る
」
(
な
君
。
円
。
5
2
w宮
内
片
口
昆
即
日

o
m
o項目的
m
o
N
a仲山口口。

E
C
己
g

g
ロ

σ山
口
。
。
当
時
皆

σ包
田
島
町

E
g
-
-
1
文
、
宮
白
血
切
開
。
当
日

0・
5
s
a
E
E
S
の
ω42吋
0・
出
。
同
問
。
者
向
。
な
る
表

現
も
一
耶
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
シ
ュ
ワ

1
ベ
ン
門
の
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

1
マ
l
u

に
も
現
れ
て
い
る
。
円
更
に

U
E
のぬ

4
5ロ
ロ
ロ
ふ

。
σ
4
q
R
S
E
R
-山
岳
の
ぬ
当
日

m
o
s
g
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
、

Z
E
N
E仏
の

04司
R
二口一
E
σ
g仏
ぬ

σ当
03HHOず
σ
8
0
4司
O
B
一

山
口
己
目
ぬ
当
時
。
君
。
山
田

o
p
a
o
m
の
ロ
け
邸
宅

2
0
p
。ロけ
4
8円。ロ

mod『
030
出
m
g
p
m将
司

R
Z円
富
山
口
口
一
宮
内
凶
角
者
向
。

E
σ
g

と
い
う
言
葉
も
現
れ
て
い
る
。
」
「
こ
れ
ら
は
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

1
マ
1
の
定
大
な
数
に
比
し
て
決
し
て
多
い
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
物

に
封
ず
る
円
。
。

zoの
04『
R
O
が
、
か
か
る
表
現
を
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
如
何
に
屡
々
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
を
注
意
ナ
る
な
ら
、

、
入
は
の

odag-
と
い
う
言
葉
の
極
め
て
稀
な
存
在
が
き
し
て
重
要
で
な
い
こ
と
に
同
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

l
マ
l
の
作
成
は
大
部
分
、

し
か
も
こ
の
貼
に
つ
い

て
は
、

も
は
や
の

04司
馬
。
と
い
う
表
現
が
一
般
に
好
ま
れ
な
く
な
っ
た
・
そ
し
て
既
に

近
代
的
な
・
0@ω
同
庁

N

芭
3

が
そ
れ
を
駆
逐
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
始
っ
た
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
個
々

絡
の
ヴ
ア
イ
ス
白
テ
ゥ
ム
(
君
。

z
a亙
告
)
に
現
れ
て
い
る

g
a
R
S
E
R
B
S仏
昆

2
8
P
E
R
S
E
2
8ロ
E
仏
問
。
σ
s
z
n
v
g
w

!

‘

 

即
日
ロ
富
一

σ
8
5け
N
S
g
m凶出向
2
Z
P
P
H
Zロ
'
σ
E岳
山
口
ぬ

o
y
o
u
σ
3
5
2
R
g
g
gロ
g
仏

m
o
σ
Eロ
各
自
等
の
表
現
は
、
古
き

力組
〔
蒔
代
、
の
表
現
JKる
ν
E
一曹司
A
g
v
o
σ
u
g
を
意
味
寸
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ラ
ン
ヘ
法
や
封
建

私
法
院
類
似
せ
る
法
制
度
之

i
u
t
b
F
3
5
が、

F

一所地土一

荘
園
法
に
お
い
て
成
立
し
た
こ
と
を
疑
な
き
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
出
探
る
で

Jι 

- 85ー

ホ
イ
ス
ラ

1
は
云
う
[
|

レ
ー
ン
領
八
一
F
O
Vロ国関口
C
に
開
ナ
る
ヘ
ル
と
の
粉
争
に

、1と



p

j

:

そ
の
ナ
べ
て
の
利
盆
若
享
受
し
た
」
と
云
っ
て
い
る
よ
う

J

にに
ωおお相舟、いてて久もJも冷支叉共]一一農十農農鮒奴叙旗胤料科一γt窃
宮
畳
窓
苔
岱

εVは領領寧44+↓+↑

圃
履
膜
行
の
場
合
、
彼
の
土
地
を
訴
訟
に
か
け
、
訴
を
以
て
取
上
げ
放
逐
す
べ
き
で
あ
る

(
g
E
の
丘
古
包
括
O
H
o
m
s
-

、百四件

Emw想

像
議
詮
祭
出
回
目
呉
一
品
明
党
沙
岱
詑
誌
嗣

MAw-qggF回
線
皆

ω
&
C

日 86-

と
か
、

或
は
、

領
主
は
貢
租
の
滞
納
を
理
由
と
し
て
土
地
を
再
び
y

彼
の

E 
5 
E字

に，

Z
昆
費
回
、
に
引
き
え
れ
る
(
官
宮
山
一
回
。
め
句
者

F

そ
の
土
地
を
あ
え

宮
田
包
忠
良

Z
E
N
g
N山
岳
ぬ
る
こ
と
が
出
来
る
、

て
わ
が
も
の
と

?Lて
差
享
え
な
い
空
各

a
s
p
H
m
5
8
2
E
o
p
E
Z
E
o
v
g
g
o
m
o
)
 と
規
定
し
た
多
く
の
ヴ
ア
イ
ス
テ

ァl
マ
ー
に
よ
り
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
般
に
領
主
は
、
そ
の
怒
意
一
の
ま
ま
に
土
地
を
浪
牧
ず
る
楼
限
は
な
く
)
農
民
を
相

手
取
っ
て
駐
薗
裁
判
所
(
国
民

m
R
W
V
C
に
訴
え
判
決
に
よ
っ
て
そ
れ
を
彼
に
蹄
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
以
上

を
要
ナ
る
に
荘
園
法
に
よ
る
貢
一
租
負
措
農
民
〈
N
E
S
Eぬ
る
の
の
0
4司

R
O
は
、
翠
に
仲
間
(
の

g。
田
町
∞
)
に
お
し
て
だ
け
で
な
く

7

領
主
(
。
治
包
弘
H
H
O
H
H
)

に
封
し
て
も
数
力
を
有
L
た
の
で
あ
る
。
L

以
上
、

ホ
イ
ス
ラ
l
は、

ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

l
マ
ー
を
資
料
と
し
て

」
れ
に
擦
り
つ
つ
、
農
民
の
の

odgg
を
貫
置
す
ベ
く
つ
と
め
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
は
未
だ
充

分
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

l
マ
1
に
お
い
て
の
σ
4
5
5
な
る
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、

れ
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

わ
れ
わ

か
か
る
表
現
が
殆
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
さ
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な

ぃ
。
問
題
な
の
は
、

言
葉
を
裏
づ
け
て
い
る
そ
の
内
特
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、

君。円
0

・
E
E
σ
S
E
R
2
5仏
旦

2
8
P
E
R
S

邑

g
∞
g
g
H凶
m
o
u
B
E
E
P
σ
白書
N
S
E
R
g
E仏
ロ
目
。
回
由
。
ロ
等
々
の
言
葉
が
、

い
わ
ゆ
る

cotsB
に
額
全
る
内
容
そ
含
ん

で
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
貼
に
あ
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
ホ
イ
ス
ラ
l
は
、
そ
れ
ら
が

N
E目
を
滞
納
し
た
場
合
の
外
領
主
の
窓
意
に

ぶ
っ
て
取
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

た
し
か
に
、
農
地
(
出
え
)
の
取
上
げ
が
荘
園
裁
判
所
の
剣
告



2 

(m-o吾
首

g宮
具
合
凶
)
た
基
づ
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
領
主
の
窓
晶
表
拘
束

さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
ト
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
農
民
の
櫨
利
な
る
も
の
が
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
存
在
し
た
と
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
は
な
い
舟
だ
が
一
方
に
お
い
て
、
。

6
3
5
な
る
も
の
は
、
防
衛
的
・
攻
撃
的
・
樺
利
移
縛
的
効
力
を
有
す
る
事
責
的
物

支
配
で
あ
る
と
観
念
せ
ら
れ
て
い
る
。

保
り
に
農
民
が
、
J

土
地
に
つ
い
て
何
等
か
の
権
利
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が

P 

当
時
ぬ
で
あ
る
か
否
か
は
、

そ
れ
が
の
σ当
時
。
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
と
妓
力
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
貼
か
ら
判
断
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
農
民
が
何
等
か
の
擢
利
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、

そ
れ
が

。
。
君
。
円
。
で
み
め
っ
た
と
い
う
こ
と
と
は
、

別
個
の
事
柄
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
が
提
起
し
た
「
農
民
の
切
白
色
丹
N

は
異
の
意
味
に
お
い
て

codag
な
の

か
」
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
よ

5
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
に
、
こ
れ
は
よ
り
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、

1

1

し
か
し
て
、
車
に
ホ
イ
ス
ラ

1
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
法
制
史
率
一
般
の
傾

向
に
遁
ず
る
問
題
で
あ
る
が

i
!
こ
こ
で
は
農
民
の
の

2
2
0
が
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

1
マ
1
の
み
を
基
礎
に
し
て
論
じ
ら
れ
説
明
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

1
マ
1
は
、
主
と
し
て
中
世
後
期
た
る
十
三
世
紀
以
降
に
現
れ
て
き
た
も
の
で
あ

り
も
そ
の
最
も
豊
富
な
記
録
を
一
提
供
し
た
時
代
が
十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
至
る
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
止
目
守
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

一
不
さ
れ
て
い
る
・
農
民
の
土
地
に
封
す
る
樺
利
な
る
も
の
は
、
買
は
中
世
の
末
期
的
現
象
に
封
臆
ナ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
を
以
て
中
世
に
お
け
る
農
民
の
土
地
に
封
ナ
る
聞
係
一
般
を
推
論
ず
る
こ
と
は
極
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
も
っ
と
も
ホ
イ
ス
ラ
l
時
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ

1
マ
1
に
お
け
る
の
O
者
向
。
の
問
題
と
し
て
取
扱
っ
て
は
い

る
。
だ
が
彼
自
身
が
、
そ
し
て
他
の
皐
者
が
、
そ
れ
を
l
l
l
い
わ
ゆ
る
伊
良
号
。
伊
豆
島
∞
の
作
者

0
5
な
る
言
葉
に
お
き
か
え
て

1
i

中
世
査
般
を
通
じ
て
安
嘗
ず
る
か
の
如
き
前
提
の
土
に
立
っ
て
l
l』
ま
る
で
そ
れ
が
F

自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
|
|
用
い
る
と
き
、
そ

し
て
私
だ

L 

会主

-8'1-



ー
と
め
よ

5u隠
し
て
グ
わ
れ
拾
れ
は
、

-F
イ
吋
/
法
制
史
撃
に
お
け
る
の
0
4司
2

0

一
の
塑
像
を
、
そ
の
根
抵
か
ら
検
討
し
直
ナ
必
要
に
迫

L
か
し
、
ブ
ラ
シ
ク
時
代
に
豊
富
だ
っ
た
制
定
法
は
殆
ど
完
全
に
姿
を
消
し
、
し
た
が
っ
て
「
屡
々
貫
慌
の
ほ
ど
の
疑
わ
し

- 88-

，
ら
れ
る
。

い
諸
文
書
や
、
屡
々
特
定
の
傾
向
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
年
代
記
録
か
ら
、
苦
労
し
て
わ
れ
わ
れ
の
知
識
を
拾
い
集
め
な
く
て

{
お
)

は
な
ら
な
い
」
(
ミ
吋
ノ
タ
イ
ス
)
と
い
わ
れ
る
・
同

2伊
丹
田
ぴ

p
n
v
R
時
代
以
前
の
中
世
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
直
接
手
懸
り
と
す
べ
ぎ

何
物
を
も
持
つ
て
は
い
な
い
。
殊
に
私
に
と
っ
て
は
、
疑
わ
し
い
「
詩
文
書
」
や
「
年
代
記
録
」
に
接
す
る
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
お
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
る
が
、
今
は
唯
、
「
所
有
権
は
人
と
物
と
の
関
係
の
側
面
に
お
い
て
現
わ
れ
る
人
澗
と
人
間
と
の
闘
係
で
あ
る
」

ハ
川
島
教
授
)
と
い
う
言
葉
に
導
か
れ
勇
試
づ
け
ら
れ
つ
つ
、
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
中
世
に
お
け
る
農
民
の
土
地
に

封
ナ
る
関
係
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
領
主
H
農
民
の
闘
係
を
反
映
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ

は
、
中
世
の
鰹
梼
的
・
政
治
的
基
礎
の
上
に
、
領
主
と
農
民
の
土
地
に
i

封
寸
る
闘
係
を
把
握
寸
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
攻

に
章
を
改
め
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〔
勿
論
、
私
は
西
洋
史
撃
の
専
門
家
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
専
門
の
墜
者
の
書
か
れ
た
も
の
に
頼
り
つ
つ
、

一
路
の
考
察
を
試
み

る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
不
充
分
な
貼
や
幼
稚
な
誤
り
も
少
か
ら
、
ず
存
寸
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
軒
問
、
御
叱
正
主
御
教
示
を

切
に
乞
い
た
い

J

(
1〉

例
え
ば
、
次
の
篠
文
が
そ
の
根
援
と
レ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

ω同
nvmgM田
玄
関

mwHFmvロ吋開
nz-
同
和
司
申
同
「
そ
れ
(
土
地
)
を
用
盆
と
金
銭
に
お
い
て
持
ち
、
し
か
し
て
そ
れ
よ
り
地
代
を
受
取
る
者
は
、

女
で
あ
れ
男
で
あ
れ
、
そ
の
上
に
の
巾
項
目
お
を
有
す
る
」
(
守

ω三
叩
伊
丹
(
仏
国
一
円
相
町
民
)
凹

O
S
ロ
三
ロ
ロ
品
。
百
肉
四
日
仏
師

F
2
-
Z
口
出
品
開
品
自
立
自

己ミ

E
E
E
P
山
内
包
吉
岡

a
R
E
S
-
門
出
向

F
2
2
e
m
m
2
2門
町
白
白
叶
田
口
・

3

出

o
g
a由
口

出

ω・
5
8

EnHH仲
間
件
曲
目
的
一
戸
担
ロ
号
。
ロ
宮
・

N
0
・
掛
町
「
誰
が
土
地
の
上
に
正
嘗
な
の
冊
謡
曲
目
を
有
す
る
か
と
問
え
ば
、
土
地
を
用
盆
と
金
銭
に
お
い
て
有
す

一一、}

¥<嘗



I~ " 

J 
/ 

る
者
と
知
れ
」
(
ま

ω。
4
3
m
4
4白
白
HHa伺
包
叩
尚
昆
色
。

Z
H
o
n富
田
君
。
円

o
v
o
σ
σ
m・
ω。
i
E
B
P
色町一

E
E
ロ
三
ロ
ロ

a
o
g
m冊
E
O
V回目】ぴ
0・三

田
町
民
加
問
。
ロ
の
柑
唱
え

P
ω
-
H
H
ω
よ
り
劃
開
閉
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、

回
Z
8
0
4・
呂
田
ぬ
仏

ovgHぬ
‘
ケ
尽
斗
「
土
地
を
占
有
及
び
用
盆
と
金
銭
に
お
い
て
有
す
る
者
は
の
中
毛

2
m
を
有
す
る
」

(
R
E
N
a
v
a
a
包
ロ

N

mc広
田
問
。
垣
由
時
四
・
唱
曲
同
町
ロ
田
町
可
口
町

V冊目山口
N一口出向。

VG同
口
白
色
宮
口
三

N骨
ロ
ロ

a
z
m
m
L
a
o
-
=
回
目
己
曲
目
。
♂
の

O話相同
0・
ω・
口
町
一
)

な
お
、
以
上
の
外
に
担

n
v
g
R百
戸
O
V
R
2
5・
N申
-
F
N
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ハ
2
〉
「
土
地
を
利
用
す
る
者
、
即
ち
そ
れ
を
「
用
盆
と
金
一
銭
に
お
い
て
い
有
す
る
者
は
、

円四時吋
l
関

g
p
q
p
p仰げ円
σロ
n
v
a開
吋
色
町
三
回

n
v
g
河
内
山
岳
町
皮
肉

O
R
E
n
v
g・
5NNW
∞-
a
ω
)
一
つ
の
土
地
の
上
に
の
空

2
5
を
有
し
た
」
ハ

ωAHV明
白
t
、

「
土
地
を
利
用
す
る
者
は
:
:
:
の
由
者
負
師
を
有
し
た
。
利
用

m
Z
E
Nロ
ロ
内
)
は
、

直
接
的
な
も
の
た
る
と
、

間
接
的
な

も
ーの

il 
坦忌
ωi立
上動
l乙務

ハロ

-
m
g昨
〉
・
地
・
代

(M吉
田
〉
・
十
分
の
一
一
祝

(
N吾
忌
&
に
関
係
し
て
現
れ
る

1
1・
た
る
と
を
問
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、

自
同
町
円
片
足
言
。
白
謡
曲
吋
白
が
成
立
し
得
た
」
(
国
・
切
円

E
g
F
。円ロロ円同

Nmm白
色
町
円

s
o
g
g
n
v
g
河内

wnZ印
m
g
n
E
n
y
F
H由民、

ω・
5
山
)

、
、
、
‘
.
、
、
、
、

円
1

人
は
土
地
を
「
用
益
、
と
J

金
銭
に
お
い
て
い
有
し
得
た
。
部
ち
、
地
代
徴
収
者
が
の

2
2
3
を
有
す
る
如
く
、
土
地
を
用
盆
す
る
者
も
の

2
5
8

を
有
す
る
。
封
主
は
自
主
F

ゲ
グ
ェ

l
レ
(
図
的

g
m
o
J
2円
白
)
を
、
封
臣
は
レ

l
ン
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(FOV白
血
問
。
唱

m
g
)
を
、
借
地
入
や
貢
租
負

強
農
民
円

N
Z師
自
由
出
口
)
も
他
主
い
ゲ
グ
ェ

I
レ
(
司

s
g
a宮
唱
。
同
町
)
を
有
し
得
る
。
か
く
し
て
童
墨
的
に
段
階
的
な
∞

2
山仲間

2
Z
が
形
成
さ

れ
る
」
(
富
山
尽
包
♂
巴
骨
三
宮
町

2
M
M弘
司
氏
円
。
ロ
v
p
同由明♂

ω・
3
U

「
:
:
:
土
地
を
「
用
盆
と
金
銭
に
お
い
て
」
有
す
る
者
は
現
賓
的
。
o
d
q
O
B
公

S
Z片
町
。
。
。
毛

2
0
)
を
有
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
は
、
そ
の

み
の
り
を
直
接
枚
穫
す
る
場
合
に
の
み
土
地
を
用
金
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
〔
直
接
枚
穫
者
〕
か
ら
み
の
り
を
枚
取
す
る
か
、
或
は
、
み
の
り
の

享
受
の
代
償
と
し
て
地
代
叉
は
勤
務
を
受
取
る
場
合
に
お
い
て
も
土
地
を
用
盆
す
る
の
で
あ
る

O
i
-
-
-
こ
こ
か
ら
、
同
じ
土
地
の
上
に
向
時
に

百
冊
町
民

mwnyo
の
骨
話
相
吋
冊
が
成
立
す
る
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
」

(
E
R
-
8切
り
司
何
回

ω・
5
H
F
)

。
「
周
知
の
如
く
、
土
地
を
加
利
用
す
る
者
、
法
源
'
が
云
う
如
く
そ
れ
を
「
Rm尻
町

hι
出
動
h

h
山
む
」
有
す
る
者
、
そ
れ
か
ら
地
代
を
徴
収
す
る
ハ

g

J
5
s
R
.
V者
は
、
一

0
0毛
布
一
円
。
を
有
す
る

O
i
-
-宅
土
地
新
有
者
円
。

E
E
σ
8宗
S
H
)
に
と
っ
て
は
、
土
地
の
授
奥
に
基
づ
い
て
彼
等
に
支
携
わ

- 89ー



れ
る
と
こ
ろ
の
埼
勤
務

A

賞
租
ハ
krσ
官
官
〉
と
い
う
形
に
お
け
る
利
用
が
存
在
す
る
。

r
」
れ
に
封
じ
て
、
封
臣
、
恩
給
地
を
授
け
ら
れ

た
者
(
野
沼
田
同
区
白
窓
志
、
農
奴
ハ
N
E田
-9H仲
町
〉
、
借
地
人
(
司
郎
n
v
g『
〉
等
は
、
そ
の
土
地
を
自
己
絞
替
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を

- 90ー

論

直
接
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
l
l
i
中
世
法
に
と
っ
で
一
つ
の
特
徴
的
な
欣
態
た
る
l
l
B
自
由
甘
え

R
Z
の
白
話
相
円
四

の
可
能
性
と
賓
汎

な
存
在
が
回
明
ら
か
と
な
る
」
(
出
向
σロ
2
・
。

2PH凶N
・

ω・
5
3

(

3

)

 

図
。
ロ
切
戸
内

w
p
H目
的
戸

国

ω・ω
同

(

4

)

 

F
向削

W
H
d
『
m
v叩円・

4
『-司仲曲目
M
M
M

同
片
付
ロ
ロ
弘
の
開
山
aw--mwnHV
由民一切

H
U
N
印切

ω.串印白

「
重
畳
的
に
段
階
づ
け
ら
れ
た
の
開
唱
即
日
は
ラ
ン
ト
法
よ
自
由
な
借
地
形
式
の
場
合
に
の
み
承
認
さ
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
荘
園
法
や
封
建
法

上
の
借
地
に
あ
っ
て
は
、

借
地
人
の
の
間
需
品
門
司
は
療
に
在
留
法
・
封
建
法
上
の
殺
力
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
|
|
そ
れ
ち
が
ラ
ン
ト
法
上
同
列

に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
漸
く
中
世
後
期
に
な
っ
て
か
ら
の
ζ

と
で
あ
る
ー
ー
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
L

(

苫
釦
旦

F
。

E
E
N訟J
問
刊
号
由

S
2仲田
n
F
E
司
弘
司
白
骨
『
骨
n
v
z
g
gお守

ω・由埠

(
5
U

最
も
代
表
的
な
見
解
と
し
て
、
例
え
ば
、

E
2
r
p
ω
・
5
∞
戸
「
封
建
法
、
家
人
法
、
駐
留
法
の
形
成
以
来
、
封
建
法
・
家
人
法
・
遊
園
法

上
の
の

2
5
8
は
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
の
晶
君
由
同
時
が
承
認
と
保
護
を
享
受
す
る
法
領
域
に
従
っ
て
ラ
ン
ト
法
上
の
の

2
2
5
か
ら
区
別
さ

れ
る
。
封
建
法
、
家
人
法
、
荘
闘
法
が
ラ
ン
ト
裁
剣
所
広
と
っ
て
法
で
な
い
閲
は
、
ラ
ン
ト
法
は
騎
士
や
農
民
の
借
地
の
占
有

(
T
E
H
v
g山
符
)

を
ヘ
ル
に
濁
せ
し
め
る
。

ζ

れ
に
糾
到
し
て
、
自
白
人
叉
は
不
自
由
人
で
あ
る
封
底
は
封
建
法
及
び
家
人
法
に
よ
っ
て
、
農
民
は
荘
園
法
に
よ
っ
て

街
地

(
r
E
M申
m
E〉
の
の

2
5訟
を
有
す
る
。
し
か
も
、
乙
れ
ら
ヘ
ル
に
よ
っ
て
承
認
せ
ら
れ
た
の

2
2
3
は
、
レ
ー
ン
裁
剣
所
ハ
岡
、
吾
首
!

哲
也
n
Z〉
、
家
人
裁
剣
所
〈
盟
吉
田
仲
的
問
巳

n
v
C、
荘
園
裁
剣
所
(
出
O
R
O
巳
n
v
C
に
と
っ
て
完
全
な
物
的
支
配
の
衣
な
の
で
あ
る
。
先
ず
封
建
法

が
、
次
い
で
家
人
法
が
、
そ
し
て
最
後
一
に
は
妊
国
法
も
人
そ
れ
ら
の
限
界
を
突
き
破
り
ラ
ン
ト
裁
剣
所
に
お
い
て
法
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
封
建
法
、
-
家
人
法
、
/
荘
」
闇
同
法
に
よ
る
の
骨
唱

2
0
も
叉
、
ラ
ン
ト
法
に
よ
る
の

2
5
8
と
し
て
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昨
惜
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
号
ン
ト
法
に
と
っ
て
完
全
な
宅
の
で
は
な
く
、

の
、
不
完
全
な
の
O
謡
曲
川
円
相
反
の
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
事
げ
る
ζ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
ハ
な
お
、

そ
の
上
に
依
然
と
し
て
ヘ
ル
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
の

2
2
3
が
存
在
す
る
と
こ
ろ

EMVE円
、
∞

-HS
を
参
照
)
。
'
川
島
教

、



1 。
g‘ ιs 

、、，

J 

ず d

t 

授
も
こ
の
の
町
四
円
前
由
一
の
見
解
を
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
(
川
島
「
所
有
権
の
観
念
性
」
法
協
六
一
容
一
続
五
六
頁
〉
。

(
6〉

国

nHHM山
H
2・w
。
再
認

2
・
0・
ω・]尽印

(
7〉

。叩吋
mw

・Jω.HNm

以
下
の
叙
述
は
出
冊
口
明
日
伺
♂
。
金
司
2
9
ω
-
H
N印、
t
H
R
に
よ
る
。

以
下
ホ
イ
ス
ラ
ー
は
、
例
え
ば
.
の
ユ
旨

5
・
園
田
同
州
・
詞
同
∞
∞
ゆ
同
ゆ
と
い
う
如
く
、
ヴ
プ
イ
ス
テ
ュ

1
7
1
に
つ
い
て
そ
の
館
所
を
詳
細

川
出
示
し
て
い
る
が
、
一
々
引
用
す
る
ζ

と
は
省
略
す
る
。

Z
ツ
タ
イ
ス
『
ド
イ
ヅ
法
制
史
概
説
」
世
良
課
三
二

O
頁
、
北
村
忠
夫
「
市
世
枇
舎
に
お
け
る
個
我
の
佼
置
に
つ
い
て
』
思
想
一
九
四
八
年

〈

8
)

ハ
9
〉

ハ
叩
)-

挽
一
六
頁
を
参
照
。

中
世
の
法
は
一
般
に
慣
習
法
(
の
白
・
宅
O
V
ロ
v
a
g円
四
円
伊
丹
)
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
ヴ
ア
イ
ス
テ
ュ
l
マ
ー
に
記
さ
れ
た
稽
利
義

務
は
、
「
時
の
経
過
に
依
っ
て
忘
却
さ
れ
ぬ
箆
に
:
:
:
然
而
将
来
に
於
て
何
人
に
依
て
も
暴
力
或
は
不
正
を
加
え
ら
れ
ぬ
矯
に
:
:
:
」
(
北
村
、
前

(

日

)掲
二
ハ
頁
よ
り
引
用
〉
と
い
う
言
葉
が
示
す
如
く
、
口
停
を
以
て
な
さ
れ
た
剣
告
(
毛
色
凹

g
m
)
の
時
代
に
速
な
る
も
の
で
あ
り
、
叉
法
律
書
に

そ
れ
は
普
か
ら
我
々
に
縛
え
ら
れ
て
来
た
も

の」

(
a
E
N
吋
R
Z
S
F由回目
n
v
g
-
4自
己
山
口
伊
丹

g
a
g
E
n
tご
即
NHH担
宮
口

40口
同
窓
師
同
町
田
ロ
ロ
ロ
明
日

n
v
m
o
v吋
同
信
号
弓
図
。
BmM『
巾
同
同

ω・

つ
い
て
も
、

例
え
ば

ω白
nHH師向ロ切な
mm即
日
の
序
が
「
こ
の
法
は
余
が
考
え
出
し
た
も
の
で
な
い
、

ロ
。
よ
り
引
用
)
と
一
一
品
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
短
い
時
代
を
背
景
と
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

は
、
そ
れ
ら
が
固
定
的
に
佑
石
佑
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

ω同
n
V
8
5立
om巴
に
お
い
て
J

は
、
十
三

し
か
し
こ
の
こ
と

世
紀
以
降
頻
繁
民
抽
出
せ
ら
れ
た
ラ
ン
ト
卒
和
令
ハ
ピ
g
a
E
a
m
)
の
影
響
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る

!
lフ
ェ

1
デ
を
随
時
随
虎
で
行
う
と
と
を
禁

J

じ
必
ず
一
申
此
の
方
式
に
従
っ
て
行
う
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
例
で
あ
る

(Hig舎
m
n
Z
ア

自

申

N
t印
を
参
照
)
|
|
し
、
叉
ヴ
ア

イ
ス
テ

a
1
7
1
応
拍
仰
い
て
も
、
一
見
静
止
的
、
停
滞
的
に
み
ら
れ
る
挺
の
中
に
、
極
め
て
緩
慢
な
が
ら
徐
々
的
な
護
援
の
動
向
が
み
と
め
ら
れ

で
あ
.
る
。
釦
ち
、
そ
れ
ら
は
絶
え
ず
新
し
き
も
の
へ
と
生
成
し
つ
つ
あ
っ
た
と
ζ

ろ
の
慣
習
法
化
つ

のJ
形
姿
を
直
ち
に
中
世
に
お
け
る
の
相
当
言
。
一
般
と
レ
て
受
取
る
こ
と
に
は
縫
掌

-91-



、Jγa宅

ハ
ロ
〉
倒
え
ば
』
、
岳
町
吋
r
o
n
w沼
田
一
ハ
註
〈
5
M
を
一
参
照
)
は
、

中
世
に
お
け
る
荘
園
法
上
の
t

の
2
2
3
一
般
に
つ
い
て
諮
っ
て
い
る
。

ミ
ッ
タ
イ
ス
、
前
掲
香
一
一
四
六
頁

- 92-

ホ
イ
ス
ラ

l
の
ず
ア
イ
ス
テ
立

!
?
l
に
闘
す
る
記
述
を
註
で
引
用
し
な
が
ら
、

(

日

〉

(

M

)

 

川
島
「
所
有
権
絞
の
理
論
」
六
頁

グ
ル
ン
L
J

へ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
領
主
H
農
民
の
闘
係

周
知
の
如
く
、
フ
ラ
ン
グ
時
代
以
来
中
世
前
期
及
び
盛
期
を
通
じ
て
存
在
し
た
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル

(
1
}
 

シ
ャ
フ
ト
の
形
態
は
、
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

(
E凶器目的。
F
O
の
E
ロ門医

R
円
由
。
宮
巳
同
)
と
呼
ば
れ
る
。

(
2
)
 

一
般
に
、
衣
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

そ
れ
は
、

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
一
つ
叉
は
数
箇
の
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
ン
(
〈
己
保
内
注
目
。
ロ
)
よ
り
成
る

(
い
わ
ゆ
る
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
ン
制

〈山
H
Z
w
m
z。ロ
4
0
吋片山田田口口ぬ)。

言
。
目
。
門
)
の
住
む
領
主
館

各
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
ン
に
は
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
又
は
そ
の
荘
司

(
5
Eのロ
F

(ω
巳}回。
P
H
4
5ロ
}
5
0
が
あ
る
。
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
土
地
は
、
こ
の
領
主
館
の
周
固
に
あ
る
額
十
十
一
直
営
地
ハ
ω巳戸山口
P
Z
1

5
E
o
E
E
S
E
)
と
領
主
に
よ
っ
て
農
民
に
貸
出
さ
れ
た
農
民
保
有
地
(
国
民
9

日
自
国
戸
印
)
一
ζ

い
う
こ
つ
の
部
分
に
分
れ
、
領

主
の
経
済
的
必
要
は
、
農
奴
〈
H
ブ

l
フ
ェ
保
有
農
民
)
の
耕
作
努
働
力
自
賦
役
労
働
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
直
管
地
粧
品
百
に
よ
っ
て

ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
ン
制
の
下
で
は
、
農
奴
(
国
青
山
問
。
)
の
賦
役
H
労
働
地
代
を
確
保
し
、

充
足
さ
れ
る
。

か
か
る
機
構
を
維
持
ナ
る
た

め
の
捺
件
、
卸
ち
、
領
主
の
経
済
外
的
強
制

(grswgOB広
島
R
N当
gm)が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
具
臨
的
表
現
が
、
農
奴
の
「
土

地
へ
の
緊
縛
」

(ω
舎
。
ロ

B
関与
E
含
忌
σ日
付
)
で
あ
り
、
人
頭
税
(
円
内
C
匂

N
E
m
w

の
F
2お
σ)、
相
績
税
ハ
同
，

ag貯
F
自
巳
毘
ロ
O
吋件。)、



結
婚
税
(
問
。
官
Ewmoσ
岱
♂
甘
口
昌
弘
岱
ぬ
σ)
、

/ 

、'
a、、一

租
で
あ
る
。

臨
時
賦
課

(grs邑
B
Eの
V
O
K
Fぴ
宮
ぴ
0

・
Z
E
O
、
司
区
昨
日
宮
凶
)
等
の
不
自
由
貢

か
か
る
経
済
外
的
強
制
を
買
現
せ
し
め
た
も
の
は
、
軍
事
力
に
裏
づ
け
ら
れ
た
領
主
の
檀
威
と
樺
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
領
主
裁
判
樺
(
ぬ
吋

E
B
O円
門
戸
山
岳

σ
の
ゆ
己

O
F
Z
E件
。

5
に
そ
の
嬢
貼
を
見
出
ナ
。

か
く
し
て
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
軽
減
門
的
に
は
、
領
主
館
を
中
心
と
す
る
経
営
瞳
(
回
え
ユ
各
国

O
E
V
O
R
)
と
し
て
、
政
治

的
に
は
、
白
山
町
及
び
-
ぶ
に
封
ず
る
支
配
権

2
2
5
m
p
a
o
E
E
5
)
之
し
な
貯
握
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
そ
れ
は
、
農
奴
の

賦
役
H
労
働
地
代
に
よ
っ
て
領
主
直
管
地
粧
品
目
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
領
主
の
直
問
地
が
領
主
農
民
間
の
契
約

的
ハ
純
粋
に
経
済
一
的
な
)
借
地
開
係
に
基
づ
い
て
貸
興
さ
れ
、
従
っ
て
生
産
物
地
代
・
貨
幣
地
代
が
一
般
的
に
現
れ
る
に
至
っ
た
と
こ

ろ
の
、
十
三
世
紀
後
半
以
降
の
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
(
地
代
・
叉
は
純
粋
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

P
E
S
-
a
2
5日
目
。
。

E出
i

b
F
2
5
0何
回
民
同
)
と
封
比
さ
れ
る
。

き
で
あ
ろ
う
。

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
よ
地
及
び
人
聞
に
封
寸
る
支
配
擢
で
あ
っ
た
と
ナ
る
な
ら
、
女
に
、
こ
の
支
配
植
の
内
容
が
問
わ
る
ベ

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
目
的
は
、
領
主
H
農
民
の
闘
係

l
!グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
人
間
に
封
ず
る
支
配
樺
|
|

台封建的土地所有の公擢力的性格

か
ら
の
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

を
通
し
て
、
領
主
と
農
民
の
土
地
に
封
寸
る
関
係
を
み
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
先
ず
、
人
間
に
封
寸
る
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
内
容

(

1

)

 

民
族
移
動
の
前
後
を
通
じ
て
ゲ
ル
マ
ン
祉
曾
の
基
本
的
構
成
要
素
を
な
し
た
一
般
自
由
人
(
の
0
5開
宮
崎
司
向
日
開
)
の
階
層
は
、

国
家
的
諮
負
擦

の
増
大
〈
兵
役
、
公
的
役
務
、
租
税
、
賠
償
金
制
度
々
ど
に
よ
る
霊
感
己
、
機
力
者
か
ら
の
摩
迫
(
大
土
地
所
有
者
の
出
現
に
よ
る
経
済
的
堅
迫
、

官
吏
ハ
殊
に
グ
ラ
l
フ

G
E⑦
の
機
限
濫
用
、
打
績
く
験
航
)
等
の
た
め
に
次
第
に
窮
乏
し
て
従
来
の
自
由
身
分
を
保
持
し
難
く
な
り
、
有
力

者
(
園
玉
、
教
倉
324一
世
俗
の
勢
力
者
)
の
保
護
下
に
入
る
。
他
方
、
問
王
か
ち
の
寄
進
・
贈
輿
・
授
封
な
ど
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
護
皮
し
つ
つ
あ

す
は
、
;
今
や
J

宿
泊
農
民
の
土
地
を
大
量
に
冊
以
牧
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
急
激
に
膨
厳
し
1

r

J 

4務
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園
家
的
品
税
制
刑
制
度
か
ら
濁
立
し
た
別
箇
の
支
配
領
域
を
確
立
し
、

ζ
乙
に
グ
ル
ン
ト

-94--

ヘ
ル
シ
b
R

フ
ト
が

ハ
2
)

以
下
の
叙
越
は
、

E
ッ
r

タ
イ
ス
「
ド
イ
ツ
法
制
史
絞
殺
」
(
世
良
晃
志
郎
欝
)
、
ベ
ロ
ウ
「
濁
趨
中
世
農
業
史
」
(
堀
米
庸
三
課
円
高
橋
幸
八

郎
「
近
代
位
曾
成
立
史
論
」
、
世
良
晃
志
郎
「
封
建
制
枇
舎
の
法
的
構
造
」
(
日
評
、
法
事
理
論
篇
お
)
等
に
よ
る
。

厳
密
に
い
う
と
、
農
民
保
有
地
に
は
、
不
自
由
借
地
問
ロ
白
骨
冊
目
刊

Twsm)
と
し
て
の
出
丘
町
の
み
な
ら
ず
、
自
由
借
地

Q
S
Z
F
a
g
)

(

3

)

 
と
時
ば
れ
る
も
の
が
存
在
し
た
。

ー
「
経
済
よ
の
諸
給
付
、
上
納
及
ぴ
賦
役
を
基
礎
づ
け
る
農
民
的
貸
奥
形
式
の
中
に
は
、
結
園
法
的
貸
奥

(
F
O
同
同
町
円
宮
ロ
門
町
巾
戸
内
山
山
町
叩
)
即
ち
挺
闘

鹿
圏
飽

9
2号
。
守
め
円
σ目
白
血
)
に
所
属
す
る
不
自
由
な
も
の
と
、
特
に
胃
虫
色
同
の
形
式
を
緩
績
す
る
自
由
な
も
の
と
が
区
別
さ
れ
る
。
」
ハ
ベ

ロ
ウ
、
務
課
六
八

l
六
九
頁
)

「℃

8
2弘
同
は
、
各
身
分
の
自
白
人
遂
に
つ
い
て
一
み
と
め
ら
れ
た
請
願
吠
付
借
地
関
係

f
s
r
w
-
Y
2
2
E
-
g
g
g州
内

E
ロ
也
市
庄
町
内
切
言
ー

ロ吋日

E白
色
。
)
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
元
来
、
随
時
解
約
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
五
年
毎
に
更
新
さ
る
べ
き
も
の
に
護
達
し
、
事
実

上
、
終
身
的
・
叉
多
く
は
世
襲
的
契
約
と
な
っ
た
。
」
ハ
冨
員
一
項
目

g
p
項
目
門
広
岳
民
Z
m
O
M
n
z
n
v
g、
ω・
叶
N
)

だ
が
、
後
に
述
べ
る
如
く
、
土
地
の
貸
輿
(
ド
世
邑
Z
5
0
)
が
領
主

u
農
民
間
の
保
護
支
配
闘
係
を
件
う
も
の
で
あ
っ
た
黙
に
止
冒
す
る
な
ら
、

J

自
由
借
地
と
不
自
由
借
地
と
の
関
に
は
、

て
註
(
叩
)
を
参
照
)

本
質
的
な
匡
別
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
ハ
な
お
、
こ
の
駄
に
つ
い
て
は
、

第
四
章
、

(

4

)

 

グ
ィ
リ
カ
チ
オ
ン
制
が
停
統
的
に
固
定
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
、
農
民
の
容
在
は
、
領
主
の
家
経
済
(
国
広
三
見
田
口
町
阻
止
)
に
と
っ
て
飲
く
べ

か
ら
ま
る
も
の
と
な
り
、
従
来
の
身
分
的
自
由
を
喪
失
し
て
領
主
の
支
配
下
に
入
っ
た
農
民
は
、
奴
隷
身
分
よ
り
徐
々
に
そ
の
地
位
を
向
上
さ
せ

つ
つ
あ
っ
た
解
放
奴
隷
、
コ
ロ
ヌ
ス

(
g
H
C
ロ
ロ
曲
)
等
と
融
合
し
て

l
l十
一
・
二
世
紀
頃
に
な
る
と

i
l
j
一
つ
の
統
一
的
身
分
ハ
農
奴
身
分
)

を
形
成
す
る
。

「
八
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て

一
般
に
、
永
績
的
上
昇
の
途
を
た
ど
っ
た

大
侵
略
の
終
了
と
共
に
奴
隷

彼
等
〔
奴
隷
]
の
地
位
は



， ~!封建的土地f!ti有の公格力的性格

、
/ 

ぶ
引
引
!
‘

の
取
引
盛
費
し
九
時
J

一
一
撃
情
景
供
給
ほ
容
易
で
な
く
な
っ
た
。
同
信
、
奴
隷
に
封
す
る
需
要
は
新
秩
序
の
故
に
非
常
に
高
ま
っ
た
b

ゲ

ル

ン

ト

ヘ

奇

γ襲
撃
馨
じ
保
持
せ
ん
が
た
め
民
、
警
の
身
分
的
認
を
次
第
に
改
善
レ
な
け
れ
ば
な
ら
江
か
っ
た
。
古
代
の
奴
隷
所
有

者
と
は
き
て
廷
は
孟
警
警
で
は
?
、
と
り
わ
け
戦
争
家
で
あ
り
、
従
っ
て
、
宮
不
自
由
人
を
監
督
す
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
か

っ
た
。
た
め
げ
刷
、

ζ
7
W
う
た
原
因
か
ら
も
、
奴
隷
の
地
位
は
よ
く
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
自
白
人
に
叫
劃
す
る
彼
の
楢
カ
は
、
そ
の

軍
事
専
用
柏
崎
理
一
向
に
ふ
令
て
詣
散
ら
れ
、
最
初
は

P
S
E同
に
封
す
る
限
ら
れ
た
ヘ
ル
の
家
権
力
(
出
国

g
宮
項
目
目
。
の
、
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ

フ
ト
の
金
銭
域
に
桝
却
す
そ
山
一
範
犬
、
に
ま
で
導
い
た
の
で
み
る
。
L

ハ
戸
場
開
宮
♂
阻
み
・
0
・

ω・叶
N
)

(
5
〉
「
鏡
車
種
ガ
ー
宙
定
ま
宮
重

5
は
、
土
地
所
有
一
一
〈
凶
暴
ロ

5
5邸
ち

2
5開口
50
官

-SP、
人

間

の

所

有

宣

告

喜

平

Z凹
山
仲

N

)

卸
ち

ωwZ40E4d
一
一
袋
奪
又
は
賦
奥
に
よ
る
政
治
権
力
〈
匂
己
主

R
v
g
H
u
n
g
-
-換
に
裁
剣
権
(
の
自
己

n
v
g
m昂
S
5
i
lの
占

取
と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
一
機
識
さ
れ
る
己
門
戸
謡
曲

V
F
同・国・

0
・

ω・
8
)

(

6

)

一
見
開
明
感
で
あ
る
か
の
如
き
ー
か
か
る
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
?
フ
ト
の
概
念
z

も
、
少
し
く
こ
れ
を
仔
細
に
み
る
な
ら
、
な
お
検
討
さ
れ
る
べ
き

品
陣
地
が
あ
2

夜
み
?
で
あ
る
。
殊
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
、
領
主
直
営
地
経
営
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
統
一
的
蹴
粧
品
問
機
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
西
洋
史
撃
の
専
門
家
で
な
い
私
に
と
っ
て
は
、
明
確
な
結
論
を
下
レ
得
る
自
信
は
到
底
な
い
が
、
少
く
と
も
、

次
の
貼
は
注
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
グ
ィ
り
カ
チ
オ
ン
制
を
「
本
来
全
く
技
術
上
の
構
成
で
あ
る
」
と
考
え
、
そ
の
特
徴
を
「
一
群
の
隷
属
農
民
と
数
多
の
所
領
地
の
一

荘
園
恵
(
岡
引
き
ロ
v
a
)
一
周
僅
へ
の
統
一
」
と
「
隷
属
農
民
叉
は
農
民
保
有
地
か
ら
の
荘
濁
廉
直
後
地
へ
の
賦
役
給
付
」
に
見
出
レ
た
(
ペ
ロ
ゥ
、

邦
謬
入
四

i
七
一
頁
)
ベ
町
、
ヮ
が
、
自
ら
一
云
う
如
く
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
グ
l

ツ
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
(
の
己
診

2
2
n
v同
吟
)
が
『
一
個
の

樹
脂
轡
方
針
を
迫
及
ず
る
グ
!
ヅ
ペ
ル
に
指
導
さ
れ
た
、
多
少
と
も
封
鎖
的
な
性
質
を
も
っ
企
業
の
形
態
」
を
示
し
て
い
た
の
に
封
し
、
こ
の
種
の

あ
ら
ゆ
る
封
鎖
性
を
鉄
事
、
「
企
業
性
は
荘
一
周
領
主
と
農
民
の
双
方
に
分
た
れ
て
」
い
た
こ
と
ハ
ベ
ロ
ゥ
、
六
六
頁
)
、
叉
、
荘
園
熔
に
よ
勺
直
銭

に
経
営
さ
れ
た
土
地
は
会
鐘
と
し
て
非
常
に
小
部
分
で
あ
り
叶
む
し
ろ
、
「
隷
属
農
民
に
封
し
て
用
盆
の
た
め
貸
奥
さ
れ
た
土
地
は
以
前
に
お
い

も

T
も
領
主
農
闘
に
数
倍
心
一
七
」

ζ

と
〈
ベ
?
ヮ
、
九
一
二
1
1
四
頁
ν、
一
更
に
、
三
揺
国
艇
の
庭
理
す
る
賦
役
は
全
部
が
農
業
の
た
め
に
用
ひ
ら
れ
る

-95 -



、、z

，
 

t
 

の
で
は
な
く
、
一
一
部
全
く
遣
う
た
民
的
に
用
ひ
ら
れ
」
た
こ
と
〈
ベ
ロ
ゥ
、
九
五
頁
註
)
、

れ
た
運
搬
一
努
役
(
司
ロ
可
而
ロ
)
も
、
「
荘
園
鹿
農
園
よ
り
は
貸
奥
地
が
準
か
に
多
か
っ
た
の
で
、
荘
園
麟
農
岡
の
生
産
物
を
運
搬
す
る
必
要
は
』
な

く
、
縫
っ
て
、
「
荘
園
廉
直
畿
地
に
て
な
さ
れ
る
僅
少
の
農
耕
賦
役
と
は
関
係
」
な
か
っ
た
こ
と
(
ベ
ロ
ゥ
、

殊
l乙

そ
の
給
付
の
た
め
に
多
く
の
賦
役
が
要
求
さ

- 96ー

九
五
頁
註
)
、

む
し
ろ
、

引
か
か
る

酷
刀
働
奉
仕
と
し
て
は
現
物
池
代
、
現
物
十
一
税
の
徴
集
と
枚
納
、
領
主
晶
周
囲
の
賃
貸
地
に
お
け
る
穀
種
の
混
合
せ
、
販
資
の
た
め
の
穀
物
運
送
、

狩
繊
の
た
め
の
奉
仕
等
が
数
え
ら
れ
る
」
こ
と
(
ベ
ロ
ヮ
、
九
五
頁
註
〉
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
な
お
、
卒
城
照
介
『
由
民
奴
身
分
と
農

奴
解
放
を
め
ぐ
る
二
三
の
問
題
」
(
史
皐
雑
誌
六
三
篇
一
一
続
三
六

l
七
頁
)
は
、
直
後
地
面
積
が
相
封
的
に
ち
組
制
到
的
に
も
決
し
て
大
き
く
な

か
っ
た
ζ

と
を
、
質
例
を
翠
げ
つ
つ
指
摘
さ
れ
て
い
る
)
。

更
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
統
一
的
封
鎖
的
な
領
域
と
し
て
で
は
な
く
、
明
臼
に
分
散
的
山
欣
肌
態

(ω咋仲可吋
B。口己】同詣mm}。
)
に
お
い
て
中
寄
仔
在
し

た
の
で
あ
つ
た
〈
「
大
所
有
地
は
ま
と
ま
つ
た
一
二
一
鰹
催
の
地
域
(
阿
戸
r
弘
L州

で
あ
る
」
(
。
小Y
、U
~玖玖
J弘
歩
イ
ス
、
邦
胡
謬
押
七
六
貰
)
己
)
。
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
分
散
性
は
、
各
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
ン
に
属
す
る
土
地
に
つ
い
て
も
、
同
様
に

認
め
ら
れ
た
臥
で
み
る

q.一
村
落
自
治
慢
の
内
部
に
一
つ
叉
は
数
個
の
荘
園
出
掛
(
司
円
g
y
oご
が
あ
り
、
そ
の
各
々
に
所
属
の
農
民
・
土
地
が
あ

り
、
之
と
並
ん
で
他
虜
の
荘
園
出
離
に
局
す
る
農
民
保
有
地
、
最
後
に
自
由
江
農
民
的
土
地
所
有
者
(
吟
冊
目
白

E
Bユ
呂
町
再
出
向
。
ロ
片
山
自
由
る
が
存

在
す
る
」
(
ベ
ロ
ゥ
、
一
ハ
市
頁
U
U
。

こ
れ
ら
の
事
質
は
古
典
，
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
、
直
径
地
経
営
が
決
し
て
大
き
な
比
重
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と

い
え
る
字
拐
、
前
掲
書
三
，
九
[
四

O
頁
は
、
リ
ュ
ト
ゲ
の
「
自
己
綴
轡
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
本
質
的
役
事
態
を
な
さ
な
ど
と
い
う

言
葉
を
引
用
さ
れ
、
直
径
地
経
俸
は
「
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
於
て
む
し
ろ
例
外
的
な
意
味
じ
か
持
ち
得
な
い
」
と
さ
れ
る
)
。
果
レ
て
然

り
と
す
る
な
ら
、
古
典
的
グ
ぶ
ン
ト
ヘ
ル
ジ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
、
農
奴
の
賦
役

H
努
働
地
代
を
本
質
的
な
特
徴
と
み
る
考
え
方
も
、
大
き
な
修
正

を
免
れ
得
な
い
の
で
あ
る
ま
い
か
。
と
も
あ
れ
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
こ
れ
を
経
営
纏
と
し
て
み
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
以
上
、
「
土

地
及
び
人
間
に
封
す
A

る
ベ
〆
l
d
p
ャ
ブ
ト
」
と
し
て
担
握
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

4 ， 



ニ
領
主
の
農
民
に
封
す
る
支
配

、

ω
領
主
H

農
民
の
関
係
ソ
前
述
じ
た
知
〈
、
一
般
に
)
領
主
の
農
民
に
封
ナ
る
実
配
は
政
治
的
構
力
的
支
配
(
経
梼
舟
的
強
制
V

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
b
れ
る
。
農
奴
制
的
政
政
一
関
係
が
領
主
の
物
理
的
強
制
手
段
と
制
裁
力
を
背
景
に
賓
現
さ
れ
た
と
い
う
意

昧
に
お
い
て
、
そ
れ
は
一
ま
さ
し
く
経
湾
外
的
強
制
の
名
に
債
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
，
領
主
の
農

奴
比
謝
ナ
る
支
配
が
、
常
に
、
物
理
的
強
制
手
段
の
護
動
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
寸
る
も
の
で
は
な
い
。
領
主
の
支
配
が

被
麦
配
者
た
る
農
奴
1

1

彼
等
は
自
ら
土
地
を
耕
作
ナ
る
直
接
的
生
産
者
だ
っ
た
の
で
あ
る

l
lの
能
動
的
服
従
を
前
提
と
ナ
る
限

り
)
叉
、
領
主
が
農
奴
制
的
支
配
秩
序
を
安
定
的
に
維
持
せ
ん
と
す
る
限
り
、
そ
こ
に
は
、
農
奴
の
不
満
を
治
癒
し
反
殻
を
宥
和
ナ
る

た
め
の
何
等
か
の
手
段
が
凡
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
、
相
互
的
な
信
頼
の
上
に
築
か
れ
た
一

ω与
口
定

田
主
題
訟
の
開
係
に
」
古
き
良
き
法
」

2
5
m
a
s
E
o
v
c、
「
紳
と
法
」
円
。
皇

E
S
Fの
伊
丹
)
と
い
う
中
世
的
親
怠

路
一
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ナ
タ
う
。

2

b

一
{

オ
ッ
ト

1
・
1

フ
ル
ン
ナ

I
は
、
領
主
と
農
民
の
関
係
に
つ
い
で
衣
の
如
く
云
っ
て
い
む

ヲ
一
中
世
の
文
献
に
お
い
て
ミ
農
民
は
)
の
円

E
島
巳
仏

g-
出

0Hag
と
呼
ば
れ
た
。
問
。
E
O
と
は
、
領
主
(
出
向
与
の
恩
恵
(
出
国
】
向
r

格加

の

g
a
0・
喝
さ
)
の
う
ち
に
存
ず
る
も
の
で
あ
る
。
出

3
と

E
f相互
に
誠
貰

3
5
5
)
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
関
係
に
あ

縛
る
。

Apso-は
1

同
色
合
が
、
出
足
。
の
一
強
制
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
ら
能
動
的
に
そ
の
義
務
を
途
行
ず
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

ιぃ
。
し
か

L
、
そ
れ
は
、

E
eが
『
の
恩
恵
を
受
け
と
場
合
に
も
義
務
員
う
と
こ
ろ
の
・
単
な
る
恭
虫
色

2
3
v

u糊
ー
だ
っ
た
の
で
は
な
い
三
何
故
な
ち
]
人
は
i

慣
習
的
一
ふ
法
的
に
期
待
可
能
な
環
境
に
お
い
て
の
み

gロ
で
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

叩

紅

司
2
9は
慣
習
室
市
に
そ
の
限
界
官
有
ず
る
。
出
。
え
が
き
の
眼
界
を
越
え
た
場
合
、

農

民

は

宮

ロ

ミ

5
3童
いov 

・i
宗
教
的
な
一
柳
聖
な
秩
序
で
あ
る
。
農
民
主
一



G
一人b
b
主
張
ず
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
又
そ
れ
を
事
賀
行
っ
て
辛
抱
の
怒
あ

る
ト
よ
か
之
、

iLZ活
言

語

な

闘

係

刷

用

者

マ

ミ

弘

容

を

m
g
〈
忠
告
弘
前
)
で
あ
る
。
郎
ち
、
そ
れ
は
、
喜
明
日
各

位
契
約
闘
係
F

的
な
載
る
も
の
公
言
語

JqB〈
卑
待
選
〉
で
あ
る
。
L
「
だ
が
ち
そ
れ
は
特
殊
な
性
格
を
も
っ
た
契
約
で
あ
る
。
何
故
な

ら
、
そ
れ
は
誠
賓
の
事

2
2
0町
会
出
ロ
富
山
宮
長
〉
に
よ
っ
て
基
礎
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
土
地
の
貸
興
守
箆
同
宣
互

の
場
合
に
も
か
か
る
ー
契
約
は
鯖
ば
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
、
ず
、
そ
れ
は
近
代
的
な
意
味
に
お
け
る

2
0伊
丹
で
は
な
い
。

- 98-

雨

者
の
場
合
、
た
し
か
に
土
地
は
代
償
を
封
慣
と
し
て
貸
輿
さ
れ
る
。

し
か
し
、
吋
岱
岳
ぺ
の
場
合
に
は
、
契
約
は
、
専
ら
土
地
貸
興
の
事

買
に
関
寸
る
闘
係
の
み
を
基
礎
，
つ
け
る
の
で
あ
る
が
、

づ
け
ら
れ
た
・
問
。
寄
の
国
号
へ
の
結
合
、
即
ち
、
誓
〈
塁
)
に
よ
っ
て
宗
教
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
結
合
の
中
に
、
全
人
格
を

問。

E
o
の
闘
係
を
基
礎
づ
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
誠
賓
の
誓
に
よ
っ
て
裏

拘
束
ナ
る
地
位
、
「
身
分
」

3
E
E
&
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
」
出
σ月
と
問
。
E
O
の
関
係
が
相
互
的
関
係
で
あ
る
と
ず
る
な
ら
、
更

に
1

一
双
方
の
植
利
義
務
が
関
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
し
か
る
時
は
、
本
来
、
先
ず
、

土
地

32Ha
音
色
野
善
ロ
)
の
引
渡
が
存
在
し
、
他
方
に
お
い
て
、

一
方
に
お
い
て
、
家
屋
敷
f

出向

g
g丘
問
。
。
、

土
地
貸
輿
の
代
償
と
み
な
さ
る
べ
き
勤
務

(
E
o
a
z
v、
貸

《
こ
の
場
合
〕
自
l

幣
1

主
産
物
に
よ
る
貢
納

(NEmo〉
、
或
は
賦
役
(
〉
号

a
z
-
o
E
E怒
る
に
闘
す
る
農
民
の
支
梯
が
存
寸
る
。

g
や

盟

g卑
色
、
車
に
、

貸
輿
さ
れ
た
土
地
の
債
格
(
草
色
申
)
、

N
凶
器
や
回
以

sa
の
中
に
は
、
土
地
の
引
渡
に
封
す
る
代
償
の
み
で
な
く
、

賃
料
(
勺
仰
の

Z
N
E国
)
と
み
な
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。

買
に
、

出
。
円
円
が
日
常
興
え
る
と
こ
ろ
の
保
鰻

(pv昆
N

)

に

封
す
る
代
償
も
存
す
る
の
で
あ
る
J

し
か
し
、
出
。
ロ
と
図
。

E
o
の
関
係
は
こ
れ
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
、

出

自

は

ω岳
E
N
gる
W
E
S
却
ち
国

OEo
を
保
護
す
る
義
務
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ワ

1
ベ
ン
シ
手
ピ

1
グ
ル
は

農
民
を
し
て
次
の
よ
う
に
云
わ
し
め
て
い
る
、
「
我
々
ハ
彼
ガ
我
々
ヲ
保
護
ス
ル
ガ
故
三
出
向
円
ニ
奉
仕
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
。
モ
シ
彼
ガ

設
均
一
ヲ
保
護
セ
ザ
一
ル
ド
キ
ハ
、
我
々
ハ
法
ニ
ヨ
付
ノ
テ
奉
仕
ノ
義
務
ヲ
負
ワ
ナ
イ
」
(
玄
君

w
m己目。ロ【凶
g
v
o
q口
弘
忠
良
出
向

voa山8
8・

p 



h、4ぺ

も F. 

amN
曲目

S切
Z
8
E
5
8トi
伊
R
E
E
S
t
回目

g
句
ロ

F
S
ω
円
以
凶

4

丘二
H
M
O
B
f

ロ
目
。
宮
島

g
帥
件
。
国
営
宮
注
目

ms。
v
g
o
v
F
J。

叉
、
ニ
イ
下
ダ
1

・ォ
l
ス
-
F
P
ヤ
の
:
:
:
ヴ
ァ
イ
え
テ

z
l
t
J
は
も
「
人
ハ
パ
他
ト
/
〕
樺
カ
ニ
封
シ
我
々
ヲ
保
護
ス
ベ
キ

77ιι

ー
っ
自
包
M
g

由
。
ロ
ロ

5
4
2ぬ
而
毛
色
神

σ
g島
町
自
ぬ
H
M

・3
)

と
い
う
規
定
を
以
て
始
っ
て
い
る
。
」

一
か
か
る
領
主
H
農
民
間
の
相
互
的
な
誠
賞
関
係

l
!殊
に
ペ
ル
の
保
護
が
輿
え
ら
れ
な
い
と
き
は
、
農
民
の
奉
仕
義
務
も
叉
終
る
と

い
う
原
則

l
lは
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
そ
れ
が

v
l
y関
係

λzzaZ回目
ovgMむ
と
或
る
共
通
性
を
有
し
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
推
測
に
お
七
む
か
せ
る
?
J家
士
制
(
〈
自
己
罪
普
)
}
|
一
封
臣
の
封
主
に
封
す
る
託
身

(
B
E
g
g倉時四円
V
)

と
誠
費
一
の
宣

誓

3
5
5
5
l
lと
思
講
習
宮
崎
町

NESS)l封
主
の
封
臣
に
劃
す
る
レ
比
の
授
輿
ハ

E
g
g
-
-の
結
合

に
よ
っ
て
生
ず
る
レ
ー
ン
制
的
支
劃
服
従
闘
係
が
、
双
務
的
な
誠
賞
閥
係
を
基
礎
と
ず
る
人
格
的
な
契
約
関
係
で
あ
っ
た
;
リ
ピ
注
目

‘
ず
る
な
ら
ば
‘
グ
ル
J

ン
ト
ヘ
ル
一
シ
シ
ヤ
ブ
ド
に
お
け
る
支
配
と
レγf[1
ン
閥
係
に
お
け
る
そ
れ
と
は
同
じ
本
質
を
有
し
て
い
た
か
に
思
え

る
@
弘
応
!
埼
崎
下
"
寸
寸
誠
貫
閥
係
」
な
る
も
の
の
ι

は
1

こ
の
雨
者
に
お
い
て
、)t

そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
基
礎
の
の
一
上
に
如
何
な
る
機
能
的
意
{
味
を
も
つ
て
い
た

か
が
間
わ
れ
な
け
品
れ
仲
ば
な
ら
な
い
い
t

で
で
あ
ろ
う
う
、
o

し
か
る
と
き
は
、
先
ず
、
そ
れ
は
、
封
主
H

封
臣
聞
に
お
い
て
、
ま
さ
に
双
方
的
闘
係
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
に
封
し
、

一i
旬
主
H
農
民
聞
に
お
い
で
は
渇
買
は
隷
展
開
係
(
釦
ぴ
VE-Emwo同
H20門
町
記
宮
何
回
)
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

ち
考
寸
封
臣
一
関
係

n2mgHHO雪
喜
監
宮
山
由
)
は
封
匿
の
名
誉
や
地
位
を
不
利
に
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
、

W
H
羽
審
を
高
町
一
得
る
も
の
で
お
り

7
託
身
潟
宮
喜
o
E
E
S
V

区一封、し、

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼

は
そ
の
形
式
巴
も
拘
ら
ず
家
樺
力
へ
の
投
託

S
E官
宮
山
口
密

白邑
ω島
町
田
を
受
け
る
こ
と
は
、
直
ち
に

f
ぞ
の
支 自日

4 
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副司目立由。一

vhw昨日由。
ro

-100ー

失}戦一

時
てι A' 
キa'l.，
平管;
河沼

会主;
戟究 i

士¥

2Z  
2.、階

EE3 
品-
o. 
吋

'-' 

rw
一
室
内
ー
た
騎
一
士
的
大
物

ι、
そ

の

武

力

(

君

丘

町

g
m
u
d
s
H
C
を
喪

た
る
こ
と
を
止
.
め
た
耕
作
農
民
が
存
在
し
た
こ
と
、
)
こ
の
職
業
の
分
化
ζ
そ
は
、

他
方
、

フ
三

1
デ
〈
岡
町
rovaゆ
)
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
中
世
世
曾
に
お
い
で
、
人
々
の
地
位
〈
ω冨
吉
田
)

に
決
γ
定
的
な
影
響
を
輿
え
た
こ
と
守

を
憩
起
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

フ
$
1
デ
は
、
ド
イ
ノ
ヲ
中
世
に
お
け
る
係
争
の
買
力
的
解
決
方
法
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
は
、
の

o
t
S
F
宮
内
お
Z-ω
巴
-
Z
Fヤ

ロσ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
決
し
て
不
法
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
法
以
前
的
な
行
局
で
も
な
く
、

来
中
世
を
通
じ
て
一
般
的
に
承
認
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の

l
r適
法
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
さ
に
!
ー
ー
ヂ
ル
マ
ン
時
代
以

人
々
が
紛
争
の
解
決
を
裁
判
に
求
め
る
か
フ
ェ

ー
デ
に
求
め
る
か
は
、
全
く
彼
等
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
ず
こ
の
こ
と
は
、
国
家
が
物
理
的
強
制
権
力
を
濁
占
的
に
掌
握
出
来
な

か
っ
た
|
|
そ
れ
故
、
裁
判
の
判
決
に
賓
数
性
を
賦
興
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
i

l中
世
に
お
い
て
は
、
け
だ
し
首
然
の
こ
と
だ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ェ

1
デ
H
自
衛
〈
ω巳
σ印
ZnEMHN)
は
武
力
を
前
提
と
す
る
。

フェ

1
デ
楼
を
行
使
し
得
る
者
は
、

完
全
な
自
衛
能
力
(
〈
。
口
当
。
宵
B
Eぬ
V
E
C
-
-そ
れ
は
完
全
な
武
装
能
力
(
君
民
同
S
E
E
m
w
o
S
F
を
前
提
と
す
る
ー
ー
を
有
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
?
即
ち
、
フ
ェ

1
デ
が
裁
判
と
同
じ
法
的
意
味
を
も
ち
得
た
時
代
、
適
法
な
賓
力
の
行
使
が
法
的
に
承

認
せ
ら
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
完
全
な
武
装
能
力
従
っ
て
完
全
な
自
衛
能
力
の
み
が
人
々
の
法
的
行
箆
能
力
を
保
障
し
た
の
で
あ

る。
4

さ
て
、
か
か
る
枇
曾
に
お
い
て
完
全
な
自
衛
能
力
を
喪
失
し
た
人
々
は
如
何
な
る
地
位
に
た
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
は
、
彼
等
が

失
う
た
能
力
を
有
す
る
人
々
の
と
こ
ろ
に
お
も
む
き
、

そ
の
保
護

3
0
F
E
N
E
a
ω
岳
町
B
V

そ
の
人
格

と
財
産
を
暴
げ
て
保
護
者
に
腸
L
、
唯
そ
の
用
盆
の
み
を
返
し
輿
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
存
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。



ぃ。
J

領
主
ヘ
り

kF50mgロ
と
隷
属
は
、
農
民
が
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
唯
一
の
迭
で
あ
っ
た
。
部
ち
、
領
主
が
農
民
に
封
し
て
保
護

の
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
保
護
と
は
ト
農
民
の
生
活
に
と
り
紹
劃
不
可
恨
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
柿
w

と
こ
ろ
で
、
こ

の
よ
う
な
場
合
、
農
民
は
領
主
に
封
し
て
契
約
的
な
関
係
に
立
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
i

契
約
は
1

1
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で

あ
れ
1
1
1
履
み
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
場
合
、
t

履
行
の
保
護
は
ど
こ
に
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
農
民
も
「
古
き

良
き
法
」
を
主
張
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
叉
時
と
し
て
、
或
る
程
度
の
抵
抗
を
こ
こ
み
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
完
全
な

自
衛
能
力
を
失
い
、
従
っ
て
叉
、
領
主
に
自
一
司
o
m
gロ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
農
民
に
と
っ
て
、
領
主
へ
の
反
抗
は
事
買
上
き
わ
め
て

困
難
な
こ
と
だ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
駐
を
レ

1
ン
闘
係
に
つ
い
て
み
る
な
ら
、
「
騎
士
的
レ

1
ン
の
所
持
者
は
、

常
に
騎
士
的
な
・
完
全
な
自
衛
と
フ
ェ

1
デ
の
能
力
を
も
て
る
・
ラ
ン
ト
法
上
の
完
全
な
行
局
能
力
者
な
の
で
あ
っ
て
、
市
民
(
切
符
l

(ロ)

ぬ
ぬ
る
や
農
民
程

ωの
F
E
N
E仏
ω岳
町
田
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
」
従
っ
て
、
レ
ー
ン
関
係
は
本
来
的
に
一
つ
の
‘
支
配
H

服
従

関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
は
、
封
主
と
封
臣
を
封
等
な
立
場
に
お
い
て
双
務
的
、
契
約
的
な
ら
し
め
る
契
機
が
存

在
し
た
と
い
え
よ
う
。
「
主
君
が
誠
買
に
違
反
し
、
或
は
ま
た
家
士
に
劃
し
て
期
待
不
能
な
要
求
を
し
た
よ
う
な
と
き
に
は
、
家
士
は

反
抗
の
樺
利
・
義
務
を
も
ち
、
建
に
は
誠
買
破
睦
の
権
利
・
義
務
を
取
得
す
る
。
L
し
か
し
て
、
こ
こ
に
お
け
る
反
抗
樺
(
レ

1
シ
法
的

反
抗
擢
)
の
行
使
た
る
や
、
完
全
自
衛
能
力
を
有
す
る
封
臣
の
封
主
に
封
す
る
賓
力
的
闘
争
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
ー
ン
関
係
が
自
由

わ
契
約
閥
係
完
巴

g
同

8
5宮
詔
岳
さ
abw)で
あ
り
i

自
由
人
と
の
契
約
ハ
開
。
旦

E
E
E芹

O
E
g
z
g
g
m…
引
い
に
よ

り
媒
分
さ
れ
る
闘
係
だ
と
一
五
わ
れ
る
の
は
1

こ
の
よ
う
な
事
情
を
意
味
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

J

ご
か
《
し
・
て
?
積
主
十
日
農
民
の
関
係
一
は
、
こ
れ
を
?
一
庭
、
攻
め
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ぞ
れ
は
1

契

約

関

係

今

と

し

で

で

な

ペ

ー

、

支

配

べ

き

で

あ

る

。

そ

ζ

に
み
ら
れ
る
領
主
と
農
民
の
相
互
的

、
農
民
の
能
動
的
服
従
を
獲
得
ぜ
ん
~
か
託
制
崎
町
ぷ
J

.::-101...:.. 



漸…衣
1
1
1殊
に
荘
園
法
。
皆
同
円
。
。
伊
丹
)
の
形
感
薮
震
に
一

(
よ
ち

9

。
だ
が
、
後
に
趨
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
一

で
王
下
し

宵
睡
も
領
主
農
民
関
係
の
レ

T

V
閥
係
へ
の
轄
化
な
い
し
接
近
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
、

レ
1
v
J
関
係
と
は
，
査
く
異
っ
た
方
向
に
お
い
て
止
損
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
問
題
を
古
典
的
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

に
お
け
る
領
主
日
農
民
の
関
係
に
限
定
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
隷
層
的
な
闘
係
た
る
こ
と
に
襲
り
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、

こ
の
黙
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
明
確
な
結
論
会
語
る
に
は
、
更
に
、
よ
り
進
ん
だ
考
察
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
衣
に
、

領
主
構
力
ハ
同

2
8口
問
。
有
印

M
C
の
性
格
を
通
一

L
て
、
今
少
し
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(

1

)

 

尾
一
形
典
男
「
権
力
と
自
由
の
過
去
と
現
在
」
思
想
↓
九
五
一
二
年
一
↓
焼
四
頁
参
照

J

A
八

2
一
)

。20
回

2
5
9
E
Z
E島
出
棺
円
『
曲

n
g
p
g
p
ω
-
N
S
ほ・

マ
γ

クズ
H
竹
J
a

ゑ

d
f

パ
j
に
よ
れ
ば
、
「
F
包
括
白
は
常
に
領
主
纏
ハ
出

2
5ロぬ
0
4
2
w
F
ロ
・
出
R
B
R
n
n
Z
)
の
占
取
(
〉
旬
開
肖
O
阿
包
即
位
。
ロ
)

含
意
味
す
る
。
」
即
ち
、
円
一
純
弊
家
産
的
権
力
ぃ
思
想
図
仕
喜
多
巳
訪
日
間
四
回
目
唱
の
刊
さ
w-Zロ
(
土
地
・
奴
隷
・
農
奴
に
封
す
る
執
行
機
力
〈
R
B
S

望
事
国
事
J
3
5、
画
種
的
財
政
機
話
号

E
門
目
的
告
出
回
由
釘
四
宮
W
阻
ま
あ
げ

o
r
h
E
(租
税
及
び
貢
納
徴
収
機

2
2ミ
l
ロ-
K
F

耳目
σ
g
B
n伊丹)、

rh-乃

3
)回

纏
的
命
令
檎
力
話
円
富
田
島
出
自
陣
凶
也
君
切
即
時
O
V
吋凶
mmw毛
色
同
開
口
(
裁
剣
樺
及
び
軍
役
召
集
権
の
め
同
日

n
z
z
l
z・出
2
号
宮
口
問
。
場
開
問
件
、
要
す
る
に
自

由
民
に
封
す
る
権
力
ど
が

ν
l
t
ン
と
し
て
授
輿
さ
れ
た
(
冨
・

4司
$
2
1
4
5
ユR
E
p
s
-
の冊目。ロ田

n
z
p
ω
・
区
∞
円
)
。

(

4

)

「
封
建
契
約
は
、
普
通
一
般
の
治
的
「
行
矯
」
宮
市
民
忌
V
ロロ

n
Z凹
玄

φ
g
n
g同
ぺ
心
で
は
な
く
し
て
、
相
互
的
な
誠
賓
義
務
(
斗
同

2
3
2
k
v
c

の
数
果
を
伴
う
・
(
勿
論
)
同
等
な
ら
ざ
る
権
利
の
た
め
の
〈
∞
号
品
皆
同
ロ
ロ
聞
で
あ
る
。
」
(
宮
・
4
『
与
え
・

4
『-
C
・C
・
ω・
広
∞
)

「レ
l

ン
凋
係
の
人
的
側
面
が
恩
恵
と
誠
賓
3
(

一
回
三
色

F
A門
司
叩
ロ
開
)
の
閥
係
で
あ
る
こ
と
、

そ
乙
に
お
い
て
は

他
の
支
配
闘
聞
係
に
お
け
る
と

同
様
、
保
護

3
n
v
c
G
d邑
符
窓
口
出
)
と
奉
仕
(
m
m
蒜
ロ
路
島
由
戸
時
mw

〉
の
義
務
一
が
相
互
に
向
い
合
っ
て
い
る
こ
と
は
論
を
倹
た
な
い
。
」

(
0・

切
内
ロ
若
手

P
国・

0F
かに色。
ν
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制
責
は
相
一
五
扇
ι
で
あ
り
戸
数
資
な
る
主
君
托
今
日
丸
織
纂
一
な
る
出
掛
下
あ
り
わ
百
件

2
5ニ
同
柏
崎
町
噂
明
司
仲
お
認
め
円
相

F
o
n
Z
〔
と
一
お
わ
れ
る
】
。
」
〈

1

3

円、w
y

タ
イ
ス
、
邦
拝
プ
。
為
責
ru
ヘベ

¥
B
ノ

、

外

，
a

、門

5
Y胸
元
ば
ベ
判
省
、
円
封
建
物
契
約
と
そ
の
藍
L
r

仕
事
」
九
一
安
拝
礼
者
四
頁
、
「
封
建
制
の
政
治
的
構
造
の
核
心
を
な
す
と
こ
ろ

W

十
回
t

曲目凶ロ

z
w
gロ
は
契
約
関
係
そ
、
の
も
の
一
で
あ
り
、
ま
た
封
湾
側
の
い
経
済
的
基
礎
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
の

E
E宮
口
8
E
R
も
ま
た
契
約
関
係

一
で
あ
る
。
」
な
お
ご
渡
遺
「
封
建
的
土
地
所
有
広
つ
い
て
め
若
干
の
考
察
」
(
一
)
法
駐
曾
率
五
続
五
二
・
一
二
頁
を
参
照
。
ー

〈

f
o
u
g・
4
司
由
宮
♂
者

-z-piω
・
}
叶
N
印

「
コ
ン
メ
ン
ダ
チ
才
は
自
/
自
の
減
少
を
意
味
じ
な
い
い

(
L
d
タ
イ
ズ
、
宇
邦
議
↓

0
九
頁
)

、爪

7
V「
E4sg目
、
、
る
は
、
耕
一
じ
い
支
配
闘
係
応
可
入
念
ζ

と
ム
を
は
か
な
u
h

り
ゃ
な
い
?
自
由
農
民
ゃ
、
以
前
の
ヘ
ル
が
保
護
を
奥
え
得
な
か
っ
た
の

S
t

e
d
S泊
客
川
県
議
る
ヘ
ル
仮
契
堂

F
書留
P

判
長
止
の
雫
は
r
入
る
F

」ハ
0・
胃
g
g
p
p
P
0・
ω・
8
3

A
い

8
V
撃
事
主
幾
耕
49職
業
的
分
化
の
過
程
は
、
軍
事
の
高
度
化
と
農
耕
努
働
の
集
約
化
の
過
程
に
照
臆
す
る
。
ヵ
ロ
リ
ン
ガ
時
代
、
軍
事
技
術
が

〆
一
;
進
歩
る
す
武
装
が
質
説
刑
務
臨
海
(
且
夜
間
伊
鯖
兵
化
〉
を
と
げ
る
a

よ
う
に
な
る
と
、
軍
役
は
、
貧
困
者
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
過
重
な
も
の
と
な
り
、
つ
い

v

応
は
、
軍
事
的
訓
練
や
自
己
武
袋
φ
可
能
な
者
が
、
そ
れ
を
な
し
得
な
か
っ
た
暦
か
ら
分
化
す
る
に
-
至
っ
た
。
こ
の
結
果
、
一
般
の
農
民
は
軍
隊

、
か
ち
姿
血
管
檎
↑
じ
た
が
、
自
ら
武
設
し
軍
事
的
に
訓
練
さ
れ
た
上
層
階
級
は
、
戦
闘
的
活
動
に
参
加
し
て
戦
利
品
の
所
有
を
蓄
積
す
る
と
共
に
、
戦

闘
能
力
な
き
農
民
侭
翁
γ
し
て
バ
強
制
的
に
、
軍
役
免
除
の
代
償
と
し
て
の
巴

g
a
や
〉
一
ぴ
官
官
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
(
戸
当

ova-

d

怒
号
nv出
向

E
務
長
nzoω
・
、
重
ミ
'
ッ
タ
イ
ス
、
一
邦
課
三
一
也

i
A頁
グ
堀
米
『
中
世
劉
家
の
構
造
』
九
三

l
四
頁
可

し
か
し
げ
農
民
は
、
中
管
を
越
し
て
、
完
全
に
自
衛
喪
失
ハ
当
相
官
向
。
名
、
武
器
喪
γ

失
ハ
者
同
尽
き
』

g)
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
「
た
し
か
に
、

彼
等
法
完
全
な
戦
中

TAE持
吾
m
m
H
U
で
は
な
い
し
1

農
民
召
集
め
事
事
的
意
味
は
そ
れ
程
大
き
く
は
な
い
。

日
午
お
は
そ
れ
を
無
用
の
も
の
と
す
る
ζ

と
は
出
家
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
領
主
遣
は
、
農
民
を
完
全
に
詞
即
時
片
品
目
】
。
却
に
し
て
、
彼
等
に
脳
測
す
る
へ
ル

4

ゆ
シ
ャ
ブ
ト
を
篠
賓
に
し
ぶ
ろ
と
い
う
欲
求
と
w
幾
分
か
は
畿
裟
心
従
農
民
γ

を
非
常
の
場
合
に
召
集
す
る
乙
と
が
出
来
る
よ
う
に
と
い
う
欲
求
の
間

が
一
丸
々
一
功
一
樹
遼
官
一
一
線
、
な
ど
の
遇
さ
れ
た
女
献
一
は
、
到
る
と
乙
ろ
で
、
農
民
、
の
掘
削
有
民
国
周

だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
領

戸幽103-
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論 2

ず
る
武
器
を
示
'u
で
紛
争
戸
領
~
主
一
議
は
、
適
法
に
検
査
と
閲
兵
を
行
v

っ
た
の
で
あ
る
。
」
(
。
・
∞
2
5
2・
P
白
・
0
・
ω・
ω怠〉

(

9

)

‘
以
下
、
フ

A
1
デ
に
闘
閉
す
る
鍍
越
は
、
堀
米
「
中
世
園
家
の
構
造
」
、
。
・
切
三
田
口
叩
♂
国
-
P
0
・

ω・
8

R
に
よ
る
。

「r
こ
れ
ら
の

zωnvEN
は
、
単
に
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
く
し
て
は
農
民
が
全
く
生
春
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
『
+
農
民
の
生
活

-104ー

(

叩

)の
卒
和
と
安
全
は
回
目
円
円

S
ω
n
v
z
g
に
基
づ
い
て
い
る
。
」
(
。
・
∞

2
口
同
百
円
、
即
-
P
。
・

ω・
ω
E
)

(

日

)

農
民
の
抵
抗
は
、
継
、
彼
等
が
国
結
し
て
)

J

援
を
行
う
と
い
う
形
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
ラ
シ
ト
法
よ
、

遡
法
一
広
の
相
場
曲
目
付
弘
宮
内
行
使
出
来
た
の
は
、

ラ
ン
ト
法
上
の
行
震
能
力
者
(
完
全
自
衛
能
力
あ
る
者
)
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
(
。
・
切
2
5』

田
町
司

9 由
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ス
、
邦
詳
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(U
九
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一
O
頁

(
M
H
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g
・4
『白
z
p
d『し

p
c・
ω・叶
N
印

(

日

〉

閉
鎖
主
機
の
性
格

H
V柑
町
田
・

ω
h
H
A

肝∞

周
知
の
如
く
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

I
パ
1
は
、
領
主
の
農
民
に
封
す
る
支
配
権
(
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ

ト)を、片貯∞ロ【仏骨凶宮白
i

彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
家
父
長
制
的
支
配
構
(
宮
町
豆
日
S
H
O
国
oqRHMmw片
付
)
の
一
一
嬰
型
で
あ
り
、
「
オ
イ
コ
ス
(
。
持
。
与
、
及
び
、

(
2
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そ
れ
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
た
家
樺
カ
ハ
出
m
g
m
o
d
B
H
C
の
基
礎
の
上
に
、
生
み
出
さ
れ
る
支
配
機
構
の
形
態
L

で
あ
る
。
卸
ち
、
「
一

直
劃
の
土
地
の
上
に
白
己
の
住
家
と
家
族
を
も
っ
不
自
由
l

八
(
巴
白
骨
色
。
)
が
、
損
大
さ
れ
た
土
地
に
配
置
さ
れ
、
家
畜
や
〔
農
具
な

ど
の
U

財
産
を
賦
輿
さ
れ
る
場
合
、
ぞ
れ
は
単
に
家
共
同
樫
(
国
釦
S
m
o
g
o
E
ω
岳
民
C

の
樺
力
分
散

(
U
O
N
g
R巳山
N
旦
目
。
る
に
過

ぎ
な
い
。
だ
が
、
ま
さ
に
、
こ
の
単
純
な
・
オ
イ
コ
ス
へ
の
護
展
形
態
は
、

に
、
内
部
的
減
退
の
方
向
へ
と
導
く
。
家
長

Q
Hお
5
7南
円
〉

完
全
な
家
擢
力

(gロ
σ
出
富
田
宮
4
3
H
C
を、

必
然
的

と
家
属
(
同
日
協
同
戸
。
片
山

mo)
と
の
間
で
は
、

円
相
互
に
U

義
務
を
枠
な
う

ず

、

幸
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一



契
約
を
週
も
一
疋
一
位
曾
闘
保
存
入
る
一
之
、
と

2
0円
宮
将
官
邸
岳
民
付
言
巴
は
、
本
=
来
的
に
行
わ
れ
な
い
の
で
・
:
:
、
ヘ
ル
と
そ
の
支
配
下
に
~
あ

る
者
ハ

g
H
R
d『
a
g
S
Jと
の
内
部
的
・
外
部
的
関
係
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
)
ヘ
ル
の
私
払

Q
E
2
2
8
)
と
構
刀
骨
骨

ハの

2
n
H
Z
R
E
H
g
g
か
月
部
一
酌
静
止
ず
と
に
よ
っ
て
規
さ
せ
れ
る
。
こ
の
隷
属
関
係

2
5
g
m一
早
急

2
2
E富
山
る
は
、
わ
か

白
鶴
依
然
と
し
て
、
恭
順
忠
質
関
係

(
2
2普田

i
g弘
司
2
2
0岳
民
宮
山
田
)
に
止
ま
る
。
し
(
傍
貼
引
用
者
)
し
か
し
、
「
か
か
る
基
礎

に
も
と
づ
く
闘
係
は
、
そ
れ
が
先
ず
純
粋
に
一
方
的
な
支
配
有
色
問
。
吉
田

OEmo
問
。
弓
田
島
向
洋
)
で
あ
ろ
う
と
、
紹
え
ず
そ
れ
自
慢
の
e

中
か
ら
1

り
、
こ
の
要
求
は
、
「
自
然
の
成
行
」
に
よ
り
宮
民
会
合
O
E
Z
n
H
仲
良
骨
片
山
山
由
。
v
o
J

被
支
配
者
百

φ
S
E
E
8
2
0民
g)
の
相
互
的
な
も
の
(
の
∞

mggEmwmw日
付
)
に
劃
す
る
要
求
を
揖
げ
て
ゆ
く
の
で
あ

「
慣
行
」
ハ
回

5
5ご
と
し
て
枇
曾
的
承
認

を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
J

何
故
な
ら
:
:
:
へ
ル
は
、
家
属
λ
出。

g
g円四
m
目
。
)
を
樺
力
分
散
的
に
搾
取
す
る
に
首
っ
て

(σ
広
島

g
g
l

g
E
2
2
雪印

2
E話
時
そ
の
白
護
的
な
義
務
一
履
一
句
ハ
し
か
も
常
に
)
そ
の
履
行
能
力
の
維
持
を
頼
み
と
す
る
か
ら
で
あ

へ
ル
も
叉
)
被
変
配
者
に
謝
し
て
、
何
ら
か
の
|
|
法
的
な
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
道
徳
的
な

l
l義
務
を
負
う
。
就

る
。
か
く
し
て
、

中
イ
|
そ
れ
は
全
え
彼
自
身
の
利
益
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
が
|
|
外
部
に
劃
す
る
保
護

(ω
岳

E
b
や
飢
穫
に
際
し
て
の
扶
助

(
出
口

F
E
2
0
3、J
更
に
、
「
人
情
味
あ
る
い
↑
取
扱

(
t
B
8
2
E
w
v
o
-
-
F凶

へ
ル
の
自
己
欲
望
の
充
足
に
役
立
て
ら
れ
る
支
配
の
基
礎
の
上
に
こ
そ
、
か
か
る

の
喰
い
つ
ぶ
し
の
制
限
プ
管
利
の
震
に
で
は
な
く
、

搾
取
の
制
約
が
l
1
1
ヘ
ル
の
利
益
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
し
て
|
|
特
に
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
:
:
:
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
〈
ル
に

現
賓
に
有
利
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

宮
厚
白
)
の
意
向
五
感
情
に
強
く
依
存
し
て
い
る
か
ら
i

で
あ
る
。

以
之
〈
ル
を
一
授
助
す
次
長
~
義
務
を
負
う
O
A

特
別
の
場
合
守
例
え
ば
べ

と
っ
て
、

と
い
う
の
は
、

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
安
全
の
み
な
ら
ず
そ
の
牧
盆
も
、
隷
農
ハ

C
E
R
l

被
支
配
者
は
、
慣
習
に
よ
り
、
被
の
自
由
に
ま
か
さ
れ
た
全
財
産
を

債
務
ゐ
菟
除
、
娘
た
ち
の
嫁
入
支
度
、
捕
虜
わ
身
請
等
!
ド
ー
に

一
授
勘
義
務
は
人
格
的
に
無
制
限
で
あ
る
。
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ら

議

ル
の
・
現
質
ん
に
起
っ
た
必
要
と
考
量
に
よ
り
、
長
い
間
の
慣
行
に
ぷ
り
、
賦

役
〈
明
言
官
吾

5
v奉
仕
-
同
盟
吉
田
件
。
)
・
敬
意
を
表
す
る
た
め
の
贈
物
(
回
肖

g
m
o
R
F
g
w
o〉
・
貢
租

(
B
m与
g
〉
・
授
助

(El

wmag-REM円
S
〉
の
義
務
を
負
う
。
勿
論
?
彼
等
か
ら
随
意
に
土
地
を
奪
す
こ
と
は
、
法
律
上
依
然
と
し
て
へ
ル
に
委
ね
ら
れ
る
。

そ
し
て
文
、
慣
習
は
、
彼
が
〔
死
後
U

遺
さ
れ
た
人
聞
や
土
地
に
つ
い
て
』
随
分
す
る
こ
と
を
、
十
本
来
自
明
の
こ
と
と
し
て
持
績
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
家
父
長
制
的
支
配
機
構
の
か
か
る
特
殊
な
饗
佑
、
郎
ち
、
息
子
た
ち
(
同
ω
E
E
V
H
5
)
や
或
は
そ
の
他
家
に
隷
属
せ
る

者
〈
与
伊
吉
区

mo
同

E
岱
青
山
間
向
。
)
に
、
土
地
・
(
事
情
に
よ
っ
て
は
)
門
農
具
な
ど
の
U

家
財
を
分
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
散
化
せ

ら
れ
た
家
擢
力

20NMEg--曲目。円件。州問
m
g
m
σ
4
5
5

る
。
」
〈
傍
賠
引
用
者
)

「
家
産
制
的
」
支
配
擢

(
E
M
V伊
丹
江

E
g
g
-
0
3
阿
佐
吋
話
岳
民
仲

と
名
付
け

を

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
)
ウ
ェ

1
パ
ー
も
叉
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
本
質
を
本
来
一
方
的
な
関
係
と
し
て
把
え
、
後
に
そ

の
棋
梓
性
は
次
第
に
薄
れ
て
相
互
的
な
も
の
が
現
れ
て
く
る
が
、

そ
れ
は
主
と
し
て
ヘ
ル
の
利
益
|
|
家
属
(
国
民

B
V青山
mo〉
の
能

動
的
服
従
を
確
保
し
そ
の
履
行
能
力
を
維
持
せ
ん
と
す
る
目
的
1

ー
に
出
で
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
依
然
と
し
て
隷
属
的
な
支
配

関
係
に
止
ま
っ
た
と
し
て
い
る
酷
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
は
、
伎
が
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
本
源
的
に
家

擢
力
(
宵
HHgぬ
命
者
-
包
昨
)
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
i

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
、
領
主
権
の
本
質
的
な
一
面
を
見
出
し
得
る
と
考
え
る
。

決
に
、

中
世
祉
舎
に
お
け
る
阿
佐

g
の
意
義
か

ら
領
主
樺
の
性
格
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

オ
ッ
ト

1
・
プ
ル
シ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
お
い
て
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
「
へ
ル
の
名
稿
、
所
在
地
、
家
ハ
出

hwg〉、

城
〈
回
日
ぬ
)
に
従
っ
て
1
-

「
某
々
の
ブ
ル
グ
と
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
、
城
塞
と
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
」

P
H
R
m
g仏
国

O
R
R
E片付
2
・
2
・・

〈

g仲
呂
仏
出
250FHH常

Z
・
2
・3
)

と
好
ば
れ
る
か
、
又
は
「
某
々
の
ブ
ル
ク
、
家
及
び
そ
れ
に
所
属
す
る
も
の
」

p
bぽ
切
号
。
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格性的力機公恥

と

こ

ろ

で

1

「
家
の
子
和
」
・
そ
の
イ
ン
ム

l

y
的
性
格
は
、

「

繍
…
提
と
す
る
。
中
世
巴
お
い
て
、
こ
の
擢
力
は
、
昔
話
。
一

E
9
3
5ア
Sgr冨
E
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
手
套

i
d
 

日
般
を
以
て
覆
わ
れ
伊
護
さ
れ
た
手
い

ASSM-HmJ君臨
a
z
w
a
F
m各
q
g
o
E
E
4
2円
E
国
g【
凶

u
b
g
g
x
含
自
国

g
b
m
n
g
v
g
i

、

一
人
引
い
一
繰
喜
一
宏

5
7
E忍
同

法

ム

y
ト
を
行
事
会
は
彼
自
身

E
E仏
首
で
な
け
れ
ば
な
ら

，-~ 

{

4

)
 

凶
器
国
M
W
5
2・2
・
5仏
話
器
含
g
m
o
F
O
R
.
)」
と
呼
ば
れ
た
O

宇
こ
こ
で
国
富
田
と
は
、

(
5
}
 

ブ
ト
の
組
織
の
中
心
貼
、
法
的
中
心
で
あ
る
i
o
L

「
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
本
質
は
、
唯
領
主
の
家
(
図
。
ロ

S
F山
口
叫
)

翠
な
る
住
家
で
は
な
く
、
「
へ
ル
シ
ャ

か
ら
の
み
把
握
さ
れ

何
故
な
ら
、
ラ
ン
ト
法
上
の
意
味
に
お
い
て
ヘ
ル
郎
ち
ラ
ン
ト
共
同
種
の
成
員
(
富
山
片
閉
山
口
包
骨
門
戸
川
富
合
的
ぬ
O
E
O
富
岡
山
ぬ
)
と

な
り
得
る
た
め
に
は
、
ラ
ン
ト
に
麗
し
ラ
ン
ト
の
中
に
住
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
ラ
ン
ト
の
中
で
同
知
5
1
i
i剖
ち
ラ
ン
ト
直

(
6
}
 

属
の
国
内
W
E
l
-
-
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
よ
然
ら
ば
、
国
民

g
は
、
ラ
ン
ト
法
上
如
何
な
る
意
味
な
い
し
地
位
を

そ
れ
は
イ
ン
ム
ー
ン
公
5
5
5
)
な
も
の
で
あ
り
、
ブ
ェ

l
デ
に
限
界
を
副
し
た

得
る
。

有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

プ
ル
シ
ナ

1
は
云
う
、

の
で
あ
る
と
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ラ
シ
ト
に
お
い
て
暴
力
(
の
o
d
g
H
C、
自
力
救
湾

(ω
巳
σ回
岳
山
日
向
。
)
、
ブ
ェ

l
デ
が
存
在
し
た
と
聞
い

て
き
た
。
中
世
の
政
治
史
を
知
る
者
は
、
ブ
ェ

l
デ
が
何
を
意
味
す
る
か
を
知
っ
て
い
る
。

ブェ

1
デ
は
、
中
院
の
歴
史
に
お
い
て
繰

返
し
燃
え
上
り
、
掠
奪
と
放
火
を
以
て
家
畜
小
屋
や
納
屋
を
空
に
し
、
村
々
を
灰
憧
に
舗
せ
し
め
た
。

し
か
し
、
こ
の
〈
ラ
ン
。
ト
法
上

の
)
ブ

5
1
デ
は
、
そ
の
恐
怖
す
べ
き
性
質
に
も
拘
ら
ず
、

一
つ
の
限

こ
の
出
回
ロ
田
の
闘
を
越
え
る
こ
と
は
、
ラ
ン
ト
法
上
お
そ
る
べ
き
不
法

は
特
殊
平
和
地
域

そ
れ
が
〔
ラ
シ
ト
法
上
〕
遁
法
な
。
。
毛
色
片
で
あ
る
限
り
、

界
、
卸
ち
、
フ
ェ

1
デ
の
相
手
の
出
自
加
を
有
し
て
い
た
。

行
矯
で
あ
り
、
法
と
乎
和
の
)
畏
害
で
あ
り
、
家
の
平
和
の
破
壊
〈
出

m
g
E包
05σ
門
戸
岳
)
で
あ
っ
た
。

〈
mop弘
R
骨
首
会
山
口
弘

uoN一
ユ
心
で
あ
り
、
イ
ン
ム

l
ン
で
あ
り
、

国知ロ凹

こ
の
家
か
ら
不
法
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明

(
7
}
 

か
に
な
っ
た
と
き
、
こ
の
家
が
盗
人
の
家
主
謹
明
さ
れ
た
と
き
、
唯
金
檀
と
し
て
の
ラ
ン
ト
に
の
み
許
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

そ
の
中
に
入
る
こ
と
は
、

そ
れ
を
維
持
し
擁
護
す
べ
き
樺
力
ハ
出
2
2ロぬ
σ当
巳
同
)
の
存
在
を
前

.c，....oI0'i'-



論

-
f
)
被
の
家
人
、
d

訪
問
蚊
号
HaEOM
を
保
護
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
彼
は
彼
等
を
保
護
す
る
が
故
に
彼
等
の
へ
ル
で
あ
り
、
彼
等

は
彼
の
命
令
権
力
に
服
す
る
が
故
に
彼
の
恩
恵
に
浴
す
る
の
で
あ
折
口
か
く
し
て
、
家
長
〈
民
自
由
伊
良
町
)
の
み
が
、
ラ
ン
ト
法
上
完

全
な
意
味
に
お
い
て
行
詩
能
力
を
有
す
る
ヘ
ル
な
の
で
あ
り
、
彼
の
み
が
、
ラ
シ
ト
の
敵
と
な
る
こ
と
な
く
J

ゲ
バ
ル
ト
を
行
使
出
来
る

-108ー

の
で
あ
り
、
彼
の
み
が
、
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を

σ
g一昨
N
B
出
来
た
の
を
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、

領
主
の
農
民
に
封
す
る
支
配
樺
の
本
質
は
、

出向富
m
F
O
R
の
出
向
S
F
O江
宮
に
封
す
る
「
保
護
」
ハ
宮

Eσ

ωの伊ロ仲
N
E仏
ω岳
山
口
出
)
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。

国
告
白
に
包
揺
し
て
ム
ン
ト
支
配
樺
(
冨

E
F
2
5岳
民
C
を
行
使
す
る
。

義
務
だ
っ
た
の
で
は
な
く
1

む
し
ろ
支
配
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
領
主
が
外
に
封
し
彼
の
農
民
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
と
り
も

な
お
さ
ず
、
伎
の
支
配
樺
(
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
)

グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
は
殺
の
の
円
ロ
ロ
島
。
E
O
H
P自
己
目
白

を
彼
の

郎
ち
、
ム
ン
ト
(
保
諮
問
)
は
、

領
主
の
農
民
に
劃
す
る

農
民
が
出
向
ロ
由
貿

E
m
o
と
し

て
か
か
る
樺
力
に
服
す
る
限
り
、
領
主
H

農
民
の
関
係
は
依
然
と
し
て
一
方
的
な
闘
係
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ

1
パ
1
が
グ
ル
シ

ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
家
産
制
(
勺
m

凶
作
片
山
由
。
巳
丘
町
田
E
E
)
な
る
類
型
概
念
を
以
て
把
え
た
こ
と
は
、

の
防
衛
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
一
る
。

し
の
意
味
に
お
い
て
極
め
て
正
首

だ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
が
ャ
フ
ト
が
パ
ト
リ
モ
ニ
ア
ル
な
支
配
樺
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
面
に
お
い
て
、

国
富
田
の
も
つ
イ
シ
ム
ー
ン
的
性
格
が
国
自
各
角
円
の
ラ
ン
ド
法
上
の
行
箆
能
力

Q
S骨
σ岳
己
目
。
vo
民
自
丘

g
mえ
笹
山

mwaci--

完
全
な
る
武
装
能
力
・
自
衛
能
力
の
属
性
と
し
て
の
、
従
っ
て
ラ
ン
ト
法
上
ブ
ェ

l
デ
を
行
使
し
得
る
能
白
色
島
。
広
島
民
事

0
5

を
意
味
し
た
と
こ
ろ
の
ー
ー
ー
に
よ
っ
て
保
持
せ
ら
れ
強
大
し
績
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
イ
ン
ム
ニ
テ

1
ト
の
本
質
は

:
「
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
」
と
そ
の
中
心
た
る
家
の
本
質
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
得
る
。
家
と
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
か
何
な
る
事
情
が
あ
ろ
う

と
、
一
フ
ン
ト
に
お
け
る
特
殊
平
和
地
域
即
ち

ahgEgm刷
コ
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
、

法
国
醸
成
員
(
岡
山
mw
の

F
g
m
g
g
gロ
)
の

~τ、!



守号，
iち

J 

遁
法
な
暴
力
行
使
が
可
能
な
・
一
つ
の
平
和
共
同
種
笥
ユ
包
包
括
0
5
0宮
田
岳
山
内
片
)
ト
し
て
の
国
制
(
宮
邑
2
4
0民
自
由
自
巴
'
の
宝

(uv 

構
造
か
ら
の
み
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
己
物
理
的
強
制
樺
力
の
濁
占
者
た
る
園
家
が
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
列
。
。
伊
丹
田

m
g
g
g
の
誰

も
が
執
行
権
力
(
〈
2
B
m
m
g
m∞
mods-C
の
摺
い
手
で
あ
っ
た
中
世
社
曾
に
お
い
て
、

イ
V
J

ム
ニ
テ

1
ト
を
現
貨
に
支
え
た
樫
ガ
は

(uv 

へ
ル
の
ゲ
バ
ル
ト
↓
1
遁
法
)
な
暴
力
ー
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
か
つ
て
獲
得
ぜ
ら
れ
た
な
E
自
己

2
4
8同
宮
る
も
の
」
と

ー
し
て
現
れ
る
。
印
ち
、
ヘ
ル
の
遁
法
な
ゲ
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
獲
得
ぜ
ら
れ
た
朕
態

(
2
4
5円
σ
2
0
吋

m
Z符
E
r
y
w
O
R
)
が
イ
ン
ム
ニ

テ
1
ト
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
、
説
得
の
駅
態
が
卸
ち
一
樺
利
で
あ
る
と
い
う
中
位
法
に
固
有
の
性
格
を
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
B

ド
イ
押
ノ
中
世
に
お
い
て
、

シ
ャ
フ
ト
は
の
∞
者
向
。
と
呼
ば
れ
た
。
領
主
H

農
民
の
関
係
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
き
た
領
主
擢
力
の
性
格
は
、

。2
3
に
お
い
て
も
或
る
共
通
の
性
格
を
一
示
す
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
攻
に
、
領
主
・
農
民
の
士
地
に
封
す
る
関
係
を
み
て

人
間
に
劃
す
る
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
冨
ロ
己
と
呼
ば
れ
た
の
に
封
し
、

土
地
に
封
す
る
へ
ル

土
地
に
封
す
る

ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
川

封建的土地所高の会構力的性格

(

1

)

 

ウ
ェ

l
パ
ー
に
よ
れ
ば
、

。
持
。
凹
と
は
封
鎖
的
な
家
経
済
注
目
印

m
g
n
E
C曲
目

2
0
国同

5
3ユ
沢
町
民
ご
を
意
味
す
る
。
「
こ
の
概
念
の
メ

ル
ク
マ
1

ル
は
|
|
原
理
的
に
は
l
l
i
欲
望
の
充
足
が
、
家
に
隷
属
す
る
者
ハ
国
自
由

SmoghFぬ
る
叉
は
家
に
隷
属
す
る
努
働
力

(
E出国
V
P
T

m
目
白
〉
号
2
2
r込
止
と
に
よ
っ
て
自
給
自
足
さ
れ
て
お
り
、
物
的
生
産
手
段
が
、
無
交
換
的
に

Q
E
R
5
0
4、
こ
れ
ら
隷
弱
者
の
使
用
に
ま
か

さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
貼
に
あ
る
パ
冨
・
当
与
雪
句
者
-c・。・

ω・
3
)。

(

2

)

 

宮

-
d
f
σ
F
d司
e

ロ・0・

ω
-
E
N

U
O吋
肌
・

ω.
∞∞
N

F

-109-

(一3)
ハ
4
い
U

。・∞
2
5
0♂
且
・
、
P
0
・

ω・
N
U
N

J
 

a
h宝
j

〉



続

0
0
3・
ω.
凶
器
「
出
白
己
的
一
を
も
た
ず

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

(
5〉

-110ー

個
々
の
地
所
及
び
そ
の
上
に
住
ん
で
地
代
を
支
梯
う
人
々
を
有
す
る
者
は
、

(

6

)

 

論

を
も
た
ず
、
唯
土
地
か
ら
の
「
枚
一
人
」
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
ク
で
も
な
け
れ
ば
、
し
っ
か
り
と
し
た
家
で
あ
る
韓
間
も
な
く
、

小
数
の
者
レ
か
麗
し
な
い
か
と
い
う
と

と
は
内
全
く
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
開
園
す
る
人
々
を
も
た
ず
・
騎
士
的
入
閣
の
家
族
が
自
ら
耕
作
す
る
二
三
エ
ー
カ
ー
の
土
地

日
フ
シ
ト
に
お
け
る
地
位
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
。
国
白
ロ
印
に
多
く
の
者
が
属
し
て
い
る
か
、

を
も
っ
と
こ
ろ
の
小
騎
士
の
自
由
農
地
(
司

3
5
0
σ
も

出

g∞
た
り
得
る
。
。
叫
ロ
ロ

av--色
町
に
封
す
る
所
有
(
回

2
-
R
)
で
は
な
く
、
か
か
る

出
血
戸
訟
の
所
有
が
、
ラ
ン
ト
の
地
位
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
江
の
で
あ
る
。
」

(

7

)

 

umHmw
・ω・
N
申
品

(

8

)

 

回
目
ロ
田
宮
♂
同
ロ
回
H

・
H

・

ω・
安
ご
。
・
∞
円
ロ
ロ
H
M
m
w
H
U

白・同・。・

ω
-
N申∞

(

9

)

 

。
・
回
『
ロ
ロ
ロ
師
同
1

・
白
・
同
・
。
・
∞
-

N
由
自

「
ゲ
ル
可
ン
法
に
よ
れ
ば
、
回
出

gvo門
町
は
第
三
者
に
糾
到
し
、
そ
の
出
回
口
出
に
所
属
す
る
者

(
k
r
p何
冊
『

α円仲間

g
u
に
つ
い
て
責
任
を
請
負
っ
た
。

ζ

の
責
任
の
引
受
(
出
回
片
付
信
ロ
巴
は
、
軍
に
家
僕
〈
聞
ハ
ロ
叩

n
z
Z
)
の
み
な
ら
ず
、
学
自
由
人
や
自
白
人
に
も
及
ほ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
」
(
回

E
i

E
R
i
p
v
d匂
A
E
P
U・河・。・

国

-ω
・
ω品
川
町
)

(
m
u
 
勿
論
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
ム
ン
ト
支
配
権
は
家
父
長
制

(
E
E司
g
r
g
g
u
に
お
け
る
そ
れ
の
如
く
、
純
粋
且
つ
無
制
限
|
|
「
家
長
の

支
配
権
ハ
出

E
田
宮
町
円
円
宮
町
民
C
は
、
ご
く
純
粋
な
特
徴
に
お
い
て
は
、
少
く
と
も
法
的
に
無
制
限
で
あ
る
:
:
:
」
ハ
ζ
・
4
司自
σ四
円
、
巧
・
ロ
・
。
・

ω・

gH)、
「
ム
ン
ト
は
純
粋
な
力
(
『
即
日
回
目
冨
同
門
伊
丹
)
で
あ
る
、
家
長
(
同
VmZ立
国
R
E
U
-
-
:
・
・
は
慣
行
に
も
法
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
」
(
回
全
協
同

2
・

zi

回同

-
T
ω
・

5
3ー
ー
ー
な
、
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
完
全
な
怒
窓
に
よ
る
支
配
邸
ち
裸
の
椿
力
関
係
は
存
在
じ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
が
、
直
ち
に
、
領
主

H
農
民
関
係
の
契
約
関
係

1
l封
主
自
封
巨
の
閥
係
に
み
ら
れ
る
如
き
|
|
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い

と
と
、
会
き
に
述
べ
た
湿
り
で
あ
る
。
農
民
の
領
主
に
封
す
る
瞬
係
は
、
ど
と
ま
で
も
、
隷
展
開
係
(
出
血
口
径
α
ユmm
の
出
宮
田
町
四
円
叫
に
謝
す
る

関
係
〉
み
し
だ
把
握
せ
ら
る
ベ
A

き
で
は
な
か
ろ
ラ
か
。
な
お
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
後
に
、
荘
園
法
と
の
関
係
に
お
い
て
述
べ
る
つ
も
り
で
あ



一な格一性的カ

:
一
拘
る
も
の
は
事
在
宅
し
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
土
地
に
封
ナ
る
支
配
権
に
つ
い
て
も
叉
同
然
で
あ
っ
た
と
い
え

ーの

か
る

(

日

)

。
・
∞
吉
田
泊
四
♂
白

?
P
0・φ
・
日
出
白

(

臼

)

。
伺
時
前

9
m
y
ω

∞∞
四

中
世
社
会
に
お
け
る

の
牲
格

。。
喝。
ト・4
0 

。04『
色
。
の
公
樺
力
的
性
格

既
に
み
た
よ
う
に
、
中
世
的
政
治
世
曾
の
構
造
は
、
「
法
圏
樫
成
員
〈
別

R
E晶
8
8
8〉

相
互
の
暴
力
行
使

(CodsHEE息
む
を
認
め
る
」
と
こ
ろ
の
、

「
法
聞
醸
成
員
の
誰
も
が
執
行
樺
力
〈
O
M
O
M
E
a
d
o
c
o
i

郎
ち
、

4
3
H
C
の
一
片
を
握
っ
て
い
る
」
と
こ
ろ
の
、
従
っ
て
、
「
正
賞
な
様
力
行
使
の
濁
占
を
要
求
す
る
近
代
的
意
味
に
お
け
る
園
家
が
脊

在
ナ
る
徐
地
な
き
」
も
の
で
あ
っ

(U

冨
別
し
な
い
〕
と
い
わ
れ
る
如
く
、

「
中
世
は
客
観
的
法

(
0
豆
島
尽
き
回
初

2
Z
)

「
「
客
観
的
」
法
秩
序
戸
、

zozzo--mo各
Z
2
E
g
m
)

と
主
観
的
機
利
守
口

Z
o
z
z
o即
刻
。
。
宮
)
を

の
上
に
で
は
な
く
、

そ
こ
に
は
、

「
主
観
的
」
穣
利
ハ

E
E豆
島
氏

403m2vg)
の
基
礎
の
上
に
」
組
成
ぜ
ら
れ
た
国
家
が
存
ナ
る
の
み
で
あ
り
、
「
抽
象
的
な
規
範
の

韓
系
ハ
身
伯
仲
O
S
与
a
s
E南
河
品
。
吉
)
の
代
り
に
i
:
:
個
々
人
の
正
賞
に
獲
得
し
た
諸
権
利
(
君
。

E
再
建

2
Z
B
H
g
o
y
g
)

の
東
ハ
回
P
H
K
ぽ
一
回
〉
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
」
か
よ
う
に
し
て
、
中
世
に
お
い
て
は
、

客
観
的
法
秩
序
に
よ
っ
て
容
認
せ
ら
れ
た
構
利
な

ま
う
。

iλ
々
は
1

そ
れ
を
か
つ
て
獲
得
し
た
が
放
に
、

-111ー

" 



， 
-..-( 

よ 但Lオも
う H、ば
巴 CZ 孝一
す2な，， 
τで
->.ま
金な
主主く、
れ
る
で
あ
ろ
う

お
い
か
保
護
し
ず
る
と
こ
ろ
の
所
有
者
ハ
回

m
g
E
5
0円
)
な
い
し
占
有
者
(
切
。
ー

-112ー

$論

、
被
は
、
圏
一
家
が

ま
さ
に
自
ら
は
ヅ
バ
ル
ト
を
行
使
し
得
る
と
こ
ろ
の
へ
ル
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
攻
の

一
フ
ン
ト
法
上
「
完
全
自
衛
能
力
」

(3-U
者
吾
氏
笹
山
m
E目
。
を
前
提

。
。
者
向
。
は
、

と
し
た
の
で
あ
る
と
。
「
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
が
如
何
な
る
樺
原
(
阿
佐
お
宮

m
z
g】
)
に
基
づ
い
て
伎
の
土
地
を

σω
低
賃

g
ず
る
の
か
、
所
有

レ
ー
ン
の
故
に
か
、
プ
ル
グ
樺
(
回
日
常
σの
宮
)
の
故
に
か
、

ハ
何
日
開
。
ロ
)
の
放
に
か
、

橋
保
(
毘
m
E
O
)
の
故
に
か
と
い
う
こ
と
は

彼
は
そ
の
上
に
の
04『
0
5
を
有
し
そ
れ
を
保
護
す
る
i
l
i
直
接
的
攻
撃
に
よ
る
侵
害
に
封
ナ
る

一
つ
の
「
戟
」
で
あ
る
裁
判
手
績
に
お
い
て
、
或
は
ブ
ェ

1
デ
に
お
い
て

i
l
こ
と
を
心
得
て
い
る
の
で
あ

(
5
)
 

る
。
問
題
な
の
は
、
常
に
、
適
法
な
ゲ
バ
ル
ト
(
円

O
O
Z
B
E回日ぬ
σ
C
0
4
S
]門
)
で
あ
り
、
∞
の
伊
豆

N
E
(
}
印
の
}
同
町
宮
な
の
で
あ
る
。
」

(
6
)
 

卸
ち
、
の
∞
者
向
。
は
、
ま
さ
に
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
J

ゲ
バ
ル
ト
(
鳴
ロ
ロ
【
庄
日
己
目
。
ro
ぬゆ

45-C
そ
の
も
の
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の

全
く
ど
う
で
も
ま
い
こ
と
で
守
あ
り
、

擢
利
の
防
衛
に
お
い
て
、

で
あ
る
。

さ
て
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
土
地
に
封
す
る
ー
の
σ者
角
。
が
、

完
全
自
衛
能
力
を
前
提
と
す
る

図
。
吋
吋
由
。
町
民
片
的
ぬ
odHdHけ
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
す
る
な
ら
、
農
民
の
土
地
に
封
す
る
関
係
は
如
何
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
完
全
な
る
武
装
能
力
、
従
っ
て
ブ
ェ

1

デ
描
慣
を
喪
失
し
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
保
護
下
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
中
世
の
農
民
が
、
そ
の
耕
作
寸
る
土
地
に
つ
き
、

ヘ
ル
の
有

す
る
如
き
の

04司
0
5
を
も
た
白
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
中
世
に
お

い
て
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
は
、
「
某
々
の
ブ
ル
グ
、
家
及
び
そ
れ
に
所
属
す
る
も
の
」
(
E
2
0

凶
号
m-
弘
山
ー
由
民
自
由

Z
-
z
-
Z
D仏

当
S
E
N戸
ぬ
命
日
HhEZV
と
呼
ば
れ
た
。
即
ち
、
勺
農
民
が
被
の
へ
ル
か
ら
土
地
を
借
り
る
場
合
、
彼
は
ヘ
ル
の
国
富
田
の
中
に
お
い
て

(
吉
岡
国

2
8
z
z
o
国
2
B
V
で
は
な
く
、
そ
れ
に
所
属
し
て
宮
島
。
ユ
仏
日
ロ
)
土
地
に
在
住
す
る
な
百
円
由
民
含

E
の
E
邑
ぬ
)

(
7
)
 

の
で
あ
る
。
し
農
民
に
貸
輿
さ
れ
た
土
地
は
、
一
決
し
て
農
民
自
身
が
保
持
し
防
衛
し
得
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
ら
は
、
グ
ル



ン
ト
ヘ
ル
の
保
護
穣
力
〈
芳
吉
祥
Nmod司包
C
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
か
ら
の
侵
害
に
封
麗
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
J
H

(
8
)
 

し
て
、
農
民
が
耕
作
す
る
土
地
は
、
農
民
の
土
地
で
は
な
く
、
「
領
主
の
家
(
出
σ
R
B
H耐
え
)
の
従
物

(
Nロ
ぴ
島
常
ど
と
み
な
さ
札
止
ぺ
令
匂

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
領
主
の
家
警
が
農
民
の
自
己
経
営
(
盟
関

8
5
5に
依
存
す
る
も
の
で
と
た
以
上
、
そ
こ
に
事
事

上
の
用
盆
が
存
在
し
た
こ
と
は
事
買
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
農
民
の
土
地
に
封
す
る
何
ら
か
の
占
有
(
保
有
)
が
み
と
め
ら

の
ゆ
要
。

5
を
物
に
封
ナ
る
事
買
上
の
支
配
と
し
て
把
握
寸
る
以
上
、
農
民
の
保
有
も
叉

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
首
然
で
あ
る
。

。
。
当
日
σ
で
あ
っ
た
如
く
に
考
え
ら
れ
る
も
知
れ
ぬ
。
だ
が
、
農
民
の
土
地
保
有
は
の
σ者
向
。
に
ふ
さ
わ
し
い
如
何
な
る
内
容
を
も

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
述
べ
た
如
く
、

。
R
Oロm
を
l
w

斗
町
民
ロ
田
宮
広
三
三
件
ロ
ロ
m
む
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
般
に
、
の
04司
0
5
は
、
防
衛
的
・
攻
撃
的
・
樺
利
移
輔
的
数
力
(
り

oFEz--

し
か
し
、

そ
の
保
有
地
を
完
全
に
防
衛
す
る

だ
け
の
能
力
を
も
た
な
か
っ
た
、
従
っ
て
領
主
の
ム
ン
ト
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
か
?
に
、
し
か
し
て
叉
、
土
地
の
質
入
れ
も
買
却
も
禁

ぜ
ら
れ
て
い

u
t時
の
農
民
が
、
そ
の
農
地
に
つ
い
て
の

2
3
を
有
し
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

彼
等
の
土
地
に

封
す
る
関
係
は
、
構
利
と
い
わ
ん
よ
り
は
、
む
し
ろ
義
務

l
ー
そ
の
集
中
的
表
現
は
彼
等
の
土
地
へ
の
緊
縛
で
あ
る

i
!に
ほ
か
な
ら

こ
の
こ
と
を
無
視
し
て
、
単
な
る
事
質
上
の
耕
作
な
い
し
用
盆
を

a(mxuv 

ふ
間
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
か
づ
た
の
で
あ
り
、

C
0
4
5
5
 と
み
な
す
こ
と
は
、

多
分
に
疑

。・∞
2
5
P
2
1・
P
白・。・，
F
M
m
w
H

(
2
)
 
同
グ
剛
内
向
言
、
閉
山
一
開
門
広
岡
己
出
島
〈

P
R
P
8
5ぬ
仲
間
同
窓
存
冊
目
官
四
件
四
円
、

ω・
ω由

(
3〉

g
・4
司寄宿町
-
g
-
P。・
m
V
J
R
J
N

な
お
箆
都
世
典
回
詞
「
近
代
岡
家
と
政
治
的
一
自
制
泊
」
9

八
頁
参
照

(

4

)

。
r
W
2
5
A
W
V
P
W・O-
タ

S
F
『
殺
が
そ
の
一
際
激
れ
た
と
し
て
車
、
r
-

そ
の
抵
抗
(
墨
色
刊
号
g
E
)
は
、
彼
が
の
⑦
語
叫
帽
を
行
使
ず
べ
き

人
議
カ
私
有
亀
戸
う
re--
と
九
州
不
法
な
暴
対
」
(
・
哲
謡
曲
宮
会
話
ロ
伊
ぺ
心
が
存
在
す
る
rζ

ど
を
鐙
萌
し
た
の
で
あ
る
。
」
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九
ホ
ペ
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
の
四
重
『
?
は
本
来

て
6

、
世
帯

2
2
2
2
8
V
の
申
に
見
出
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の

1
1自
白
人
た
る
と
不
自
白
人
た
る
と
、
人
間
た
る
と
家
畜
た
る
と
、
生
命
あ

同

ggHHE可
の
ム
ン
ト
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

「
ム
ン
ト
は
、

そ
の
本
源
的
な
意
味
に
お
い

る
色
の
た
る
と
生
命
な
き
も
の
た
る
、
と
を
飼
わ
ず

1
1に
謝
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
意
味
す
る
O
i
-
-
-
だ
が
、
肢
に
八
世
紀
以
来
、
ム
ン
ト
は
自

白
人
や
宇
宙
白
人
に
叫
劃
す
る
令
ゲ
バ
ル
ト
を
表
現
す
る
も
の
た
る
に
止
ま
り
、
一
方
、
不
自
由
人
や
物
に
つ
い
て
は
、
「
〈

g
t
z
z
の
中
に
在
る
」

εS42HXEgoam--
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
:
:
:
〈

g
t
z
z
或
は
山
口
〈

g
t
z
z
と
は
、
手
套
を
以
て
手
を
覆
う
行
潟
、
卸
ち
ヘ
ル

シ
ャ
フ
ト
の
譲
渡
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
間
も
な
く
、

ζ

の
行
震
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た

B
Eロ
回
〈

g仲
伊
丹
田
〔
手
套
倍
以
て
覆
わ
れ
た

手
〕
の
欣
態
、
一
郎
ち
、
現
主
仔
在
す
る
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
も
意
味
し
た
。
更
に
、
間
も
な
く
、
定
住
の
結
果
、

ζ

の
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
一
つ
の
空

閥
的
に
限
ら
れ
た
基
礎
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
乙
の
場
所
的
な
・
〔
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
〕
施
行
領
域
た
る
家
屋
敷
(
国
自
由
ロ
ロ
仏
出
。

φ
も

叉
、
そ
れ
自
慢
~
〈

g
a
z
z
tと
呼
ば
れ
た
。

ζ

の
〈
骨

a
x
E白
に
代
る
!
ド
イ
ツ
語
が
の
白
話
相
同
刊
で
あ
る
。
自
由
ロ
ロ
由
(
〈

g
t
g
)
と
い
う
本
来

的
に
統
一
的
な
支
配
様
の
概
念
は
、
こ
れ
か
ら
以
後
、
自
白
人
と
半
白
人
に
封
す
る
「
ム
ン
ト
」
と
不
自
由
人
及
ぴ
物
に
お
す
る
「
ゲ
ワ
ェ
l

レ
]
と
に
分
れ
る
。
」
〈
出
町

g
z
p
同ロ卑
-

H

・

ω・
g
t
g
)

と
こ
ろ
で
、
オ
ッ
ト
l
・
ブ
ル
ン
ナ

i
は
、
本
源
的
に
統
一
的
な
支
配
権
力
だ
っ
た
宮
口
三
と
の

2
2
8
の
本
質
に
注
目
し
つ
つ
、
こ
れ
ら

を
、
中
世
に
お
い
て
も
共
通
せ
る
モ
メ
ン
ト
の
上
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
「
そ
れ
ら
〔

F
Eえ
と
の
白
，
霊
山
町
〕
は
、
ゲ
バ
ル
ト
卸
ち
遁
法
な
ゲ

バ
ル
ト
で
あ
り
、
「
防
衛
す
る
限
り
に
お
い
て
島
O
B
2
2
8」
(
志
向
回
。
B
5
Z
B
O
Z
C白色

H
V
S
Z
2
Zロ
O
B
J
で
あ
り
、

ωnvz同N
ロロ色

ω
n
v
q
B

で
あ
る
。
こ
の

E
ω
n
v
z
s
g
H
H
a
ω
n
E司
自
=
と
い
う
モ
メ
ン
ト
の
上
に
、
宮
出
口
同
と
の

2
2
5
は
共
通
牲
を
有
し
て
い
る
。
」
「
そ
れ
は
、
回
串
な

る
権
利
主
張
で
は
な
く
て
、
数
力
を
含
h
u
事
賞
、
即
ち
、
富
由
n
Z
と

m
R
Z
が
一
つ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
モ
メ
ン
ト
で
な
け
れ
ば
な

ら
江
い
。
」
(
。

-
F
C
E
R
国-白・。・

ω-go
戸

ν

(

6

)

 

一
、
註
(

5

)

に
引
用
し
た
玄
・

4
F
σ
2
の
言

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
土
地
に
劃
す
る
の
白
唱
。
吋
帽
を
か
く
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
三
、

業
を
も
引
用
せ
ら
れ
た
い
。
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4 、ぐL

I 

r

ハ…
7
)
b
0・
寄
戸
諸
国
h
p
J
ヂ
白
川

9ω
・44
怒叫

一(8
)

出
・
切

2
5
2
1
2ダ
剤
師
江
口
・
同
・

ω'ω
司
「
か
か
る
〔
領
主
に
叫
剥
し
て
経
済
的
に
従
属
せ
る
]
農
地
(
出
C
同
)
は
、
領
主
の
家
の
従
物
と
み

な
ぶ
れ
た
。
そ
れ
故
、
隷
農
は
。
ゲ
ル
マ
ン
的
法
観
念
に
ま
れ
ば
、
ヘ
ル
の
家
に
所
属

(
m
m
gユ
問
)
す
る
も
の
と
み
ら
れ
得
た
の
で
あ
る
。
」

(
9
U

プ
ラ
l
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
守
中
世
に
お
け
る
「
聖
俗
領
主
の
質
記
録
(
毘
脚
色
ロ
呆
ロ
白
色

g)
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
が
〔
不
動
産
質

の
〕
契
約
管
事
者
と
し
て
現
れ
て
く
る
が
、
農
民
は
皆
無
」
で
あ
り
、
農
民
の
質
権
設
定
行
局
局
が
資
料
に
現
れ
る
の
は
、
漸
く
十
四
世
紀
に
な
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
(
出
・
宮
田
口
広
♂
口
同
田

O
m
z
g
n
y帽
の

H
E丘ゆ
P
ロ島岡
1
0
n
v
F
3
8・
ω・
斗
N
)
。

(
叩
〉
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
と
農
民
の
間
に
、
宮
町
三

N
lロロ
S
R
〈
。
ぬ
仲
間
同
話
岳
町
田
戸
宮
山
田
が
存
在
し
た
限
り
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
自
由
借
地
ハ
玲
包
開

Z
5
0
)
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
領
主
の
家
の
従
物
た
る
こ
と
に
繁
り
は
な
か
っ
た
(
〈
包
・
切

E
S
R
I
W
V
J唱
2
5
国・

ω・
ω叶印)。

か
か
る
出
D
吟

R
Z
上
の

Tw出
回
目
と
並
ん
で
身
分
的
に
は
そ
の
局
外
に
立
つ
戸
田
口
骨

o
n
E
上
の
借
地
関
係
が

だ
が
、
中
世
に
お
い
て
は
、

e封建的土地所有め公穣力的性格

存
在
す
る
。
か
か
る
戸
吉
弘
司

R
Z
土
の
同
司
自
由
骨

r
L
V刊
は
、
〕
7
3
ン
ト
裁
判
問
所
に
所
属
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
ラ
ン
ト
裁
判
門
所
の

摺
い
手
た
る
グ
ラ
l
フ
が
そ
の
保
護
者

(
ω
n
v
g怒
る
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
領
主
様
〈
出

2
3
R
o
n
Z
)
は
、
固
め
三
田
与
え
Z
旬開
i

若
田
】
件
で
は
な
く
、
本
質
的
に
物
的
な
性
質
(
金
話
回
目
門
官

Z
巳
ロ
る
を
も
っ
た
も
の
、
即
ち
、
文
字
通
り
狭
い
意
味
に
お
け
る
の

2
包
宮
口
前
i

nv喜
に
過
ぎ
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
二
重
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
(
品
。
喜
四

-g
の
2
2
2〉
|
|
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
の
m霊
山
骨
と
借

地
人
(
戸
色
町
四

B
Eロ
)
の
の
m霊山円四
l
ー
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
農
民
は
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
に
封
抗
し
得
る
の
司

5
8
を
有
す
る
。
何
故
な

ら
、
農
民
の
の
ぬ
唱
0
3
は
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
よ
っ
て
保
護
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、

こ
の
閥
係
は
、

中
世
後
期
の
農
民
の
そ
れ
(
こ
の
鮎

に
つ
い
て
は
後
遺
〉
に
類
似
し
て
い
る
と
云
え
る
。
(
〈
包
・
。
・
切
『
ロ
ロ
ロ

2
・
白
-
P
。・

ω・
gu
同・)

、
、
、
、

さ
き
に
引
用
し
た
如
く
、
ホ
イ
ス
ラ

1
は
、
農
民
の
農
民
に
濁
す
る
の
宣
言
尽
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
、

ピ
が
、
。
『
ロ
ロ
島
町
c
s
m
が、

(

日

)相
互
に
仲
間
ハ
の

2
0
8
0
)
と
し
て
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヒ
な
結
合
の
中
で
土
地
を
耕
作
し
た
韓
国
時
の
絞
態
に
あ
っ
て
は
、
未
だ
、
所
有

の
排
他
的
意
識
は
、
充
分
に
芽
生
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
殊
に
、
描
胆
利
が
、
人
間
相
互
の
主
飽
的
な
封
抗
関
係
を
還
し
て
存
在

す
る
も
の
で
あ
る
ζ

と
に
止
白
t

す
る
な
ら
、
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
、
農
民
鉛
農
民
の
の

2
5
8
が
存
在
し
た
と
す
る
こ
と
に
は

一115ー
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競

=
荘
園
法
、
と
農
民
的
、
土
地
保
有
の
関
係

な
お
、
衣
の
よ
う
な
問
題
が
残
る
。

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
完
全
な
窓
意
を
多
か

述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

農
民
の
土
地
保
有
に
つ
い
て
は
、

荘
園
法
(
図
。
除
。
。
伊
丹
)
が
、

そ
れ
を
の
0
4司
0

2

と
み
な
し
得
な
い
こ
と
右
に

れ
少
か
れ
拘
束
す
る
傾
向
へ
と
働
い
た
以
上
、
そ
の
隈
り
に
お
い
て
、
農
民
の
土
地
に
封
す
る
排
他
的
所
有
H
樺
利
が
存
在
し
た
と
考

え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
久
保
教
授
は
、
「
封
建
法
は
、

そ
の
基
本
的
性
格
に
お
い
て
、

あ
く
ま
で
も
法
と
し
て
言
わ
ば

、

中
立
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
と
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
:
:
・
な
お
・
;
:
・
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
庄
国
法
に
つ
い
て
も
同
然
で
あ
ろ

う
」
と
さ
れ
、
「
庄
園
闘
係
:
:
:
は
や
は
り
と
も
か
く
法
律
上
の
関
係
で
あ
っ
て
(
こ
の
黙
に
お
い
て
ロ

1
マ
の
胃

R
R
Z自
の
関
係

と
一
異
な
る
)
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
は
被
支
配
者
た
る
農
民
に
も
不
完
全
な
が
ら
法
人
格
が
認
め
ら
れ
、

れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
L

と
せ
ら
れ
て
お
り
、
川
島
教
授
も
、
「
彼
ら
〔
隷
農
〕
は
全
く
の
無
能
力
者
で
は
な
く
、

地
保
有
は
領
主
に
謝
し
て
も
封
抗
し
得
る
寸
権
利
」
で
あ
り
、
:
:
:
ま
た
多
く
の
場
合
百
円
件
。
日

z
b
E
R
と
し
て
の
隷
農
に
よ
っ
て
確

定
さ
れ
た
規
範
が
荘
園
裁
判
所
に
集
積
さ
れ
て
領
主
と
隷
農
と
の
闘
係
は
「
法
的
な
」
関
係
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
さ
れ
て

多
少
の
「
樺
利
」
が
認
め
ら

彼
ら
の
土

い
る
。だ
が
、
「
領
主
H

農
民
の
開
係
が
「
法
的
」
な
闘
係
だ
っ
た
」
と
さ
れ
る
場
合
、

そ
こ
に
お
け
る
「
法
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
黙
を
中
心
に
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

中
世
に
お
い
て
、
「
法
」
は
、
宗
教
的
な
榊
聖
な
秩
序
で
あ
っ
た
。
「
間
家
で
は
な
く
、
「
榊
が
す
べ
て
の
法
の
創
め
で
あ
る
」
。
」

「
「
法
」
は
紳
の
創
造
せ
る
秩
序
に
ほ
か
な
ら
な
い
ご
従
っ
て
、
法
は
永
遠
に
襲
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
的
に
正
し
を
も
の
で
あ

る
。
「
永
建
か
ら
苓
在
ナ
-
る
も
の
は
正
首
で
あ
り
、
正
賞
で
あ
る
も
の
は
永
遠
の
秩
序
を
語
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
き
法

は
正
し
き
も
の
で
あ
り
川
正
し
き
法
は
古
き
も
の
で
あ
る
。
」
そ
れ
故
、
中
世
の
人
々
は
、
「
法
を
「
制
定
」
寸
る
の
で
は
な
く
「
護
見
」

Jγ 
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¥
ぞ

一生

や
-
る
の
で
一
あ
る
け
」
‘
か
く
し
よ
て
、
J

中
世
の
法
一
は
、
ま
さ
に

zta古川
γ
ぬ旦
g
河

R
E
だ
っ
た
の
で
あ
り
)
そ
れ
は
同
時
に
、
古
く
か
ら
春

在
L
安
定
し
て
き
士
秩
序
ー
を
意
味
寸
る
も
の
、
た
っ
た
の
で
あ
る
。

持
続
の
榊
聖
花
寸
る
カ
垣
内
色
町

otvo器
開
。
ロ
合
3

冨
内
酬
の
言
昔
門
叶
冨
岳
民
。
国
〉
一
|
|
品
品
目
て
存
在
し
た
も
の
は
無
候
件
に
榊
聖
不
可
侵
で

あ
る
と
寸
る
感
情
、
こ
の
感
情
に
基
づ
く
持
続
主
義
的
樺
威
公
宮
内
凶
志
向
冨
己
目
由
民

R
v
o
k
r
E
S日
g
c
ー
ー
は
、
惇
統
遺
反
の
畏
怖
と
相

候
っ
て
、
支
配
の
正
嘗
性

9
0民
民
H
E
E
C
を
維
持
し
服
従
者
の
全
人
格
的
献
身
を
確
保
寸
る
に
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
荘
園

裁
判
所
に
お
け
る

1
1支
配
者
の
聞
い
合
口
G
巳
加
は
る
に
謝
し
て
服
従
者
が
こ
れ
に
答
え
る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
た

1
1法
の
剣
告

そ
れ
が
‘
常
に

E
5
8
m♀
H
:
:
:
3
E
O
田
由
。
H
H
i
-
-
・3

の
如
き
命
令
法
的
表
現
を
以
て
語
ら
れ
て
い
た
よ

ハ同

R
Z
Z
o
z
g
m
g
)
は、

う
に
、
服
従
者
を
し
て
自
ら
そ
の
お
か
れ
た
位
置

l
lグ
ル
ン
ト
ヘ
ル
の
隷
属
者
と
し
て
の
存
在
ー
ー
を
確
認
せ
し
め
、
彼
等
に
負
わ

さ
れ
た
義
務
が
発
ど
宿
命
的
な
ま
で
に
動
か
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
知
ぜ
し
め
る
に
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
、
痔

、
統
が
も
っ
固
定
的
性
格
は
、
グ
ル
ン
ト
へ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
農
業
的
車
純
再
生
産
1
1
1
そ
れ
に
基
づ
く
農
民
的
生
活
還
境
の
停
滞

的
性
格
|
!
と
相
侯
っ
て
、
中
世
的
世
曾
秩
序
の
安
定
一
一
性
を
張
く
支
え
た
で
あ
ろ
げ
w
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1日

ト

ヘ

グ

ル

シ

ト

へ

一

ル

の

擢

ガ

ハ

ヂ

バ

ル

ト

)

を

摺

い

手

と

ナ

る

以

上

、

し

か

し

て

、

そ

れ

が

家

産

制

的

支
配
秩
序
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
こ
に
b
h
v
t
キ
引
い
懇
意
の
拘
束
や
農
民
の
樺
利
の
寄
在
ず
べ
き
能
地
は
な
一
川
町
も

し
、
そ
こ
に
、
ヘ
ル
の
悲
意
の
制
約
が
存
在
し
た
と
ず
る
な
ら
、
そ
れ
は
支
配
者
た
る
へ
ル
自
身
の
考
量
に
基
づ
く
も
の

l
ト
そ
れ
故
、

法
に
よ
る
窓
意
の
制
約
で
は
な
く
「
純
粋
に
事
買
上
の
制
約
」

(
g
z
g
g似合巴目。
Z
F
Mぬ円
g
Nロ
ロ
巴

i
ー
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で

(ロ)

あ
る
。
「
農
業
経
営
者
で
は
な
く
て
職
業
的
戟
士
で
あ
り
、
自
ら
経
湾
を
合
理
的
に
営
む
蹴
態
に
な
か
っ
た
」
領
主
、
従
っ
て
、
「
農
民

を
努
働
力
と
し
て
で
な
く
年
貢
支
排
者
(
河
内
凶
ロ
宮
口
S
F
Zる
と
し
て
使
用
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
そ
れ
故
に
叉
、
「
隷
農
の
貢
租

(
M
)
 

(krσ

関与
σ
)
の
停
統
的
拘
束
(
可
包

Eos-o
盟
昆
g
m
)
に
頼
る
」
ほ
か
な
か
っ
た
領
主
に
と
っ
て
、
彼
の
侍
統
違
反
に
封
ナ
る
農

民
の
非
難
、
「
侍
統
的
恭
順
感
情
の
動
揺
」
〈
開

2
0
E
g
g
-
2
5
2
8
0
5
2
2
g
m
o同長田
)
r決
し
て
軽
一
脱
出
来
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
晋
酷
に
し
て
無
分
別
な
ヘ
ル
は
強
情
で
反
感
を
も
っ
た
農
民
に
直
面
ず
る
で
あ
ろ
…

3
「
へ
ル
は
、

憎
悪
に
満
ち
た
或
い
は
反
感
を
も
っ
た
農
民
の
た
め
に
、
ブ
ェ

I
Jア
の
際
如
何
な
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
し
刈
。
」
か
く
し
て
)
不

成
な
窓
意
に
封
ず
る
は
ね
返
り
を
恐
れ
る
領
主
は
、
そ
の
考
量
に
よ
っ
て
事
買
上
自
己
の
行
動
に
或
る
限
界
を
査
さ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
白
樺
は
、
決
し
て
、
領
主
H

農
民
の
闘
係
が
法
的
な
1

1
擢
利
義
務
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
|
|
関
係
で

論

-118-

あ
っ
た
こ
と
を
意
味
ナ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
依
然
と
し
て
隷
属
的
な
関
係

l
lそ
こ
に
は
領
主
に
封
抗
ナ
る
主
煙
者
は
寄
在
し

な
い
ー
ー
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
家
産
制
的
な
支
国
関
係
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
得
統
的
秩
序
が
「
隷
属
者
の
和
盆
の
共
向
性
の
自
畳
、
従
っ
て
叉
そ
れ
を
防
衛
せ
ん
と
ナ
る
傾
向
と
能
力
を
た

か
め
、
迭
に
は
、
隷
属
者
の
全
瞳
が
:
:
:
一
つ
の
閉
鎖
的
統
一
種
(
包

g
m
O
R
E
g
g
s
E
D
H
5
5
と
し
て
領
主
に
封
立
寸
る
に

至
一
自
に
は
、
し
か
し
て
、
「
鮭
民

2
0
B虫
色
の
闘
輿
の
も
乞
に
お
け
る
荘
園
裁
判
所
の
ヴ
ア
イ
ス
ト

J
g
m
gが
秩

{
m
u
)
 

序
の
真
正
な
解
轄
の
操
り
所
と
な
る
」
に
は
)
グ
ル
シ
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
費
質
、
従
っ
て
、
家
産
制
的
な
領
主
擢
力
の
費
質
を
契
機

‘ & 



と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
叉
同
時
に
、
中
世
的
秩
序
そ
の
も
の
の
費
賀
、
封
建
制
枇
曾
の
崩
壊
へ
の
過
程
に
照
醸

ナ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
攻
に
、
そ
の
歴
史
的
な
過
程
を
一
瞥
ナ
る
と
共
に
、
土
地
に
封
寸
る
領
主
・
農
民
の
関
係
が
ど
う
襲
っ
た
か
を

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
農
民
は
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
義
務
を
負
わ
せ
る
秩
序
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
。
」
(
。
・
∞

2
ロ
ロ
巾
♂
白
・
白
・
。
・

ω・
s
d

「
吋
同
町
民
自
は

i
i慣
習
的
・
法
的
に
期
待
可
能
な
獄
態
に
お
い
て
の
み
存
在
し
得
る

Oi---
そ
れ
故
、
賞
租

(ω
同
2
2
)
は
懇
議
す
べ
き
も

の
で
あ
り
、
要
求
き
れ
る
ベ
ε

き
も
の
で
あ
り
、
承
一
恕
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ω芯
ロ

2
は
、
従
っ
て
、
懇
請
(
田
洋
0
・
∞
O
色
0
・

wotto-

同M
J
H
O
B
江
田
)
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
任
意
に
承
認
さ
れ
叉
は
拒
紹
さ
れ
得
る
切
伊
丹
芯
が
こ
こ
で
は
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
一
二
二
年
の
明
白
岡
岡
田
町
司
の
都
市
法
は
、
明
ら
か
に
『
支
配
者
の

H
V
Z
X
Z
は
命
令
の
カ
で
維
持
さ
れ
る
」

(
E司
叩

t
i

c
-
S
O
B
S
-
E
B
w
g
B
E
E
-ぢ
V
与
旦
ロ
ヘ
U
と
い
づ
て
い
る

Oi---
そ
れ
は
、

ω
g
z白
円
を
課
せ
ら
れ
る
者
が
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
場
合

¥
、
?
な
?
と
脅
え
る
と
き
に
も
ゾ
叉
、

g
g冊
同
を
強
制

Q
謡
曲
認
可
強
奪
な

5
2
5
2
8
5
5
4
F
o
-
g
E
)、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
強
盗

令
曲
家
2
9
羽

田

き

に

も

書

さ

れ

得

た

の

で

あ

る

。
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有
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